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   補足－5：審査会合（10月17日）コメント反映【P113,114,118～124,127～180】 
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補足－1【設計及び工事計画変更認可申請における 

適用条文等の整理について】

（改６）
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補 1－2 

（１） その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備用の火災感知設備）

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても設計基準対象施設の地盤に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請

内容）に対し，適合性を確認する必要がある条文（以下「適合

性確認対象条文」という。）となるが，今回の火災感知設備の

改造が各建屋の地震応答解析へ影響を与えないことが確認で

きることから，技術基準の適合性に影響はない。また，平成 30

年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事の

計画（以下「既工事計画」という。）で確認された設計を変更

するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料１）

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても地震による損傷の防止に関する設計に影響がないこ

と（適合していること）を確認する必要がある。このため，適

合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造において，火災感知器の取付

方法等の設計に変更はなく，必要な強度は確保されていること

から，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確

認された設計を変更するものではなく，基本設計方針について

も変更はない。 

（添付資料２） 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の改造では，設計基準対象施設である火災防護設備のうち

火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴い火災感知

器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても津波

による損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合してい

ること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内

容）に対し，適合性確認対象条文となるが，火災感知設備は津

波防護対象設備に該当しないため，技術基準の適合性に影響は

ない。また，既工事計画で確認された設計を変更するものでは

なく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料３） 
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補 1－3 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の改造では，設計基準対象施設である火災防護設備のうち

火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴い火災感知

器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても外部

からの衝撃による損傷の防止に関する設計に影響がないこと

（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事の内

容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，火災

感知設備は外部からの衝撃により防護すべき施設に該当しな

いため，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で

確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針につい

ても変更はない。 

（添付資料４） 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
△ 

今回の改造では，工場等である東海第二発電所構内の火災感知

設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感知器等の種

別及び配置の変更をするため，変更後においても立ち入りの防

止に関する設計に影響がないこと（適合していること）を確認

する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）に対し，適

合性確認対象条文となるが，火災感知設備は立ち入りの防止に

係る設備に該当しないため，技術基準の適合性に影響はない。

また，既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，

基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料５） 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

△ 

今回の改造では，工場等である東海第二発電所構内の火災感知

設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感知器等の種

別及び配置の変更をするため，変更後においても発電用原子炉

施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計に影響がない

こと（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事

の内容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，

火災感知設備は人の不法な侵入等の防止に係る設備に該当し

ないため，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画

で確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針につ

いても変更はない。 

（添付資料６） 
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補 1－4 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
△ 

今回の改造では，火災感知設備について，火災防護審査基準改

正に伴う火災感知器等の種別及び配置の変更をするため，変更

後においても急傾斜地の崩壊の防止に関する設計に影響がな

いこと（適合していること）を確認する必要があり，変更の工

事の内容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，技術基準の適合性に影響はない。また，既工

事計画で確認された設計を変更するものではなく，基本設計方

針についても変更はない。 

（添付資料７） 

第１１条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の改造では，火災防護審査基準改正に伴う火災感知器等の

種別及び配置の変更をすることから，変更後においても火災に

よる損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合している

こと）を確認する必要がある。このため，適合性確認対象条文

とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造は，火災防護審査基準の改正

内容を踏まえて設計及び設置をするため，技術基準の適合性に

影響はない。 

なお，火災の感知に係る設計以外の既工事計画で確認された火

災防護を行う機器等の選定，火災区域及び火災区画の設定，火

災発生防止に係る設計，火災の消火に係る設計，火災の影響軽

減対策に係る設計，その他の内部火災に係る防護の設計につい

ては変更はないことから，技術基準の適合性に影響はない。 

（添付資料８） 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

△ 

今回の改造では，設計基準対象施設である火災防護設備のうち

火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感知

器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても溢水

等による損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請

内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，火災感知設備は

溢水防護対象設備に該当しないため，技術基準の適合性に影響

はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料９） 
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補 1－5 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１３条 

安全避難通路等 
△ 

今回の改造では，発電用原子炉施設である東海第二発電所構内

の火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感

知器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても安

全避難通路等に関する設計に影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，安全避難通路等に変更

がないため，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計

画で確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針に

ついても変更は受けない。 

（添付資料１０） 

第１４条 

安全設備 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，設計基準対象施設である火災

防護設備のうち火災感知設備について，火災防護審査基準改正

に伴い火災感知器等の種別及び配置を変更するが，種別を変更

する火災感知器及び配置を変更する火災感知器のうち一部の

火災感知器が自動消火設備の起動用の火災感知器を兼用して

おり，消火系は重要度分類審査指針の対象であるため，変更後

においても安全設備に関する設計に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，適合性確認対象条文とする。

なお，増設する火災感知器については自動消火設備の起動用の

火災感知器を兼用しているものはない。 

確認の結果，当該火災感知器の配置等変更により想定される環

境条件に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないこ

とから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で

確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針につい

ても変更はない。 

（添付資料１１） 
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補 1－6 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，変更後において

も設計基準対象施設の機能に関する設計に影響がないこと（適

合していること）を確認する必要がある。このため，適合性確

認対象条文とする。 

確認の結果，当該火災感知器の配置等変更による保守点検に係

る設計及び他発電所との共用※又は相互に接続することによっ

て安全性を損なわない設計に変更はないことから，技術基準の

適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変

更するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

※固体廃棄物作業建屋，固体廃棄物貯蔵庫及び緊急時対策所建

屋において火災感知設備を共用 

（添付資料１２） 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，全交流動力電源

喪失対策設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，材料及び構造の

適用対象である，容器，管，ポンプ，弁及びこれらの支持構造

物に該当しないため，適用を受けない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第１９条 

流体振動等による損傷防

止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，流体振動等によ

る損傷の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 
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補 1－7 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２２条 

監視試験片 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，容器の中性子照

射による劣化に対する要求であり，対象設備は本条文の適用を

受ける設備ではないため，適用を受けない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，炉心等に該当し

ないため，適用を受けない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等等適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，一次冷却材に該

当しないため，適用を受けない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，燃料取扱設備及

び燃料貯蔵設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリに該当しないため，適用を受けない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適用を受けな

い。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，一次冷却材処理

装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，逆止め弁に該当

しないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，蒸気タービンに

該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－8 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，非常用炉心冷却

設備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，循環設備等に該

当しないため，適用を受けない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，計測装置に該当

しないため，適用を受けない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全保護装置に

該当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，反応度制御系統

及び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受けない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，制御材駆動装置

に該当しないため，適用を受けない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉制御室等

に該当しないため，適用を受けない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，廃棄物処理設備

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，廃棄物貯蔵設備

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，放射性物質によ

る汚染の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，生体遮蔽等に該

当しないため，適用を受けない。 
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補 1－9 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，換気設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納施設

に該当しないため，適用を受けない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，保安電源設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急時対策所に

該当しないため，適用を受けない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，警報装置等に該

当しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，準用に係る設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－10 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等対処

施設の地盤に係る設計を変更するものではないため，適用を受

けない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，地震による損傷

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，津波による損傷

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に関す

る設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造は，火災防護審査基準の改正

内容を踏まえて設計及び設置をするため，技術基準の適合性に

影響はない。 

なお，火災の感知に係る設計以外の既工事計画で確認された火

災防護を行う機器等の選定，火災区域及び火災区画の選定，火

災発生防止に係る設計及び火災の消火に係る設計については

変更はないことから，技術基準の適合性に影響はない。 

（添付資料１３） 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，特定重大事故等

対処施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等対処

施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，材料及び構造に

係る設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－11 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にするための設備に該当しないため，

適用を受けない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための設備に該当しないため，適用を

受けない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

内の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

の過圧破損を防止するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 
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補 1－12 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するための設備に該当しないた

め，適用を受けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に該当しないため，

適用を受けない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第７１条 

重大事故等時に必要とな

る水源及び水の供給設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等時に

必要となる水源及び水の供給設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，電源設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，計装設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，運転員が原子炉

制御室にとどまるための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 
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補 1－13 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，監視測定設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急時対策所に

該当しないため，適用を受けない。 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，通信連絡を行う

ために必要な設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７８条 

準用 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，準用に係る設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
急
傾
斜
地
の
崩
壊
の

防
止
に
係

る
設
計
に
つ
い

て
既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
急
傾

斜
地
の
崩
壊
に

よ
る
災
害

を
防
止
す
る
た

め
，
急
傾

斜
地
崩
壊
危
険

区
域
で
な

い
地
域
に
設
備

を
施
設
す

る
設
計
と
し

て
い
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

０
条

急
傾
斜

地
の

崩
壊

の
防

止
】

補足－１　添付資料７

14



確
認
図

書
名

確
認
結

果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
東
海

第
二
発
電
所
に
お
い
て
急

傾
斜
地
崩
壊
危

険
区
域
に

指
定
さ
れ
た
箇

所
は
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
①

】

２
．
確

認
結
果

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

０
条

急
傾
斜

地
の

崩
壊

の
防

止
】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
急
傾

斜
地
の
崩
壊
の

防
止
の
設

計
方
針
に
影
響

が
な
く
，
ま
た
，
東
海
第

二
発
電
所

に
お
い
て
急
傾

斜
地
崩
壊

危
険
区
域
に
指

定
さ
れ
た

箇
所
は
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。

・
急
傾
斜
地
の
崩
壊
の

防
止
の
設

計
方
針
に
変
更

が
な
い
た

め
，
技
術
基
準

の
適
合
性

に
影
響
を
与
え

な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

急
傾
斜
地

の
崩
壊
の
防
止

の
設
計
方

針
に
つ
い
て
も

変
更
は
な
い
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

０
条

急
傾
斜

地
の

崩
壊

の
防

止
】
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凡例：
添付する書類（条文適
合のため内容を確認及
び変更した書類）

添付する書類（条文適
合のため内容を確認し
た書類）

添付しない書類（今回
の改造に伴う申請対象
とならない書類）

添付しない書類（今回
の改造に関係しない条
文の書類）

技術基準
※

変更有無
設備の
抽出

第4条 設計基準対象施設の地盤 ○ → ○ → → 第4条 設計基準対象施設の地盤

耐震性に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に関する
説明書及びその基礎の状況を明
示した図面

排気筒の基礎に関する説明書及
びその基礎の状況を明示した図
面（自立型のものに限る。）

第5条 地震による損傷の防止 ○ → ○ → → 第5条 地震による損傷の防止

発電用原子炉施設の自然現象等
による損傷の防止に関する説明
書

耐震性に関する説明書 原子炉本体の基礎に関する説明
書及びその基礎の状況を明示し
た図面

蒸気発生器及び蒸気タービンの
基礎に関する説明書及びその基
礎の状況を明示した図面

第6条 津波による損傷の防止 ○ → ○ → → 第6条 津波による損傷の防止

発電用原子炉施設の自然現象等
による損傷の防止に関する説明
書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

強度に関する説明書 取水口及び放水口に関する説明
書

第7条
外部からの衝撃による損傷
の防止

○ → ○ → → 第7条
外部からの衝撃による損傷
の防止

発電用原子炉施設の自然現象等
による損傷の防止に関する説明
書

強度に関する説明書 工場又は事業所の概要を明示し
た地形図

第8条 立ち入りの防止 △ ○ → ○ → → 第8条
立ち入りの防止
（DB/SA共通条文 1項,2項,3
項）

管理区域の出入管理設備及び環
境試料分析装置に関する説明書

人が常時勤務し、又は頻繁に出
入する工場又は事業所内の場所
における線量に関する説明書

工場又は事業所の概要を明示し
た地形図

主要設備の配置の状況を明示し
た平面図及び断面図

第9条
発電用原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止

× ○ → ○ → → 第9条
発電用原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止
（DB/SA共通条文 1項）

安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

人が常時勤務し、又は頻繁に出
入する工場又は事業所内の場所
における線量に関する説明書

主要設備の配置の状況を明示し
た平面図及び断面図

第10条 急傾斜地の崩壊の防止 × ○ → ○ → → 第10条

急傾斜地の崩壊の防止
（DB/SA共通条文 1項）
※斜面影響が無いことを説
明

急傾斜地の崩壊の防止措置に関
する説明書

斜面安定性に関する説明書 工場又は事業所の概要を明示し
た地形図

主要設備の配置の状況を明示し
た図面

第11条 火災による損傷の防止 × ○ → ○ → → 第11条 火災による損傷の防止
耐震性に関する説明書 設備別記載事項の設定根拠に関

する説明書
発電用原子炉施設の火災防護に
関する説明書

火災防護設備に係る機器の配置
を明示した図面及び系統図

第12条
発電用原子炉施設内におけ
る溢水等による損傷の防止

△ ○ → ○ → → 第12条
発電用原子炉施設内におけ
る溢水等による損傷の防止

耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 発電用原子炉施設の溢水防護に
関する説明書

浸水防護施設に係る機器の配置
を明示した図面及び系統図

第13条 安全避難通路等 × ○ → ○ → → 第13条
安全避難通路等
（DB/SA共通条文 1項,2項）

安全避難通路に関する説明書及
び安全避難通路を明示した図面

非常用照明に関する説明書及び
取付箇所を明示した図面

第14条 安全設備 × ○ → ○ → → 第14条 安全設備

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

流体振動又は温度変動による損
傷の防止に関する説明書

原子炉（圧力）容器の脆性破壊
防止に関する説明書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

制御能力についての計算書 発電用原子炉施設の熱精算図

熱出力計算書 施設に係る機器の配置を明示し
た図面及び系統図

主要設備の配置の状況を明示し
た平面図及び断面図

構造図

第16条
全交流動力電源喪失対策設
備

→ × → 第16条
全交流動力電源喪失対策設
備

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

非常用電源設備に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

単線結線図 構造図

第17条 材料及び構造 → × → 第17条 材料及び構造

強度に関する説明書 クラス１機器及び炉心支持構造
物の応力腐食割れ対策に関する
説明書

原子炉（圧力）容器の脆性破壊
防止に関する説明書

原子炉格納施設の構造図（原子
炉格納容器）

第18条
使用中の亀裂等による破壊
の防止

→ × → 第18条
使用中の亀裂等による破壊
の防止

第19条 流体振動等による損傷防止 → × → 第19条 流体振動等による損傷防止
流体振動又は温度変動による損
傷の防止に関する説明書

原子炉冷却系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系統
図

構造図

第20条 安全弁等 → × → 第20条 安全弁等
設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

安全弁及び逃がし弁の吹出量計
算書

安全弁の吹出量計算書 火災防護施設に係る機器の配置
を明示した図面及び系統図

第21条 耐圧試験等 → × → 第21条 耐圧試験等

第22条 監視試験片 × × → × → 第22条 監視試験片
監視試験片の取付箇所を明示し
た図面

構造図

第23条 炉心等 × → × → 第23条 炉心等
強度に関する説明書 制御能力についての計算書 熱出力計算書 構造図

第24条 熱遮蔽材 × → × → 第24条 熱遮蔽材

第25条 一次冷却材 × → × → 第25条 一次冷却材
制御能力についての計算書 熱出力計算書

耐震性に関する説明書 設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備
及び使用済燃料貯蔵設備の核燃
料物質が臨界に達しないことに
関する説明書

燃料体等又は重量物の落下によ
る使用済燃料貯蔵槽内の燃料体
等の破損の防止及び使用済燃料
貯蔵槽の機能喪失の防止に関す
る説明書

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵
施設に係る機器の配置を明示し
た図面及び系統図

原子炉格納施設に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図 原子炉冷却系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系統
図

第27条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リ

× → × → 第27条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リ

強度に関する説明書 原子炉冷却系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系統
図

構造図

第28条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リの隔離装置等

× → × → 第28条
原子炉冷却材圧力バウンダ
リの隔離装置等

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

原子炉格納容器内の原子炉冷却
材又は一次冷却材の漏えいを監
視する装置の構成に関する説明
書、検出器の取付箇所を明示し
た図面並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

原子炉冷却系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系統
図

構造図

第29条 一次冷却材処理装置 × → × → 第29条 一次冷却材処理装置

原子炉冷却系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系統
図

放射性廃棄物の廃棄施設に係る
機器（流体状の放射性廃棄物の
漏えいの検出装置及び自動警報
装置並びに排気筒を除く。）の
配置を明示した図面及び系統図

構造図

第30条 逆止め弁 × → × → 第30条
逆止め弁
（DB/SA共通条文 1項）

施設に係る機器の配置を明示し
た図面及び系統図

○

○

○

○

構造図 原子炉冷却系統施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統図

使用済燃料貯蔵用容器の密封性を
監視する装置の構成に関する説明
書、検出器の取付箇所を明示した
図面並びに計測範囲及び警報動作
範囲に関する説明書

使用済燃料運搬用容器の放射線遮
蔽材及び使用済燃料貯蔵用容器の
放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び
熱除去についての計算書

使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能
力に関する説明書

使用済燃料運搬用容器、使用済燃
料貯蔵槽及び使用済燃料貯蔵用容
器の冷却能力に関する説明書

斜面安定性に関する説明書

構造図

原子炉非常停止信号の作動回路の
説明図及び設定値の根拠に関する
説明書

浸水防護施設に係る機器の配置を
明示した図面及び系統図

排気筒の基礎に関する説明書及び
その基礎の状況を明示した図面
（自立型のものに限る。）

施設に係る機器の配置を明示した
図面及び系統図

発電用原子炉施設の蒸気タービ
ン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物
による損傷防護に関する説明書

単線結線図

工学的安全施設等の起動（作動）
信号の起動（作動）回路の説明図
及び設定値の根拠に関する説明書

計測装置の構成に関する説明書、
計測制御系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並びに計測範
囲及び警報動作範囲に関する説明
書

技術基準規則と設計及び工認添付書類の紐付き表（火災防護設備用の火災感知設備）

×

×

×

○

×

○

×

△ ×

× ×

×

× ×

○

△ ×

○

×

技術基準規則の要求条文
適合性確認

の要否
技術基準規則の要求条文 各技術基準規則について適合性を説明する添付書類（ＤＢ）

計測装置の構成に関する説明書、
計測制御系統図及び検出器の取付
箇所を明示した図面並びに計測範
囲及び警報動作範囲に関する説明
書

構造図

補機駆動用燃料設備に係る機器の
配置を明示した図面及び系統図

環境測定装置の構造図及び取付箇
所を明示した図面

原子炉格納施設の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況を明示し
た図面

構造図

構造図

補助ボイラの基礎に関する説明書

→○→○△設計基準対象施設の機能第15条 設計基準対象施設の機能第15条→

×→×
燃料取扱設備及び燃料貯蔵
設備

第26条→
燃料取扱設備及び燃料貯蔵
設備

第26条

×

設計及び工事

に係る品質管

理の方法等に

関する説明書

技術基準規則の

追加・変更に対

して抽出した設

備について，各

条文への適合性

を確認する。

設置許可におけ

る約束事項を工

事計画における

約束事項として

担保しているこ

とを説明する資

料として

「発電用原子炉

の設置の許可と

の整合性に関す

る説明書」にて

説明する。

適用条文の要否判断

：〇（今回の申請で適合性を確認する必要がある条文）

：△（既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文）

：×（適用を受けない条文）

※既工事計画の認可（平成30年10月18日）より，最新の技

術基準規則が改正（令和5年2月22日付け原規技発第

2302222号）されるまでの間における，規程の変更有無を

表す。

○：条文要求に変更があった場合

△：記載の適正化があった場合
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凡例：
添付する書類（条文適
合のため内容を確認及
び変更した書類）

添付する書類（条文適
合のため内容を確認し
た書類）

添付しない書類（今回
の改造に伴う申請対象
とならない書類）

添付しない書類（今回
の改造に関係しない条
文の書類）

技術基準
※

変更有無
設備の
抽出

技術基準規則と設計及び工認添付書類の紐付き表（火災防護設備用の火災感知設備）

技術基準規則の要求条文
適合性確認

の要否
技術基準規則の要求条文 各技術基準規則について適合性を説明する添付書類（ＤＢ）

適用条文の要否判断

：〇（今回の申請で適合性を確認する必要がある条文）

：△（既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文）

：×（適用を受けない条文）

※既工事計画の認可（平成30年10月18日）より，最新の技

術基準規則が改正（令和5年2月22日付け原規技発第

2302222号）されるまでの間における，規程の変更有無を

表す。

○：条文要求に変更があった場合

△：記載の適正化があった場合

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

蒸気タービンの制御方法に関す
る説明書

蒸気タービンの振動管理に関す
る説明書

蒸気タービンの冷却水の種類及
び冷却水として海水を使用しな
い場合は、可能取水量を記載し
た書類

構造図

第32条 非常用炉心冷却設備 × → × → 第32条 非常用炉心冷却設備

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

非常用炉心冷却設備その他原子
炉注水設備のポンプの有効吸込
水頭に関する説明書

工学的安全施設等の起動（作
動）信号の起動（作動）回路の
説明図及び設定値の根拠に関す
る説明書

第33条 循環設備等 × → × → 第33条 循環設備等
設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

制御能力についての計算書 発電用原子炉の運転を管理する
ための制御装置に係る制御方法
に関する説明書

取水口及び放水口に関する説明
書

第34条 計測装置 × → × → 第34条 計測装置

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

使用済燃料貯蔵槽の温度、水位
及び漏えいを監視する装置の構
成に関する説明書、検出器の取
付箇所を明示した図面並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関す
る説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出器
の取付箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

放射線管理用計測装置の構成に
関する説明書

第35条 安全保護装置 × → × → 第35条 安全保護装置

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出器
の取付箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

原子炉非常停止信号の作動回路
の説明図及び設定値の根拠に関
する説明書

工学的安全施設等の起動（作
動）信号の起動（作動）回路の
説明図及び設定値の根拠に関す
る説明書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出器
の取付箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

発電用原子炉の運転を管理する
ための制御装置に係る制御方法
に関する説明書

工学的安全施設等の起動（作
動）信号の起動（作動）回路の
説明図及び設定値の根拠に関す
る説明書

原子炉冷却系統施設に係る機器
の配置を明示した図面及び系統
図

構造図

第37条 制御材駆動装置 × → × → 第37条 制御材駆動装置
設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

発電用原子炉の運転を管理する
ための制御装置に係る制御方法
に関する説明書

制御能力についての計算書 計測制御系統施設に係る機器
（計測装置を除く。）の配置を
明示した図面及び系統図

安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

発電用原子炉の運転を管理する
ための制御装置に係る制御方法
に関する説明書

人が常時勤務し、又は頻繁に出
入する工場又は事業所内の場所
における線量に関する説明書

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及
び熱除去についての計算書

構造図 設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

強度に関する説明書 排気中及び排水中の放射性物質
の濃度に関する説明書

流体状の放射性廃棄物の漏えい
の拡大防止能力及び施設外への
漏えい防止能力についての計算
書

放射性廃棄物の廃棄施設に係る
機器の配置を明示した図面及び
系統図

排気筒の設置場所を明示した図
面

構造図

第40条 廃棄物貯蔵設備等 × → × → 第40条 廃棄物貯蔵設備等

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

強度に関する説明書 流体状の放射性廃棄物の漏えい
の拡大防止能力及び施設外への
漏えい防止能力についての計算
書

放射性廃棄物の廃棄施設に係る
機器の配置を明示した図面及び
系統図

第41条
放射性物質による汚染の防
止

× → × → 第41条

放射性物質による汚染の防
止
（DB/SA共通条文 1項,2項,3
項）

放射性物質により汚染するおそ
れがある管理区域並びにその地
下に施設する排水路並びに当該
排水路に施設する排水監視設備
及び放射性物質を含む排水を安
全に処理する設備の配置の概要
を明示した図面

火災防護設備に係る機器の配置
を明示した図面及び系統図

浸水防護施設に係る機器の配置
を明示した図面及び系統図

構造図

第42条 生体遮蔽等 × → × → 第42条 生体遮蔽等

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及
び熱除去についての計算書

人が常時勤務し、又は頻繁に出
入する工場又は事業所内の場所
における線量に関する説明書

放射線管理施設に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図

第43条 換気設備 × → × → 第43条 換気設備

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

放射線管理施設に係る機器（放
射線管理用計測装置を除く。）
の配置を明示した図面及び系統
図

原子炉格納施設に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

構造図

第44条 原子炉格納施設 × → × → 第44条 原子炉格納施設

原子炉格納施設の設計条件に関
する説明書

原子炉格納施設の水素濃度低減
性能に関する説明書

圧力低減設備その他の安全設備
のポンプの有効吸込水頭に関す
る説明書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

発電用原子炉施設の自然現象等
による損傷の防止に関する説明
書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

常用電源設備の健全性に関する
説明書

非常用電源設備に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

常用電源設備に係る機器の配置
を明示した図面

送電関係一覧図 単線結線図

第46条 緊急時対策所 × → × → 第46条 緊急時対策所

緊急時対策所の設置場所を明示
した図面及び機能に関する説明
書

通信連絡設備に関する説明書及
び取付箇所を明示した図面

緊急時対策所の居住性に関する
説明書

設備別記載事項の設定根拠に関
する説明書

使用済燃料貯蔵槽の温度、水位
及び漏えいを監視する装置の構
成に関する説明書、検出器の取
付箇所を明示した図面並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関す
る説明書

計測装置の構成に関する説明
書、計測制御系統図及び検出器
の取付箇所を明示した図面並び
に計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

中央制御室の機能に関する説明
書、中央制御室外の原子炉停止
機能及び監視機能並びに緊急時
制御室の機能に関する説明書

緊急時対策所の設置場所を明示
した図面及び機能に関する説明
書

発電用原子炉施設の火災防護に
関する説明書

強度に関する説明書 非常用発電装置の出力の決定に
関する説明書

制御方法に関する説明書

非常用電源設備に係る機器の配
置を明示した図面及び系統図

燃料系統図 補助ボイラーに附属する主配管
の配置の概要を明示した図面及
び系統図

補助ボイラーに属する燃料系統
図

構造図原子炉格納施設に係る機器の配置
を明示した図面及び系統図

原子炉格納施設の基礎に関する説
明書及びその基礎の状況を明示し
た図面

流体状の放射性廃棄物の漏えいの
検出装置及び自動警報装置の構成
に関する説明書、検出器の取付箇
所を明示した図面並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明書

放射線管理施設に係る機器（放射
線管理用計測装置を除く。）の配
置を明示した図面及び系統図

環境測定装置（放射線管理用計測
装置に係るものを除く。）の構造
図及び取付箇所を明示した図面

中央制御室の機能に関する説明
書、中央制御室外の原子炉停止機
能及び監視機能並びに緊急時制御
室の機能に関する説明書

放射線管理用計測装置の構成に関
する説明書

三相短絡容量計算書短絡強度計算書電磁誘導電圧計算書非常用電源設備の出力の決定に関
する説明書

燃料系統図 構造図

通信連絡設備に関する説明書及び
取付箇所を明示した図面

流体状の放射性廃棄物の漏えいの
検出装置及び自動警報装置の構成
に関する説明書、検出器の取付箇
所を明示した図面並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明書

放射線管理用計測装置の系統図及
び検出器の取付箇所を明示した図
面並びに計測範囲及び警報動作範
囲に関する説明書

計測制御系統施設に係る機器（計
測装置を除く。）の配置を明示し
た図面及び系統図

熱出力計算書制御能力についての計算書原子炉非常停止信号の作動回路の
説明図及び設定値の根拠に関する
説明書

固体廃棄物処理設備における放射
性物質の散逸防止に関する説明書

中央制御室及び緊急時制御室の居
住性に関する説明書

原子炉冷却系統施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統図

構造図 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算
書

構造図発電用原子炉の運転を管理するた
めの制御装置に係る制御方法に関
する説明書

制御能力についての計算書デジタル制御方式を使用する安全
保護系等の適用に関する説明書

発電用原子炉施設の熱精算図非常用取水設備の配置を明示した
図面

原子炉冷却系統施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統図

環境測定装置（放射線管理用計測
装置に係るものを除く。）の構造
図及び取付箇所を明示した図面

構造図

固体廃棄物処理設備における放射
性物質の散逸防止に関する説明書

放射性廃棄物運搬用容器の放射線
遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去
についての計算書

構造図

発電用原子炉施設の熱精算図蒸気タービンの給水処理系統図

放射性物質により汚染するおそれ
がある管理区域並びにその地下に
施設する排水路並びに当該排水路
に施設する排水監視設備及び放射
性物質を含む排水を安全に処理す
る設備の配置の概要を明示した図
面

原子炉冷却系統施設に係る機器の
配置を明示した図面及び系統図

蒸気発生器及び蒸気タービンの基
礎に関する説明書及びその基礎の
状況を明示した図面

放射線管理用計測装置の系統図及
び検出器の取付箇所を明示した図
面並びに計測範囲及び警報動作範
囲に関する説明書

構造図

×

×

×

×

×

○

△

△

○

△

△

△

△

×

△

△

×

×→×蒸気タービン第31条 蒸気タービン第31条→×

×→×
反応度制御系統及び原子炉
停止系統

第36条

反応度制御系統及び原子炉
停止系統
※ハフニウム制御棒の削除
により申請対象

第36条→

×→×原子炉制御室等第38条 原子炉制御室等第38条→

第45条 保安電源設備第45条→

×→×廃棄物処理設備等第39条 廃棄物処理設備等第39条→

第48条 準用第48条→

×→×警報装置等第47条 警報装置等第47条→

×→×保安電源設備

水循環系統図 構造図

×→×準用

補助ボイラーの基礎に関する説明
書

単線結線図安全弁の吹出量計算書常用電源設備の健全性に関する説
明書

設計及び工事

に係る品質管

理の方法等に

関する説明書
技術基準規則の

追加・変更に対

して抽出した設

備について，各

条文への適合性

を確認する。

設置許可におけ

る約束事項を工

事計画における

約束事項として

担保しているこ

とを説明する資

料として

「発電用原子炉

の設置の許可と

の整合性に関す

る説明書」にて

説明する。
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補足－4【火災防護審査基準改正に伴う火災感知器の 

種別及び配置の変更】

（改 14） 
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・
１

１
４

火
災

防
護

審
査

基
準

へ
の

適
合

検
討

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
１

２
４

．
１

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
分

類
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
に

係
る

設
計

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

１
２

４
．

２
既

工
認

か
らの

変
更

点
，

変
更

理
由

の
明

確
化

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・

２
４

４
．

３
火

災
防

護
審

査
基

準
に

基
づ

く火
災

感
知

の
設

計
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・

２
５

４
．

４
火

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
火

災
感

知
の

設
計

に
対

す
る

十
分

な
保

安
水

準
の

確
保

（
妥

当
性

の
確

認
）

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
３

３
５

基
本

設
計

方
針

へ
の

反
映

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
５

３
６

具
体

的
な

火
災

感
知

の
設

計
の

確
認

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
６

０

目
次
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3

１
申

請
概

要
，

適
用

条
文

１
．

１
申

請
概

要


火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
内

容
を

踏
ま

え
，

平
成

30
年

10
月

18
日

付
け

原
規

規
発

第
18

10
18

1号
に

て
認

可
され

た
工

事
の

計
画

（
以

下
「既

工
認

」と
い

う。
）

の
「そ

の
他

発
電

用
原

⼦
炉

の
附

属
施

設
」の

うち
「火

災
防

護
設

備
」の

基
本

設
計

方
針

を
変

更
す

る
。


今

回
工

認
の

範
囲

に
つ

い
て

は
，

以
下

の
とお

りで
あ

る
。


火

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

方
針

に
お

け
る

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

係
る

設
計

（
1.

1項
）

と特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

以
下

「特
重

施
設

」と
い

う。
）

に
係

る
設

計
（

1.
2項

）
は

，
各

々
別

の
設

計
及

び
工

事
計

画
とし

て
個

別
に

申
請

す
る

こと
とし

，
今

回
工

認
で

は
，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
（

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
廃

棄
物

処
理

棟
）

内
の

代
替

所
内

電
気

設
備

，
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
及

び
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
の

関
連

設
備

を
設

置
す

る
場

所
並

び
に

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
，

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

を
設

置
す

る
建

屋
及

び
特

重
施

設
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

を
除

く。
）

に
係

る
範

囲
を

対
象

とし
，

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
内

容
を

踏
ま

え
て

，
火

災
感

知
設

備
の

基
本

設
計

方
針

を
変

更
す

る
。


既

工
認

の
Ｄ

Ｂ
トン

ネ
ル

及
び

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
に

設
置

す
る

火
災

感
知

器
は

，
特

重
施

設
の

設
置

に
伴

い
，

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
及

び
Ｓ

Ａ
トン

ネ
ル

の
構

造
を

変
更

し，
その

⼀
部

が
特

重
施

設
に

格
納

され
て

い
る

こと
か

ら，
別

途
特

重
施

設
設

工
認

に
て

申
請

済
み

。


東
海

第
⼆

発
電

所
は

，
Ｓ

Ａ
施

設
の

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

を
特

重
施

設
と兼

用
す

る
こと

か
ら，

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

を
設

置
す

る
建

屋
に

関
す

る
火

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

方
針

に
つ

い
て

，
別

途
特

重
施

設
設

工
認

に
て

申
請

済
み

。


な
お

，
情

報
管

理
に

注
意

が
必

要
な

特
重

施
設

設
工

認
と今

回
工

認
は

別
申

請
とし

，
審

査
の

効
率

化
及

び
情

報
管

理
の

徹
底

を
図

る
。


原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
（

廃
棄

物
処

理
棟

）
内

の
代

替
所

内
電

気
設

備
，

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

及
び

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し
装

置
の

関
連

設
備

を
設

置
す

る
場

所
に

設
置

す
る

火
災

感
知

器
は

，
電

源
盤

移
設

や
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
の

配
置

変
更

に
よ

る
既

工
認

か
らの

躯
体

形
状

変
更

に
伴

い
火

災
感

知
の

設
計

が
変

更
とな

る
た

め
，

別
途

申
請

して
い

る
設

工
認

変
更

認
可

申
請

に
て

，
火

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

方
針

に
つ

い
て

補
正

を
⾏

う。


図
１

に
申

請
範

囲
の

概
略

図
，

表
１

に
申

請
範

囲
の

整
理

結
果

を
⽰

す
。

22



4

１
申

請
概

要
，

適
用

条
文

表
１

申
請

範
囲

整
理

表
申

請
範

囲
今

回
申

請
別

途
申

請

1.
1 

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
（

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
廃

棄
物

処
理

棟
）

内
の

代
替

所
内

電
気

設
備

，
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
及

び
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
の

関
連

設
備

を
設

置
す

る
場

所
並

び
に

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
，

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

を
設

置
す

る
建

屋
及

び
特

重
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

を
除

く。
）

火
災

感
知

設
備

○
―

火
災

感
知

設
備

以
外

―
―

※
１

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
，

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

を
設

置
す

る
建

屋
―

○
（

令
和

5年
5月

31
日

申
請

済
）

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
廃

棄
物

処
理

棟
）

内
の

代
替

所
内

電
気

設
備

，
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
及

び
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
の

関
連

設
備

を
設

置
す

る
場

所
―

○
（

令
和

5年
8月

31
日

申
請

済
）

※
２

1.
2 

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
特

重
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

―
○

（
令

和
5年

5月
31

日
申

請
済

）

※
１

︓
設

計
進

捗
を

踏
ま

え
た

非
常

用
デ

ィー
ゼ

ル
発

電
機

室
，

ケ
ー

ブ
ル

処
理

室
な

どの
火

災
防

護
設

備
用

ハ
ロン

ボ
ン

ベ
及

び
⼆

酸
化

炭
素

ボ
ン

ベ
の

設
置

場
所

，
個

数
等

の
変

更
に

つ
い

て
，

令
和

5年
7月

21
日

付
け

に
て

設
計

及
び

工
事

計
画

変
更

認
可

取
得

。
※

２
︓

設
計

進
捗

を
踏

ま
え

，
緊

急
用

電
気

室
の

火
災

防
護

設
備

用
ハ

ロン
ボ

ン
ベ

の
設

置
場

所
，

個
数

，
名

称
等

の
変

更
に

つ
い

て
，

令
和

5年
8月

31
日

付
け

に
て

設
計

及
び

工
事

計
画

変
更

認
可

申
請

済
み

。
今

後
，

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
に

つ
い

て
補

正
を

⾏
う。

今
回

工
認

の
申

請
範

囲
特

重
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

（
今

回
工

認
の

申
請

範
囲

外
）

図
１

申
請

範
囲

の
概

略
図

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
廃

棄
物

処
理

棟
）

内
の

代
替

所
内

電
気

設
備

，
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
及

び
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
の

関
連

設
備

を
設

置
す

る
場

所
（

今
回

工
認

の
申

請
範

囲
外

）

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

を
設

置
す

る
建

屋
（

今
回

工
認

の
申

請
範

囲
外

）

1.
2 

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
（

今
回

工
認

の
申

請
範

囲
外

）

1.
1 

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
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5


今

回
工

認
に

お
い

て
は

，
火

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

ま
え

，
設

計
基

準
対

象
施

設
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
（

廃
棄

物
処

理
棟

）
内

の
代

替
所

内
電

気
設

備
，

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

及
び

格
納

容
器

圧
⼒

逃
が

し装
置

の
関

連
設

備
を

設
置

す
る

場
所

並
び

に
Ｄ

Ｂ
トン

ネ
ル

，
Ｓ

Ａ
トン

ネ
ル

，
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
を

設
置

す
る

建
屋

及
び

特
重

施
設

を
除

く。
）

に
係

る
「そ

の
他

発
電

用
原

⼦
炉

の
附

属
施

設
」の

うち
「火

災
防

護
設

備
」の

基
本

設
計

方
針

及
び

関
連

す
る

添
付

書
類

を
変

更
す

る
。


表

２
に

今
回

工
認

に
係

る
申

請
概

要
を

⽰
す

。

No
.

項
目

申
請

概
要

1
火

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

方
針

、適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

，
基

本
設

計
方

針
に

火
災

感
知

器
及

び
火

災
感

知
器

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
（

以
下

「火
災

感
知

器
等

」と
い

う。
）

の
設

置
方

法
の

記
載

を
追

加
す

る
。な

お
，

適
用

基
準

及
び

適
用

規
格

に
は

変
更

は
な

い
。

2
火

災
防

護
設

備
に

係
る

工
事

の
方

法
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

工
事

の
方

法
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

今
回

工
認

は
火

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

工
事

の
方

法
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

変
更

は
な

い
。

3
Ⅴ

-1
-1

-1
発

電
用

原
⼦

炉
の

設
置

の
許

可
との

整
合

性
に

関
す

る
説

明
書

今
回

工
認

で
追

加
した

工
事

の
計

画
（

基
本

設
計

方
針

）
と設

置
許

可
申

請
書

との
整

合
性

を
⽰

す
。

4
Ⅴ

-1
-1

-2
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
の

自
然

現
象

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

関
す

る
説

明
書

自
然

現
象

等
の

外
部

か
らの

衝
撃

へ
の

配
慮

に
つ

い
て

⽰
す

。な
お

，
火

災
感

知
設

備
は

津
波

防
護

対
象

設
備

及
び

外
部

か
らの

衝
撃

に
よ

り防
護

す
べ

き
施

設
に

該
当

しな
い

。

5
Ⅴ

-1
-1

-6
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
され

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
火

災
感

知
器

等
の

共
用

及
び

不
法

な
侵

⼊
防

止
の

設
計

に
つ

い
て

⽰
す

。な
お

，
今

回
工

認
は

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

共
用

及
び

不
法

な
侵

⼊
防

止
の

設
計

に
変

更
は

な
い

。

6
Ⅴ

-1
-1

-7
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
火

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

ま
え

て
，

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
に

関
す

る
設

計
に

つ
い

て
⽰

す
。

表
２

今
回

工
認

に
係

る
申

請
概

要
（

１
／

２
）

１
申

請
概

要
，

適
用

条
文

24
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No
.

項
目

申
請

概
要

7
Ⅴ

-1
-1

-8
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
の

溢
水

防
護

に
関

す
る

説
明

書
溢

水
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
関

す
る

設
計

を
⽰

す
。な

お
，

火
災

感
知

設
備

は
溢

水
防

護
対

象
設

備
に

該
当

しな
い

。

8
Ⅴ

-1
-1

-1
1

安
全

避
難

通
路

に
関

す
る

説
明

書
安

全
避

難
通

路
に

関
す

る
設

計
を

⽰
す

。な
お

，
今

回
工

認
は

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
を

変
更

す
る

も
の

で
あ

り，
安

全
避

難
通

路
の

設
計

に
変

更
は

な
い

。

9
Ⅴ

-1
-1

-1
2

非
常

用
照

明
に

関
す

る
説

明
書

非
常

用
照

明
に

関
す

る
設

計
を

⽰
す

。な
お

，
今

回
工

認
は

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
を

変
更

す
る

も
の

で
あ

り，
非

常
用

照
明

の
設

計
に

変
更

は
な

い
。

10
Ⅴ

-1
-7

-2
管

理
区

域
の

出
⼊

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
⽴

ち
⼊

りの
防

止
に

関
す

る
設

計
を

⽰
す

。な
お

，
今

回
工

認
は

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
を

変
更

す
る

も
の

で
あ

り，
⽴

ち
⼊

りの
防

止
に

係
る

設
備

に
該

当
しな

い

11
Ⅴ

-1
-1

0
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
関

す
る

説
明

書
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

今
回

工
認

は
火

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
変

更
は

な
い

。

12
Ⅴ

-1
-8

-3
原

⼦
炉

格
納

施
設

の
基

礎
に

関
す

る
説

明
書

原
⼦

炉
格

納
施

設
の

基
礎

の
耐

震
性

，
地

盤
の

健
全

性
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

今
回

工
認

は
火

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

原
⼦

炉
格

納
施

設
の

基
礎

の
耐

震
性

，
地

盤
の

健
全

性
に

変
更

は
な

い
。

13

Ⅴ
-2

耐
震

性
に

関
す

る
説

明
書

耐
震

設
計

の
基

本
方

針
及

び
火

災
感

知
設

備
を

設
置

す
る

建
屋

の
地

盤
，

耐
震

性
に

つ
い

て
⽰

す
。

な
お

，
今

回
工

認
は

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

耐
震

設
計

の
基

本
方

針
及

び
建

屋
の

地
盤

，
耐

震
性

に
変

更
は

な
い

。
ま

た
，

火
災

感
知

器
等

の
取

付
方

法
は

，
既

工
認

に
て

構
造

強
度

を
有

して
い

る
こと

を
確

認
した

方
法

で
取

り付
け

る
た

め
変

更
は

な
い

。

表
２

今
回

工
認

に
係

る
申

請
概

要
（

２
／

２
）

１
申

請
概

要
，

適
用

条
文
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１
．

２
適

用
条

文


表
３

に
今

回
工

認
に

係
る

審
査

対
象

条
文

を
⽰

す
。適

用
条

文
の

整
理

に
つ

い
て

は
，

補
足

－
１

に
⽰

す
。

技
術

基
準

規
則

※
理

由
関

連
す

る
審

査
書

類
第

5条
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止

設
計

基
準

対
象

施
設

の
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

対
す

る
要

求
で

あ
り，

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

が
，

地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
関

す
る

設
計

に
影

響
が

な
い

こと
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
，

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

・Ⅴ
-2

-1
-1

 耐
震

設
計

の
基

本
方

針
の

概
要

・Ⅴ
-2

-別
添

1-
1

火
災

防
護

設
備

の
耐

震
計

算
の

方
針

第
11

条
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止

設
計

基
準

対
象

施
設

の
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

対
す

る
要

求
で

あ
り，

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

が
，

火
災

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
関

す
る

設
計

に
影

響
が

な
い

こと
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
，

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

・Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

用
原

⼦
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

第
14

条
安

全
設

備
安

全
設

備
に

対
す

る
要

求
で

あ
り，

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

が
，

安
全

設
備

に
関

す
る

設
計

に
影

響
が

な
い

こと
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
，

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

・Ⅴ
-1

-1
-6

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

され
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

第
15

条
設

計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

設
計

基
準

対
象

施
設

の
機

能
に

対
す

る
要

求
で

あ
り，

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

が
，

設
計

基
準

対
象

施
設

の
機

能
に

関
す

る
設

計
に

影
響

が
な

い
こと

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

，
本

条
文

は
審

査
対

象
条

文
で

あ
る

。

・Ⅴ
-1

-1
-6

安
全

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

使
用

され
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

第
52

条
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

火
災

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
対

す
る

要
求

で
あ

り，
火

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
が

，
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

関
す

る
設

計
に

影
響

が
な

い
こと

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

，
本

条
文

は
審

査
対

象
条

文
で

あ
る

。

・Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

用
原

⼦
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

表
３

今
回

工
認

に
係

る
審

査
対

象
条

文
整

理
表

※
︓

実
用

発
電

用
原

⼦
炉

及
び

その
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

第
4条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

地
盤

）
，

第
6条

（
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）

，
第

7条
（

外
部

か
らの

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
，

第
8条

（
⽴

⼊
り

の
防

止
）

，
第

9条
（

発
電

用
原

⼦
炉

施
設

へ
の

⼈
の

不
法

な
侵

⼊
等

の
防

止
）

，
第

10
条

（
急

傾
斜

地
の

崩
壊

の
防

止
）

，
第

12
条

（
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）

，
第

13
条

（
安

全
避

難
通

路
等

）
に

つ
い

て
も

，
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
要

求
で

あ
り関

係
条

文
とな

る
が

，
今

回
工

認
に

お
い

て
，

既
工

認
の

適
合

性
確

認
結

果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い

。

１
申

請
概

要
，

適
用

条
文

26
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表

４
に

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
前

後
に

お
け

る
火

災
防

護
設

備
（

2.
2.

1（
1）

に
係

る
事

項
）

に
対

す
る

要
求

事
項

を
比

較
し，

改
正

に
伴

う要
求

事
項

の
変

更
点

を
整

理
した

。

改
正

前
改

正
後

要
求

事
項

の
変

更
点

2.
2

火
災

の
感

知
、消

火
2.

2.
1

火
災

感
知

設
備

及
び

消
火

設
備

は
、以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

よ
うに

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
に

対
す

る
火

災
の

影
響

を
限

定
し、

早
期

の
火

災
感

知
及

び
消

火
を

⾏
え

る
設

計
で

あ
る

こと
。

(1
)

火
災

感
知

設
備

①
各

火
災

区
域

に
お

け
る

放
射

線
、取

付
面

高
さ、

温
度

、湿
度

、空
気

流
等

の
環

境
条

件
や

予
想

され
る

火
災

の
性

質
を

考
慮

し
て

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
火

災
を

感
知

で
き

る
場

所
に

設
置

す
る

こと
。

②
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う固

有
の

信
号

を
発

す
る

異
な

る
種

類
の

感
知

器
又

は
同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

を
組

合
せ

て
設

置
す

る
こと

。ま
た

、そ
の

設
置

に
あ

た
って

は
、感

知
器

等
の

誤
作

動
を

防
止

す
る

た
め

の
方

策
を

講
じる

こと
。

③
外

部
電

源
喪

失
時

に
機

能
を

失
わ

な
い

よ
うに

、電
源

を
確

保
す

る
設

計
で

あ
る

こと
。

④
中

央
制

御
室

等
で

適
切

に
監

視
で

き
る

設
計

で
あ

る
こと

。

2.
2

火
災

の
感

知
・消

火
2.

2.
1

火
災

感
知

設
備

及
び

消
火

設
備

は
、以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

よ
うに

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
に

対
す

る
火

災
の

影
響

を
限

定
し、

早
期

の
火

災
感

知
及

び
消

火
を

⾏
え

る
設

計
で

あ
る

こと
。

(1
)

火
災

感
知

設
備

①
各

火
災

区
域

に
お

け
る

放
射

線
、取

付
面

高
さ、

温
度

、湿
度

、空
気

流
等

の
環

境
条

件
や

予
想

され
る

火
災

の
性

質
を

考
慮

し
て

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
火

災
を

感
知

で
き

る
よ

う固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

感
知

方
式

の
感

知
器

等
（

感
知

器
及

び
これ

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
を

い
う。

以
下

同
じ。

）
を

それ
ぞ

れ
設

置
す

る
こ

と。
ま

た
、そ

の
設

置
に

当
た

って
は

、感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
の

方
策

を
講

ず
る

こと
。

②
感

知
器

に
つ

い
て

は
消

防
法

施
⾏

規
則

（
昭

和
３

６
年

自
治

省
令

第
６

号
）

第
２

３
条

第
４

項
に

従
い

、感
知

器
と同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

に
つ

い
て

は
同

項
に

お
い

て
求

め
る

火
災

区
域

内
の

感
知

器
の

網
羅

性
及

び
火

災
報

知
設

備
の

感
知

器
及

び
発

信
機

に
係

る
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

５
６

年
自

治
省

令
第

１
７

号
）

第
１

２
条

か
ら第

１
８

条
ま

で
に

定
め

る
感

知
性

能
と

同
等

以
上

の
方

法
に

よ
り設

置
す

る
こと

。
③

外
部

電
源

喪
失

時
に

機
能

を
失

わ
な

い
よ

うに
、電

源
を

確
保

す
る

設
計

で
あ

る
こと

。
④

中
央

制
御

室
で

適
切

に
監

視
で

き
る

設
計

で
あ

る
こと

。

ａ
．

火
災

感
知

器
等

の
選

定
・要

求
事

項
に

変
更

は
な

い

ｂ
．

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

の
設

置
及

び
誤

作
動

防
止

・異
な

る
感

知
方

式
の

感
知

器
等

を
設

置
す

る
こと

を
明

記
ｃ

．
火

災
感

知
器

等
の

設
置

方
法 ・火

災
感

知
器

等
は

消
防

法
施

⾏
規

則
等

に
従

って
設

置
す

る
こと

を
明

記

ｄ
．

電
源

確
保

・要
求

事
項

に
変

更
は

な
い

ｅ
．

監
視

場
所

・中
央

制
御

室
に

て
監

視
で

き
る

こと
を

明
記

表
４

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
前

後
に

お
け

る
火

災
感

知
設

備
に

対
す

る
要

求
事

項
の

変
更

点
の

整
理

２
火

災
防

護
審

査
基

準
改

正
の

要
求

事
項

の
明

確
化
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9

火
災

防
護

審
査

基
準

（
平

成
25

 年
6 

月
19

 日
制

定
）

既
工

認
（

基
本

設
計

方
針

）
1.

1
適

用
範

囲
本

基
準

は
、原

⼦
炉

施
設

に
適

用
す

る
。

1.
2

用
語

の
定

義
(1

3)
「火

災
防

護
対

象
機

器
」

原
⼦

炉
の

高
温

停
止

又
は

低
温

停
止

に
影

響
を及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

機
器

を
い

う。
(1

4)
「火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
」

火
災

防
護

対
象

機
器

を
駆

動
若

しく
は

制
御

す
る

ケ
ー

ブ
ル

（
電

気
盤

や
制

御
盤

を
含

む
。）

を
い

う。
(1

5)
｢安

全
機

能
｣

原
⼦

炉
の

停
止

、冷
却

、環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

抑
制

を
確

保
す

る
た

め
の

機
能

を
い

う。

2.
基

本
事

項
(1

)原
⼦

炉
施

設
内

の
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、系

統
及

び
機

器
を

火
災

か
ら防

護
す

る
こと

を
目

的
とし

て
、以

下
に

⽰
す

火
災

区
域

及
び

火
災

区
画

の
分

類
に

基
づ

い
て

、火
災

発
生

防
止

、火
災

の
感

知
及

び
消

火
、火

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

した
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

こと
。

第
２

章
個

別
項

目
1.

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
は

，
火

災
に

よ
りそ

の
安

全
性

を
損

な
わ

な
い

よ
うに

，
適

切
な

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

設
計

とす
る

。火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

対
象

とし
て

「発
電

用
軽

水
型

原
⼦

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

」の
クラ

ス
１

，
クラ

ス
２

及
び

安
全

評
価

上
そ

の
機

能
を

期
待

す
る

クラ
ス

３
に

属
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
とす

る
。

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
は

，
上

記
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

うち
原

⼦
炉

の
高

温
停

止
及

び
低

温
停

止
を

達
成

し，
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
並

び
に

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

又
は

閉
じ込

め
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
とす

る
。

(中
略

)
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
，

火
災

に
よ

り重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
に

対
して

，
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

。

３
既

工
認

の
火

災
区

域
・火

災
区

画
設

定
の

考
え

方


平

成
30

年
9月

26
日

付
け

原
規

規
発

第
18

09
26

4号
で

許
可

され
た

発
電

用
原

⼦
炉

設
置

変
更

許
可

申
請

（
以

下
「既

許
可

」と
い

う。
）

及
び

既
工

認
に

お
け

る
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

機
器

等
の

選
定

を
３

．
１

，
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

設
定

を
３

．
２

，
火

災
感

知
の

設
計

を
３

．
３

に
⽰

す
。

３
．

１
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

機
器

等
の

選
定


火

災
防

護
審

査
基

準
に

お
け

る
記

載
よ

り，
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
で

あ
る

東
海

第
⼆

発
電

所
の

各
建

屋
に

対
し，

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
，

系
統

及
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こと

を
目

的
とし

，
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
を

設
定

して
い

る
。


東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

け
る

「安
全

機
能

」を
有

す
る

機
器

とは
，

「発
電

用
軽

水
型

原
⼦

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

に
関

す
る

審
査

指
針

」の
クラ

ス
１

，
クラ

ス
２

及
び

安
全

評
価

上
そ

の
機

能
を

期
待

す
る

クラ
ス

３
に

属
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

うち
原

⼦
炉

の
高

温
停

止
及

び
低

温
停

止
を

達
成

し，
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
並

び
に

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

又
は

閉
じ込

め
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
を

対
象

とし
て

い
る

。ま
た

，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

も
上

記
の

対
象

とし
て

い
る

。


表
５

に
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

機
器

等
に

関
す

る
基

本
設

計
方

針
，

別
添

１
に

原
⼦

炉
の

安
全

停
止

に
必

要
な

機
器

等
，

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

等
の

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

器
リス

トを
⽰

す
。

表
５

火
災

防
護

対
策

を
講

じる
機

器
等

に
関

す
る

基
本

設
計

方
針
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10

火
災

防
護

審
査

基
準

（
平

成
25

 年
6 

月
19

 日
制

定
）

既
工

認
（

基
本

設
計

方
針

）
1.

2
用

語
の

定
義

(1
1)

「火
災

区
域

」
耐

火
壁

に
よ

って
囲

ま
れ

、他
の

区
域

と分
離

され
て

い
る

建
屋

内
の

区
域

を
い

う。

(1
2)

「火
災

区
画

」
火

災
区

域
を

細
分

化
した

も
の

で
あ

って
、耐

火
壁

、離
隔

距
離

、
固

定
式

消
火

設
備

等
に

よ
り分

離
され

た
火

災
防

護
上

の
区

画
を

い
う。

2.
基

本
事

項
(1

)原
⼦

炉
施

設
内

の
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、系

統
及

び
機

器
を

火
災

か
ら防

護
す

る
こと

を
目

的
とし

て
、以

下
に

⽰
す

火
災

区
域

及
び

火
災

区
画

の
分

類
に

基
づ

い
て

、火
災

発
生

防
止

、火
災

の
感

知
及

び
消

火
、火

災
の

影
響

軽
減

の
それ

ぞ
れ

を
考

慮
した

火
災

防
護

対
策

を
講

じる
こと

。
①

原
⼦

炉
の

高
温

停
止

及
び

低
温

停
止

を
達

成
し、

維
持

す
る

た
め

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

及
び

機
器

が
設

置
され

る
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
②

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

又
は

閉
じ込

め
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

及
び

機
器

が
設

置
され

る
火

災
区

域

第
２

章
個

別
項

目
建

屋
等

の
火

災
区

域
は

，
耐

火
壁

に
よ

り囲
ま

れ
，

他
の

区
域

と分
離

され
て

い
る

区
域

を
，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
配

置
を

系
統

分
離

も
考

慮
して

設
定

す
る

。
（

中
略

）
屋

外
の

火
災

区
域

は
，

他
の

区
域

と分
離

して
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
を

設
置

す
る

区
域

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

配
置

を
考

慮
す

る
とと

も
に

，
延

焼
防

止
を

考
慮

した
管

理
を

踏
ま

え
た

区
域

を
火

災
区

域
とし

て
設

定
す

る
。

火
災

区
画

は
，

建
屋

内
及

び
屋

外
で

設
定

した
火

災
区

域
を

系
統

分
離

の
状

況
及

び
壁

の
設

置
状

況
並

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

配
置

に
応

じて
分

割
して

設
定

す
る

。

設
定

す
る

火
災

区
域

及
び

火
災

区
画

に
対

して
，

以
下

に
⽰

す
火

災
の

発
生

防
止

，
火

災
の

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

した
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

設
計

とす
る

。

３
既

工
認

の
火

災
区

域
・火

災
区

画
設

定
の

考
え

方

表
６

火
災

区
域

・火
災

区
画

設
定

及
び

火
災

防
護

対
策

に
関

す
る

基
本

設
計

方
針

３
．

２
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

設
定


建

屋
等

の
火

災
区

域
は

，
耐

火
壁

に
よ

り囲
ま

れ
，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
と重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
配

置
や

系
統

分
離

も
考

慮
して

設
定

す
る

とと
も

に
，

屋
外

の
火

災
区

域
は

延
焼

防
止

を
考

慮
して

設
定

し，
火

災
区

画
は

，
系

統
分

離
の

状
況

及
び

壁
の

設
置

状
況

並
び

に
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
配

置
に

応
じて

分
割

して
設

定
して

い
る

。


表
６

に
火

災
区

域
・火

災
区

画
設

定
及

び
火

災
防

護
対

策
に

関
す

る
基

本
設

計
方

針
，

別
添

２
に

そ
の

他
発

電
用

原
⼦

炉
の

附
属

施
設

の
うち

火
災

防
護

設
備

に
係

る
機

器
の

配
置

を
明

⽰
した

図
面

及
び

構
造

図
（

火
災

区
域

構
造

物
及

び
火

災
区

画
構

造
物

）
，

別
添

３
に

火
災

区
域

を
明

⽰
した

図
面

を
⽰

す
。
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11

火
災

防
護

審
査

基
準

（
平

成
25

 年
6 

月
19

 日
制

定
）

既
工

認
（

基
本

設
計

方
針

）

2.
2

火
災

の
感

知
、消

火
(1

)
火

災
感

知
設

備
①

各
火

災
区

域
に

お
け

る
放

射
線

、取
付

面
高

さ、
温

度
、湿

度
、空

気
流

等
の

環
境

条
件

や
予

想
され

る
火

災
の

性
質

を
考

慮
して

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
火

災
を

感
知

で
き

る
場

所
に

設
置

す
る

こと
。

②
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う固

有
の

信
号

を
発

す
る

異
な

る
種

類
の

感
知

器
又

は
同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

を
組

合
せ

て
設

置
す

る
こと

。ま
た

、そ
の

設
置

に
あ

た
って

は
、

感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
の

方
策

を
講

じる
こと

。

③
外

部
電

源
喪

失
時

に
機

能
を

失
わ

な
い

よ
うに

、電
源

を
確

保
す

る
設

計
で

あ
る

こと
。

④
中

央
制

御
室

等
で

適
切

に
監

視
で

き
る

設
計

で
あ

る
こと

。

1．
火

災
防

護
設

備
の

基
本

方
針

(2
)

火
災

の
感

知
及

び
消

火
火

災
感

知
設

備
の

火
災

感
知

器
（

⼀
部

「東
海

，
東

海
第

⼆
発

電
所

共
用

」（
以

下
同

じ。
）

）
は

，
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
け

る
放

射
線

，
取

付
面

高
さ，

温
度

，
湿

度
，

空
気

流
等

の
環

境
条

件
，

予
想

され
る

火
災

の
性

質
を

考
慮

し，
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
種

類
に

応
じ，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う，
固

有
の

信
号

を
発

す
る

ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
及

び
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

の
異

な
る

種
類

の
火

災
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

て
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

た
だ

し，
発

火
性

又
は

引
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

及
び

屋
外

等
は

，
環

境
条

件
や

火
災

の
性

質
を

考
慮

し
，

非
ア

ナ
ロ

グ
式

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
方

式
）

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

熱
感

知
器

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

煙
感

知
器

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

炎
感

知
器

（
赤

外
線

方
式

）
，

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

熱
感

知
カメ

ラ及
び

非
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

も
含

め
た

組
み

合
わ

せ
で

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

（
中

略
）

火
災

感
知

設
備

は
，

外
部

電
源

喪
失

時
又

は
全

交
流

動
⼒

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

火
災

の
感

知
が

可
能

とな
る

よ
うに

蓄
電

池
を

設
け

，
電

源
を

確
保

す
る

設
計

とす
る

。ま
た

，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
の

電
源

は
，

非
常

用
電

源
，

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

又
は

緊
急

時
対

策
所

用
発

電
機

か
らの

受
電

も
可

能
な

設
計

とす
る

。
（

中
略

）
火

災
感

知
設

備
の

うち
火

災
受

信
機

盤
は

中
央

制
御

室
に

設
置

し，
火

災
感

知
設

備
の

作
動

状
況

を
常

時
監

視
で

き
る

設
計

とす
る

。

３
．

３
火

災
感

知
の

設
計


火

災
感

知
器

等
は

環
境

条
件

や
火

災
の

性
質

を
考

慮
し，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
種

類
に

応
じ，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う，
固

有
の

信
号

を
発

す
る

ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
及

び
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

の
異

な
る

種
類

の
火

災
感

知
器

を
基

本
とし

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
も

含
め

た
組

み
合

わ
せ

で
設

置
す

る
設

計
とし

て
い

る
。


表

７
に

火
災

感
知

の
設

計
に

関
す

る
基

本
設

計
方

針
，

別
添

４
に

火
災

感
知

器
等

の
型

式
ご

との
設

置
状

況
に

つ
い

て
，

別
添

５
に

各
火

災
感

知
器

等
の

配
置

図
，

別
添

６
に

東
海

第
⼆

発
電

所
に

お
け

る
火

災
感

知
器

等
及

び
消

火
設

備
の

区
画

別
設

置
状

況
に

つ
い

て
⽰

す
。

表
７

火
災

感
知

の
設

計
に

関
す

る
基

本
設

計
方

針

３
既

工
認

の
火

災
区

域
・火

災
区

画
設

定
の

考
え

方
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
４

．
１

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
分

類
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
に

係
る

設
計


火

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

に
伴

う適
合

性
を

検
討

す
る

に
当

た
り，

図
２

に
⽰

す
火

災
感

知
器

等
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
に

基
づ

き
検

討
を

⾏
った

。そ
の

結
果

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
２

３
条

第
４

項
の

要
件

（
取

付
面

高
さに

関
す

る
規

定
）

を
受

け
，

選
定

す
る

火
災

感
知

器
等

の
⼀

部
を

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
か

ら非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

に
変

更
す

る
。


な

お
，

３
．

１
項

に
⽰

す
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

機
器

等
の

選
定

及
び

３
．

２
項

に
⽰

す
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

設
定

に
対

す
る

火
災

防
護

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に

変
更

が
な

い
た

め
，

既
許

可
及

び
既

工
認

か
ら設

計
方

針
に

変
更

は
な

い
。ま

た
，

３
．

３
項

に
⽰

す
火

災
感

知
の

設
計

の
うち

火
災

感
知

器
等

の
選

定
に

つ
い

て
は

，
火

災
防

護
審

査
基

準
改

正
前

に
お

い
て

も
環

境
条

件
や

火
災

の
性

質
を

考
慮

し火
災

感
知

器
等

を
選

定
し，

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

を
選

定
す

る
こと

とし
て

い
る

た
め

，
既

許
可

及
び

既
工

認
か

ら
設

計
方

針
に

変
更

は
な

い
。


既

工
認

に
お

い
て

は
，

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

閉
じ込

め
に

係
る

機
能

を
有

す
る

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
み

を
設

置
す

る
火

災
区

域
に

お
い

て
，

火
災

区
域

とし
て

火
災

防
護

の
設

計
を

⾏
って

い
た

が
，

今
回

工
認

で
は

，
当

該
火

災
区

域
を

分
割

して
火

災
感

知
の

設
計

を
⾏

うこ
とか

ら，
新

た
に

火
災

区
画

を
設

定
す

る
。な

お
，

火
災

区
画

を
設

定
した

場
合

に
お

い
て

も
発

生
防

止
，

消
火

，
影

響
軽

減
の

設
計

に
つ

い
て

は
変

更
は

な
い

。

機 器 の 選 定 火 災 区 域 ・

火 災 区 画 の 設 定

原
⼦

炉
の

安
全

停
止

，
放

射
性

物
質

の
貯

蔵
又

は
閉

じ込
め

に
係

る
機

能
を

有
す

る
構

築
物

・系
統

・機
器

を
抽

出
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

を
抽

出

上
記

で
抽

出
した

構
築

物
・系

統
・機

器
を

配
置

す
る

建
屋

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

Ｓ
Ａ

設
備

）
を

配
置

す
る

建
屋

を
対

象
に

，
耐

火
壁

に
よ

る
系

統
分

離
等

を
考

慮
し，

火
災

区
域

を
設

定

壁
の

設
置

状
況

・D
B/

SA
設

備
の

配
置

に
応

じて
火

災
区

域
を

分
割

し，
火

災
区

画
とし

て
設

定

※
１

へ

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
に

お
け

る
，

クラ
ス

1，
クラ

ス
2及

び
安

全
評

価
上

その
機

能
を

期
待

す
る

クラ
ス

３
に

属
す

る
構

築
物

・系
統

・機
器

を
抽

出

12

図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
１

／
６

）
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

火 災 区 域 ・ 火 災 区 画 に 対 す る 火 災 防 護 対 策 の 分 類 フ ロ ー

火
災

に
よ

り安
全

機
能

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
とし

て
の

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

か
（

万
⼀

火
災

が
発

生
した

場
合

に
お

い
て

も
，

設
置

され
て

い
る

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
の

機
能

が
影

響
を

受
け

な
い

場
所

か
）

「内
部

が
水

で
満

た
され

て
お

り火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

」若
しく

は
「発

火
源

が
な

く火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

で
あ

って
，

原
則

，
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
運

用
とし

，
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
は

作
業

員
に

よ
る

監
視

を
⾏

うな
どの

運
用

とす
る

とと
も

に
可

燃
物

が
持

ち
込

ま
れ

な
い

こと
を

維
持

す
る

た
め

に
施

錠
等

に
よ

る
管

理
を

⾏
う運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

」か

火
災

感
知

器
等

を
設
置
しな
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

【A
】

・火
災

防
護

審
査

基
準

に
よ

らな
い

分
類

を
【表

１
０

】，
火

災
感

知
器

等
を

設
置

し
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
を

【表
１

０
補

足
】に

⽰
す

NoNo

Ye
s

※
２

へ

発
電

用
原

⼦
炉

施
設

の
うち

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
又

は
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
含

ま
れ

な
い

機
器

等
の

み
を

設
け

た
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
か

※
１

か
ら

設
定

す
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
対

して
火

災
防

護
対

策
を

実
施

（
火

災
感

知
器

等
は

２
種

類
の

異
な

る
感

知
方

式
の

設
置

が
基

本
）

No

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を⾏
う火

災
区

域
・火

災
区

画
【B

】

・発
電

用
原

⼦
炉

施
設

の
うち

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
又

は
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
含

ま
れ

な
い

機
器

等
の

み
を

設
け

た
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画

・不
燃

性
材

料
で

あ
る

コン
クリ

ー
ト又

は
⾦

属
に

よ
り構

成
され

た
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

の
み

を
設

け
た

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

・排
気

筒
モ

ニタ
設

置
区

画

火
災

防
護

審
査

基
準

に
基

づ
く異

な
る

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

等
を
2種

類
設

置
す

る
火

災
区

域
・火

災
区

画
・設

計
フロ

ー
（

３
／

６
）

以
降

に
具

体
的

な
設

計
を

⽰
す

補
足

︓
は

火
災

防
護

対
策

の
分

類

Ye
s

Ye
s

13
図

２
火

災
感

知
器

等
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
（

２
／

６
）

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を⾏
う火

災
区

域
・火

災
区

画
【B

】
・火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
場

合
，

火
災

感
知

器
は

アナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
を

優
先

す
る

が
，

既
設

の
火

災
感

知
器

を
考

慮
して

非
ア

ナ
ログ

式
も

含
め

て
選

定
し，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
き

設
置

・火
災

感
知

器
に

よ
る

火
災

の
感

知
が

有
効

で
は

な
い

場
合

，
有

効
に

火
災

を感
知

で
き

る
代

替
措

置
を

講
じる

・火
災

防
護

審
査

基
準

に
よ

らな
い

分
類

を
【表

１
０

】，
設

置
の

設
計

結
果

を
別

添
8に

⽰
す

Ye
s

No

「内
部

が
水

で
満

た
され

て
お

り火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

」若
しく

は
「発

火
源

が
な

く火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

で
あ

って
，

原
則

，
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
運

用
とし

，
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
は

作
業

員
に

よ
る

監
視

を
⾏

うな
どの

運
用

とす
る

とと
も

に
可

燃
物

が
持

ち
込

ま
れ

な
い

こと
を

維
持

す
る

た
め

に
施

錠
等

に
よ

る
管

理
を

⾏
う運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

」か
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
３

／
６

）

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

を
考

慮
し，

火
災

感
知

器
等

を
選

定
す

る
。

「環
境

条
件

に
応

じた
火

災
感

知
器

等
選

定
リス

ト」
を

【表
８

】に
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー
を

【図
３

】に
⽰

す
。

※
２

か
ら

火 災 感 知 器 等 の

選 定 フ ロ ー

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
お

い
て

は
，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う上
記

に
お

い
て

選
定

及
び

誤
作

動
の

防
止

を
検

討
した

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

考
え

方
に

基
づ

き
，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
。

〇
無

炎
火

災
と有

炎
火

災
を

考
慮

し，
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

火
災

感
知

器
等

は
煙

感
知

方
式

を
優

先
し，

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

熱
感

知
方

式
，

炎
感

知
方

式
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。た
だ

し，
熱

感
知

方
式

の
熱

感
知

カメ
ラは

，
煙

・熱
（

熱
感

知
カ

メラ
を

除
く）

・炎
感

知
器

に
よ

り異
な

る
2種

類
の

組
合

せ
が

選
択

で
き

な
い

場
合

に
，

火
災

防
護

審
査

基
準

2.
2.

1(
1)

火
災

感
知

設
備

に
記

載
の

（
参

考
）

に
基

づ
き

選
択

す
る

。
〇

同
⼀

の
設

置
場

所
に

対
して

2種
類

目
以

降
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
場

合
は

，
それ

ま
で

選
択

した
火

災
感

知
器

等
と異

な
る

感
知

方
式

の
も

の
を

選
択

す
る

。
〇

各
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

は
，

設
置

場
所

の
環

境
条

件
に

適
応

す
る

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。
・火

災
感

知
器

（
検

定
品

）
を

検
出

設
備

よ
り優

先
す

る
。

・誤
作

動
防

止
の

た
め

，
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
等

を
優

先
す

る
。

※
3へ

※
１

２
か

ら 14

設
置

場
所

は
屋

外
か

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
は

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

【C
】

Ye
s

No

※
１

０
へ

火
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
，

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

優
先

して
使

用
す

る
こと

を
基

本
とし

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

使
用

す
る

場
合

は
，

感
知

方
式

の
特

性
及

び
設

置
場

所
に

お
け

る
温

度
（

周
辺

設
備

か
らの

影
響

を
含

む
）

，
煙

の
濃

度
（

じん
あ

い
及

び
水

蒸
気

の
影

響
を

含
む

）
，

外
光

の
影

響
を

考
慮

して
設

計
す

る
。

※
１

３
か

ら

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
４

／
６

）

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ2
0ｍ

以
上

の
場

所
*１

か

Ye
s

炎
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器

Ye
s

※
８

へ

No
火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

No

Ye
s

No

Ye
s

No

15

※
3か

ら

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

Ye
s

放
射

線
量

が
高

い
場

所
か

（
火

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

No

※
６

へ
※

４
へ

※
５

へ
※

７
へ

天
井

が
高

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

面
高

さ8
ｍ

以
上

*２
）

No

Ye
s

煙
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ
除

く）
の

火
災

感
知

器
等

【③
】

【④
】

【⑤
】

【③
】

【④
】

【⑤
】

【①
】

【①
，

②
】

【②
，

③
】

【該
当

な
し】

放
射

線
量

が
高

い
場

所
か

（
火

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

天
井

が
高

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

面
高

さ8
ｍ

以
上

*２
）

【②
】

No

Ye
s

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

未
満

）

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ8
ｍ

以
上

の
場

所
か

*３
（

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
）

）

＊
１

︓
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼀

イ
＊

２
︓

「自
動

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

の
設

置
に

関
す

る
選

択
基

準
に

つ
い

て
（

通
知

）
」消

防
予

第
24

0号
平

成
3年

12
月

6日
，

消
防

予
第

35
号

平
成

6年
2月

15
日

改
正

＊
３

︓
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
三

ロ熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ）

※
９

へ【該
当

な
し】

注
１

︓
は

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

設
計

が
変

更
とな

る
点

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
に

適
用

す
る

。）
注

２
︓

【
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。
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熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ除
く）

の
す

べ
て

の
火

災
感

知
器

等
が

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
か

を
確

認
した

か

【⑦
】

【⑨
】

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
５

／
６

）

Ye
s

煙
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ
除

く）
の

火
災

感
知

器
等

炎
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器

Ye
s

No

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー （ 消 防 法 施 ⾏ 規 則 の 適 用 対 象 で は な い 火 災 区 域 ・ 火 災 区 画 ）

No

Ye
s

No

Ye
s

No

16

※
１

０
か

ら

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

設
置

場
所

は
開

放
空

間
か

（
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・
火

災
区

画
）

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No

煙
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
等

が
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

か
を

確
認

した
か

Ye
s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ （

火
災

感
知

器
等

の
選

定
）

熱
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

No

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
炎

感
知

方
式

を
選

択
※

１
２

へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ

※
１

１
へ

Ye
s

【⑧
】

【⑨
】

【⑥
，

⑦
】

【⑥
】

【⑧
】

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ８
ｍ

以
上

の
場

所
か

（
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

以
上

）
）

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ
８

ｍ
未

満
）

設
置

場
所

は
開

放
空

間
か

（
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・
火

災
区

画
）

【⑦
，

⑧
】

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ）
【⑧

】

注
︓

【
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
６

／
６

）

※
６

か
ら

※
８

か
ら

※
４

か
ら

火 災 感 知 器 等 の 設 置 フ ロ ー

17

火
災

防
護

審
査

基
準

２
．

２
．

１
（

１
）

②
及

び
自

動
火

災
報

知
設

備
工

事
基

準
書

（
以

下
「工

事
基

準
書

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

，
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
１

１
か

ら

火
災

を
有

効
に

検
知

で
き

る
よ

う
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
５

か
ら

※
７

か
ら

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No
No

Ye
s

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

の
それ

ぞ
れ

に
つ

い
て

，
網

羅
性

を
確

保
で

き
る

設
置

方
式

が
確

⽴
した

か

終
了

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
別

の
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

Ye
s

No
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

な
火

災
感

知
器

等
か

Ye
s

No

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

Ye
s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

を
選

択
※

１
２

へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ （

火
災

感
知

器
等

の
選

定
）

炎
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

環
境

条
件

及
び

火
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
を

【表
９

】に
⽰

す
。

組 合 せ
結 果

煙
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
等

が
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

か
を

確
認

した
か

※
９

か
ら

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ除
く）

の
す

べ
て

の
火

災
感

知
器

等
が

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
か

を
確

認
した

か

36



18


火

災
感

知
器

等
に

つ
い

て
は

，
火

災
防

護
審

査
基

準
に

記
載

の
あ

る
環

境
条

件
（

放
射

線
，

取
付

面
高

さ，
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

等
）

を
踏

ま
え

，
東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

とし
て

，
大

空
間

で
煙

が
滞

留
しに

くい
環

境
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
る

環
境

，
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
環

境
，

屋
外

の
環

境
を

考
慮

し，
表

８
の

とお
り火

災
感

知
器

等
を

選
定

した
。な

お
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
に

当
た

って
は

，
図

３
に

⽰
す

火
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー
に

基
づ

い
て

検
討

を
⾏

った
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
８

環
境

条
件

に
応

じた
火

災
感

知
器

等
選

定
リス

ト
感 知 方 式

火
災

感
知

器
(検

定
品

)
検

出
設

備
(検

定
外

品
)

⼀
般

的
な

環
境

条
件

考
慮

す
べ

き
環

境
条

件
※

（
大

空
間

で
煙

が
滞

留
しに

くい
，

放
射

線
の

影
響

，
引

火
性

・発
火

性
雰

囲
気

を
形

成
，

屋
外

環
境

）
考

慮
す

べ
き

環
境

条
件

(放
射

線
の

影
響

，
屋

外
環

境
)

煙
・ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
煙

感
知

器
（

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
が

あ
る

場
所

で
使

用
可

）
・ア

ナ
ログ

式
光

電
分

離
型

煙
感

知
器

（
天

井
が

高
く，

大
空

間
とな

って
い

る
場

所
の

監
視

に
適

応
）

・ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

（
放

射
線

量
が

高
い

場
所

で
使

用
可

）

熱
・ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
熱

感
知

器
（

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
が

あ
る

場
所

で
使

用
可

）
・非

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

（
放

射
線

量
が

高
い

場
所

で
使

用
可

）
・熱

感
知

カメ
ラ

（
屋

外
環

境
で

の
監

視
に

適
応

）

炎
・非

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

・非
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
（

屋
外

環
境

で
の

監
視

に
適

応
）

―

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

す
べ

て
の

環
境

条
件

考
慮

す
べ

き
環

境
条

件
※
が

あ
る

場
所

か
?

Ye
s

煙
・熱

・炎
の

感
知

方
式

ご
とに

，
⼀

般
的

な
環

境
条

件
を

考
慮

して
，

火
災

感
知

器
（

検
定

品
）

を
選

定
・ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

選
定

す
る

火
災

感
知

器
等

は
検

定
品

か

煙
・熱

・炎
の

感
知

方
式

ご
とに

，
環

境
条

件
を

考
慮

して
火

災
感

知
器

（
検

定
品

）
を

選
定

・非
ア

ナ
ログ

式
防

爆
型

煙
感

知
器

・ア
ナ

ログ
式

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
熱

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

・非
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
（

屋
外

仕
様

）

煙
・熱

・炎
の

感
知

方
式

ご
とに

，
環

境
条

件
を

考
慮

し検
出

設
備

を
選

定
・ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備
・熱

感
知

カメ
ラ

Ye
s

No
No

図
３

火
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー

※
異

な
る

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

等
を

設
置

す
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

い
て

は
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

，
じん

あ
い

，
水

蒸
気

を
考

慮
す

べ
き

火
災

区
域

・火
災

区
画

は
な

い
。

※
大

空
間

で
煙

が
滞

留
しに

くい
環

境
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
る

環
境

，
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
環

境
，

屋
外

の
環

境

37




図

２
の

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

に
基

づ
き

，
東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

け
る

個
々

の
火

災
感

知
器

等
の

設
置

場
所

ご
との

環
境

条
件

（
大

空
間

で
煙

が
滞

留
しに

くい
環

境
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
る

環
境

，
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
環

境
，

屋
外

の
環

境
）

及
び

火
災

の
性

質
を

考
慮

した
異

な
る

２
種

類
の

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

等
の

組
合

せ
結

果
並

び
に

設
置

環
境

（
温

度
（

周
辺

設
備

か
らの

影
響

を
含

む
）

，
煙

の
濃

度
（

じ
ん

あ
い

及
び

水
蒸

気
の

影
響

を
含

む
）

，
外

光
の

影
響

）
を

踏
ま

え
た

火
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

防
止

対
策

を
表

９
に

⽰
す

。

設
置

対
象

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

該
当

火
災

区
域

・火
災

区
画

種
類

ア
ナ

ログ
式

/
非

ア
ナ

ログ
式

設
置

環
境

を
踏

ま
え

た
火

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策

屋 内

①
⼀

般
火

災
区

域
・

火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ

８
ｍ

未
満

）

・②
〜

⑨
を

除
く火

災
区

域
・火

災
区

画
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
＊

1,
3

－

熱
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
2,

3
－

②
⼀

般
火

災
区

域
・

火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ

８
ｍ

以
上

）

・原
⼦

炉
建

屋
通

路
部

３
階

，
４

階
・タ

ー
ビン

建
屋

（
ヒー

ター
室

）
等

煙
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
1

－

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

・感
知

原
理

に
「赤

外
線

３
波

⻑
式

」（
物

質
の

燃
焼

時
に

発
生

す
る

特
有

な
放

射
エ

ネ
ル

ギ
の

波
⻑

帯
を

３
つ

検
知

した
場

合
に

の
み

発
報

す
る

）
を

採
用

し誤
作

動
防

止
を

図
る

。
・建

物
内

に
設

置
して

い
る

こと
か

ら，
外

光
（

日
光

）
が

当
た

らず
，

高
温

物
体

が
近

傍
に

な
い

箇
所

に
設

置
す

る
こと

に
よ

り，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

③
天

井
が

高
く大

空
間

とな
って

い
る

場
所

・原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
６

階
（

オ
ペ

レ
ー

テ
ィン

グ
フロ

ア
）

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
＊

1
－

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

・感
知

原
理

に
「赤

外
線

３
波

⻑
式

」（
物

質
の

燃
焼

時
に

発
生

す
る

特
有

な
放

射
エ

ネ
ル

ギ
の

波
⻑

帯
を

３
つ

検
知

した
場

合
に

の
み

発
報

す
る

）
を

採
用

し誤
作

動
防

止
を

図
る

。
・建

物
内

に
設

置
して

い
る

こと
か

ら，
外

光
（

日
光

）
が

当
た

らず
，

高
温

物
体

が
近

傍
に

な
い

箇
所

に
設

置
す

る
こと

に
よ

り，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
９

環
境

条
件

及
び

火
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
（

１
／

３
）

＊
1︓

平
常

時
の

状
況

（
煙

の
濃

度
）

を
監

視
し，

か
つ

，
火

災
現

象
（

煙
の

濃
度

の
上

昇
）

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

機
能

を
持

つ
も

の
＊

2︓
平

常
時

の
状

況
（

温
度

）
を

監
視

し，
か

つ
，

火
災

現
象

（
急

激
な

温
度

の
上

昇
）

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

機
能

を
持

つ
も

の
＊

3︓
火

災
区

画
で

あ
る

原
⼦

炉
格

納
容

器
に

設
置

す
る

火
災

感
知

器
は

，
運

転
中

は
信

号
を

除
外

す
る

設
定

とし
，

プ
ラン

ト停
止

後
に

取
替

を
⾏

う（
詳

細
を

４
．

３
に

⽰
す

）
注

︓
は

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

設
計

が
変

更
とな

る
点

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
に

適
用

す
る

。）
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設
置

対
象

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

該
当

火
災

区
域

・火
災

区
画

種
類

ア
ナ

ログ
式

/
非

ア
ナ

ログ
式

設
置

環
境

を
踏

ま
え

た
火

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策

屋 内

④
放

射
線

量
が

高
い

場
所

・主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

煙
吸

引
式

検
出

設
備

ア
ナ

ログ
式

＊
1

－

熱
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式
・主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
は

換
気

空
調

設
備

に
よ

り安
定

した
室

内
環

境
を

維
持

して
い

る
こと

か
ら，

通
常

の
熱

感
知

器
と同

様
，

周
囲

温
度

を
考

慮
した

作
動

温
度

を
設

定
す

る
こと

に
よ

って
誤

作
動

防
止

を図
る

。

⑤
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
所

（
屋

内
）

・蓄
電

池
室

・軽
油

貯
蔵

タン
ク（

デ
イタ

ンク
）

防
爆

型
煙

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・誤
作

動
を

誘
発

す
る

蒸
気

等
が

発
生

す
る

設
備

が
な

く，
換

気
空

調
設

備
に

よ
り安

定
した

室
内

環
境

を
維

持
して

お
り，

蒸
気

等
が

充
満

す
る

お
それ

が
な

い
よ

うに
す

る
こと

に
よ

って
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

防
爆

型
熱

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・火
災

感
知

器
の

感
熱

素
⼦

に
サ

ー
ミス

タを
使

用
す

る
こと

で
，

火
災

感
知

器
の

作
動

値
を

蓄
電

池
室

内
の

周
囲

温
度

よ
り高

め
に

設
定

す
る

こと
，

軽
油

の
引

火
点

又
は

軽
油

貯
蔵

タン
ク（

デ
イタ

ンク
）

の
最

高
使

用
温

度
よ

り高
め

に
設

定
す

る
こと

に
よ

って
誤

作
動

防
止

を図
る

。

屋 外

⑥
⼀

般
火

災
区

域
・

火
災

区
画

＊
４

（
取

付
面

高
さ

８
ｍ

未
満

）

・常
設

低
圧

代
替

注
水

系
ポ

ンプ
室

・緊
急

用
海

水
ポ

ンプ
ピッ

ト
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
＊

1
－

熱
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
2

－

⑦
⼀

般
火

災
区

域
・

火
災

区
画

＊
４

（
取

付
面

高
さ

８
ｍ

以
上

）
・常

設
低

圧
代

替
注

水
系

ポ
ンプ

室

煙
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
1

－

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

・感
知

原
理

に
「赤

外
線

３
波

⻑
式

」（
物

質
の

燃
焼

時
に

発
生

す
る

特
有

な
放

射
エ

ネ
ル

ギ
の

波
⻑

帯
を

３
つ

検
知

した
場

合
に

の
み

発
報

す
る

）
を

採
用

し誤
作

動
防

止
を

図
る

。
・屋

内
に

準
ず

る
環

境
に

設
置

して
い

る
こと

か
ら，

外
光

（
日

光
）

が
当

た
ら

ず
，

高
温

物
体

が
近

傍
に

な
い

箇
所

に
設

置
す

る
こと

に
よ

り，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
９

環
境

条
件

及
び

火
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
（

２
／

３
） 20

＊
1︓

平
常

時
の

状
況

（
煙

の
濃

度
）

を
監

視
し，

か
つ

，
火

災
現

象
（

煙
の

濃
度

の
上

昇
）

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

機
能

を
持

つ
も

の
＊

2︓
平

常
時

の
状

況
（

温
度

）
を

監
視

し，
か

つ
，

火
災

現
象

（
急

激
な

温
度

の
上

昇
）

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

機
能

を
持

つ
も

の
＊

4︓
建

築
基

準
法

の
適

用
対

象
外

の
場

所
で

あ
り，

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
は

な
い

も
の

の
，

壁
及

び
天

井
に

囲
わ

れ
た

閉
鎖

空
間

とな
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

注
︓

は
火

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

ま
え

て
設

計
が

変
更

とな
る

点
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

以
上

に
適

用
す

る
。）
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設
置

対
象

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

該
当

火
災

区
域

・火
災

区
画

種
類

ア
ナ

ログ
式

/
非

ア
ナ

ログ
式

設
置

環
境

を
踏

ま
え

た
火

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策

屋 外

⑧
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・火
災

区
画

＊
５

・海
水

ポ
ンプ

室
・常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
置

場
（

地
上

部
）

熱
感

知
カメ

ラ
－

・外
光

（
日

光
）

か
らの

影
響

を
考

慮
し，

遮
光

カバ
ー

を
設

け
る

こと
に

よ
り，

誤
作

動
防

止
を

図
る

。

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

・感
知

原
理

に
「赤

外
線

３
波

⻑
式

」（
物

質
の

燃
焼

時
に

発
生

す
る

特
有

な
放

射
エ

ネ
ル

ギ
の

波
⻑

帯
を

３
つ

検
知

した
場

合
に

の
み

発
報

す
る

）
を

採
用

し誤
作

動
防

止
を

図
る

。
・外

光
（

日
光

）
か

らの
影

響
を

考
慮

し，
遮

光
カバ

ー
を

設
け

る
こと

に
よ

り，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

⑨
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
所

（
地

下
タン

ク）

・軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
・可

搬
型

設
備

用
軽

油
タン

ク設
置

区
域 ・緊

急
時

対
策

所
用

発
電

機
燃

料
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域

防
爆

型
煙

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・地
下

構
造

に
よ

る
閉

鎖
空

間
に

よ
って

，
直

接
風

雨
に

さら
され

な
い

環
境

に
設

置
す

る
こと

か
ら誤

作
動

す
る

可
能

性
は

低
い

。

防
爆

型
熱

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・軽
油

の
引

火
点

，
当

該
タン

クの
最

高
使

用
温

度
を

考
慮

した
温

度
を

作
動

値
とす

る
こと

か
ら誤

作
動

す
る

可
能

性
は

低
い

。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
９

環
境

条
件

及
び

火
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
（

３
／

３
） 21


火

災
感

知
器

等
の

設
置

の
考

え
方

を
以

下
に

⽰
す

。
•

設
置

対
象

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

①
か

ら⑤
の

うち
，

煙
吸

引
式

検
出

設
備

は
火

災
報

知
設

備
の

感
知

器
及

び
発

信
機

に
係

る
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
に

定
め

る
感

知
性

能
と同

等
以

上
の

方
法

に
よ

り設
置

す
る

。そ
の

他
の

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
は

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
第

４
項

及
び

工
事

基
準

書
に

基
づ

い
て

設
置

す
る

。
•

設
置

対
象

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

⑥
か

ら⑨
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

の
適

用
対

象
で

は
な

い
た

め
，

火
災

感
知

器
等

を
，

火
災

を
有

効
に

感
知

で
き

る
よ

う設
置

す
る

。

＊
5︓

天
井

が
な

く，
煙

及
び

熱
が

拡
散

す
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

40



22


図

１
の

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

に
基

づ
き

，
火

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
分

類
と整

理
した

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を
⾏

う火
災

区
域

・火
災

区
画

及
び

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
第

４
項

の
適

用
対

象
で

は
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
を

表
１

０
に

⽰
す

。


火
災

防
護

審
査

基
準

に
よ

らな
い

火
災

感
知

の
設

計
（

種
別

の
選

定
結

果
）

，
保

安
水

準
の

確
保

に
つ

い
て

は
，

４
．

４
項

に
⽰

す
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討 表
１

０
火

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
分

類
分

類
火

災
感

知
器

等
の

設
置

該
当

場
所

A 
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
域

・
火

災
区

画

内
部

が
水

で
満

た
され

火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

又
は

発
火

源
が

な
く，

原
則

，
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
ず

，
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
で

あ
って

も
作

業
員

に
よ

る
監

視
な

ど
を

⾏
うと

とも
に

施
錠

等
に

より
可

燃
物

が
持

ち
込

ま
れ

な
い

こ
とを

維
持

す
る

こと
か

ら，
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

（
この

考
え

方
を

４
．

４
．

１
に

⽰
す

）

内
部

が
水

で
満

た
され

て
お

り火
災

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
若

しく
は

発
火

源
が

な
く火

災
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

で
あ

って
，

原
則

，
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
運

用
とし

，
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
は

作
業

員
に

よ
る

監
視

を
⾏

うな
どの

運
用

とす
る

とと
も

に
可

燃
物

が
持

ち
込

ま
れ

な
い

こと
を

維
持

す
る

た
め

に
施

錠
等

に
よ

る
管

理
を

⾏
う運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
対

象
火

災
区

域
・火

災
区

画
を

表
１

０
補

足
に

⽰
す

）

B 
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
を

踏
ま

え
て

適
切

に
火

災
感

知
を

⾏
う火

災
区

域
・火

災
区

画

安
全

機
能

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
とし

て
の

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
が

な
い

こと
か

ら，
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
を

踏
ま

え
て

適
切

に
火

災
感

知
を⾏

う設
計

（
この

考
え

方
を

４
．

４
．

２
に

⽰
す

）

火
災

に
よ

り安
全

機
能

等
へ

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

が
な

い
場

所
・発

電
用

原
⼦

炉
施

設
の

うち
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

含
ま

れ
な

い
機

器
等

の
み

を
設

け
た

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

・不
燃

性
材

料
で

あ
る

コン
クリ

ー
ト又

は
⾦

属
に

よ
り構

成
され

た
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

の
み

を
設

け
た

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

・排
気

筒
モ

ニタ
設

置
区

画
（

対
象

火
災

区
域

・火
災

区
画

を
別

添
８

に
⽰

す
）

C 
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
用

対
象

で
は

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

表
９

に
⽰

す
火

災
感

知
器

等
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

（
この

考
え

方
を

４
．

４
．

３
に

⽰
す

）

常
設

低
圧

代
替

注
水

系
ポ

ンプ
室

※
１
【⑥

⑦
】

緊
急

用
海

水
ポ

ンプ
ピッ

ト※
１
【⑥

】
海

水
ポ

ンプ
室

※
２
【⑧

】
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
置

場
（

地
上

部
）

※
２
【⑧

】
軽

油
貯

蔵
タン

ク設
置

区
域

※
３
【⑨

】
可

搬
型

設
備

用
軽

油
タン

ク設
置

区
域

※
３
【⑨

】
緊

急
時

対
策

所
用

発
電

機
燃

料
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
※

３
【⑨

】
※

１
︓

閉
鎖

空
間

で
あ

る
た

め
，

屋
内

に
準

じた
火

災
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

た
上

で
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
第

４
項

及
び

工
事

基
準

書
に

準
ず

る
こと

に
よ

り，
火

災
を

有
効

に
感

知
で

き
る

設
計

とす
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

※
２

︓
開

放
空

間
で

あ
る

た
め

，
煙

の
拡

散
を

考
慮

した
火

災
感

知
器

等
を

組
み

合
わ

せ
た

上
で

，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

及
び

発
火

源
とな

り得
る

設
備

を
監

視
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
で

，
火

災
を

有
効

に
感

知
で

き
る

設
計

とす
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

※
３

︓
閉

鎖
空

間
で

あ
る

た
め

，
屋

内
に

準
じた

火
災

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
た

上
で

，
そ

れ
ぞ

れ
の

タン
クの

マ
ンホ

ー
ル

ご
とに

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

こと
で

，
火

災
を

有
効

に
感

知
で

き
る

設
計

とす
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

注
︓

【
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。
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23

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
１

０
補

足
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
該

当
場

所
⼀

覧
火

災
区

画
番

号
火

災
区

画
(部

屋
)名

称
火

災
区

画
番

号
火

災
区

画
(部

屋
)名

称
火

災
区

画
番

号
火

災
区

画
(部

屋
)名

称
火

災
区

画
番

号
火

災
区

画
(部

屋
)名

称

R-
4-

10
FP

C逆
洗

受
け

タン
ク室

RW
-1

-1
0

排
ガ

ス
減

衰
菅

室
RW

-5
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
（

RW
-

5）
NR

W
-1

-2
4

ス
キ

マ
サ

ー
ジ

タン
ク室

R-
5-

2
キ

ャス
クピ

ット
除

染
室

RW
-1

-1
1

排
ガ

ス
復

水
器

A室
RW

-6
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
（

RW
-

6）
NR

W
-1

-2
5

電
磁

ろ
過

器
Ａ

室

R-
5-

5
CU

W
 F

/D
(A

)室
RW

-1
-1

2
排

ガ
ス

復
水

器
B室

NR
W

-B
3-

2
減

容
固

化
体

貯
蔵

室
NR

W
-1

-2
6

電
磁

ろ
過

器
Ｂ

室

R-
5-

6
CU

W
 F

/D
(B

)室
RW

-1
-1

3
床

ドレ
ンフ

ィル
タ室

NR
W

-B
3-

4
減

容
固

化
系

溶
解

タン
ク室

NR
W

-2
-1

0
超

ろ
過

器
供

給
タン

ク室

R-
5-

10
新

燃
料

貯
蔵

庫
RW

-1
-1

4
廃

液
収

集
フィ

ル
タB

室
NR

W
-B

3-
11

クラ
ッド

ス
ラリ

上
澄

水
受

タン
ク室

NR
W

-2
-2

0
チ

ェス
室

R-
5-

11
FP

C 
F/

D(
A,

B)
室

RW
-1

-1
5

廃
液

収
集

フィ
ル

タA
室

NR
W

-B
2-

2
減

容
固

化
系

キ
ャッ

ピン
グ

装
置

室
NR

W
-2

-2
1

サ
ンプ

リン
グ

シ
ンク

室

R-
5-

12
キ

ャス
クピ

ット
RW

-1
-1

6
脱

塩
装

置
室

NR
W

-B
2-

3
減

容
固

化
系

ペ
レ

ット
充

填
装

置
室

NR
W

-3
-3

減
容

固
化

系
ミス

トセ
パ

レ
ー

タ
室

R-
6-

1
オ

ペ
フロ

（
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
）

RW
-1

-1
7

排
ガ

ス
前

置
フィ

ル
タA

室
NR

W
-B

2-
10

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タン

ク室
NR

W
-3

-1
5

給
気

加
熱

コイ
ル

Ｃ
室

T-
1-

9
1階

階
段

室
RW

-1
-1

8
排

ガ
ス

前
置

フィ
ル

タB
室

NR
W

-B
2-

12
電

磁
ろ

過
器

供
給

タン
ク室

NR
W

-3
-1

7
給

気
加

熱
コイ

ル
Ｂ

室

T-
1-

15
O

G再
結

合
器

B室
RW

-1
-1

9
排

ガ
ス

後
置

フィ
ル

タA
室

NR
W

-B
2-

16
濃

縮
廃

液
受

け
タン

ク室
NR

W
-3

-1
9

給
気

加
熱

コイ
ル

Ａ
室

T-
1-

16
O

G再
結

合
器

A室
RW

-1
-2

0
排

ガ
ス

後
置

フィ
ル

タB
室

NR
W

-B
2-

17
機

器
ドレ

ン処
理

水
タン

ク室
NR

W
-3

-2
3

減
容

固
化

系
供

給
タン

ク

T-
1-

17
2階

階
段

室
RW

-2
-5

クラ
リフ

ァイ
ヤ

ー
タン

ク室
NR

W
-B

1-
3

バ
ル

ブ
室

NR
W

-4
-2

減
容

固
化

系
乾

燥
機

復
水

器
室

T-
2-

15
サ

ンプ
ル

ラッ
ク室

RW
-2

-7
デ

ィス
トレ

ー
トコ

レ
クタ

ー
タン

ク
室

NR
W

-B
1-

5
減

容
固

化
系

ペ
レ

ット
ホ

ッパ
室

NR
W

-4
-1

2
補

機
冷

却
水

サ
ー

ジ
タン

ク・
冷

水
膨

張
タン

ク室
RW

-B
1-

1
使

用
済

樹
脂

タン
ク室

RW
-3

-4
廃

液
濃

縮
器

A室
NR

W
-B

1-
15

サ
ンプ

リン
グ

シ
ンク

室
0-

1
復

水
貯

蔵
タン

クエ
リア

RW
-B

1-
5

廃
液

収
集

タン
ク室

RW
-3

-5
廃

液
濃

縮
器

B室
NR

W
-B

1-
20

バ
ル

ブ
エ

リア
室

0-
4

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
DG

-
2C

ル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

）

RW
-B

1-
7

廃
液

ス
ラッ

ジ
貯

蔵
室

RW
-3

-6
活

性
炭

ベ
ッド

室
NR

W
-B

1-
21

クラ
ッド

ス
ラリ

濃
縮

器
室

0-
5

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
DG

-
2D

ル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

）

RW
-B

1-
9

廃
液

中
和

タン
ク室

RW
-3

-7
再

生
ガ

ス
メッ

シ
ュフ

ィル
ター

室
NR

W
-B

1-
22

クラ
ッド

ス
ラリ

濃
縮

器
加

熱
器

室
0-

6
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
（

DG
-

HP
CS

ル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

）
RW

-1
-1

廃
液

サ
ンプ

ル
タン

ク室
RW

-3
-8

除
湿

器
室

NR
W

-1
-1

6
電

磁
ろ

過
器

バ
ル

ブ
室

0-
14

-4
代

替
淡

水
貯

槽

RW
-1

-2
オ

フガ
ス

サ
ンプ

ル
ラッ

ク室
RW

-3
-9

除
湿

器
室

NR
W

-1
-2

3
キ

ャス
ク除

染
ピッ

ト室
D-

B3
-2

⻄
側

淡
水

貯
水

設
備
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４
．

２
既

工
認

か
らの

変
更

点
，

変
更

理
由

の
明

確
化


４

．
１

項
の

検
討

結
果

を
踏

ま
え

て
，

既
工

認
か

らの
変

更
点

及
び

変
更

理
由

を
表

１
１

に
⽰

す
。

な
お

，
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

分
類

に
変

更
は

な
い

。
表

１
１

既
工

認
か

らの
変

更
点

及
び

変
更

理
由

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

分
類

変
更

点
変

更
理

由
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
・「

ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

」の
2種

類
の

組
み

合
わ

せ
を

「ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

・非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

」
の

3種
類

の
中

か
ら2

種
類

の
組

合
せ

に
変

更
す

る
。

・ま
た

，
⼀

部
の

火
災

区
画

に
お

い
て

，
消

防
法

施
⾏

規
則

（
昭

和
３

６
年

自
治

省
令

第
６

号
）

第
23

条
第

4項
に

従
い

，
火

災
感

知
器

の
配

置
及

び
個

数
を

⾒
直

す
。

これ
らは

，
消

防
法

施
⾏

規
則

を
技

術
的

に
補

完
す

る
工

事
基

準
書

に
基

づ
く設

計
とす

る
。

（
既

工
認

に
お

け
る

各
火

災
感

知
器

等
の

配
置

図
を

別
添

５
，

今
回

工
認

の
各

火
災

感
知

器
等

の
配

置
図

を
別

添
７

に
⽰

す
。）

・火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
に

伴
い

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
で

定
め

る
火

災
感

知
器

の
設

置
要

件
に

お
い

て
は

，
取

付
面

高
さ8

ｍ
以

上
に

は
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
設

置
は

適
さな

い
た

め
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

を
選

定
す

る
。

・⼀
部

の
火

災
区

画
に

お
い

て
，

火
災

感
知

器
を

機
器

直
上

の
み

に
設

置
す

る
設

計
とし

て
い

た
た

め
，

「消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

」を
適

用
し

，
火

災
感

知
器

を
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

対
し

て
網

羅
的

に
配

置
す

る
。

24

43



25

４
．

３
火

災
防

護
審

査
基

準
に

基
づ

く火
災

感
知

の
設

計


火
災

感
知

器
に

つ
い

て
は

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
第

４
項

及
び

工
事

基
準

書
に

基
づ

い
て

設
置

す
る

が
，

工
事

基
準

書
に

定
め

る
設

計
に

つ
い

て
，

以
下

の
とお

り火
災

の
感

知
に

支
障

が
な

い
こと

を確
認

した
上

で
適

用
す

る
。

①
感

知
区

域
の

面
積

が
⼩

さく
，

隣
接

感
知

区
域

に
火

災
感

知
器

が
あ

る
とき

に
，

⼀
定

の
範

囲
を

限
度

とし
て

，
火

災
感

知
器

の
設

置
を

⾏
わ

な
い

設
計

【消
防

法
に

お
け

る
適

用
】

は
り等

に
よ

って
仕

切
られ

る
区

画
の

面
積

が
⼩

さい
場

合
，

火
災

に
よ

って
発

生
した

煙
又

は
熱

が
当

該
区

画
内

に
積

層
し始

め
て

か
ら，

は
り等

を
超

え
て

隣
接

す
る

区
画

に
流

れ
込

む
ま

で
の

時
間

が
短

い
た

め
，

⼀
般

建
築

に
お

け
る

火
災

の
感

知
に

支
障

が
な

い
も

の
と考

え
る

。
【東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

け
る

火
災

感
知

の
設

計
へ

の
適

用
】

原
⼦

⼒
発

電
所

の
建

物
に

お
い

て
も

，
⼩

区
画

が
隣

接
して

い
る

場
合

の
煙

及
び

熱
の

流
動

は
，

⼀
般

建
築

に
お

け
る

流
動

と同
じ

で
あ

る
。そ

の
た

め
，

本
設

計
を

適
用

した
場

合
に

お
い

て
も

，
火

災
の

感
知

に
支

障
は

な
い

。

②
火

災
感

知
器

の
設

置
面

か
ら換

気
⼝

等
の

空
気

吹
き

出
し⼝

ま
で

の
鉛

直
距

離
が

1ｍ
以

上
あ

る
とき

に
，

火
災

感
知

器
と空

気
吹

き
出

し⼝
との

水
平

距
離

が
1.

5ｍ
を

下
回

って
い

る
位

置
に

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

【消
防

法
に

お
け

る
適

用
】

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

で
は

，
熱

感
知

器
を

空
気

吹
き

出
し⼝

か
ら水

平
距

離
で

1.
5ｍ

以
上

離
れ

た
位

置
に

設
置

す
る

こと
を

定
め

て
い

る
が

，
感

知
器

と空
気

吹
き

出
し⼝

ま
で

の
鉛

直
距

離
が

1ｍ
以

上
あ

る
場

合
，

空
気

吹
き

出
し⼝

か
らの

直
接

的
な

気
流

の
影

響
を

受
け

る
こと

は
な

く，
火

災
に

よ
って

発
生

した
熱

が
感

知
器

の
設

置
箇

所
に

滞
留

す
る

た
め

，
⼀

般
建

築
に

お
け

る
火

災
の

感
知

に
支

障
が

な
い

も
の

と考
え

る
。

【東
海

第
⼆

発
電

所
に

お
け

る
火

災
感

知
の

設
計

へ
の

適
用

】
原

⼦
⼒

発
電

所
の

建
物

に
お

い
て

も
，

感
知

器
の

設
置

面
か

ら空
気

吹
き

出
し⼝

ま
で

の
鉛

直
距

離
が

離
れ

て
い

る
場

合
の

熱
の

流
動

は
，

⼀
般

建
築

に
お

け
る

流
動

と同
じで

あ
る

。そ
の

た
め

，
本

設
計

を
適

用
した

場
合

に
お

い
て

も
，

火
災

の
感

知
に

支
障

は
な

い
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討


部
屋

の
⼀

部
に

開
⼝

が
あ

り上
下

階
が

接
続

して
い

る
火

災
区

画
とし

て
，

グ
レ

ー
チ

ン
グ

床
が

設
置

され
て

い
る

火
災

区
画

，
防

火
区

画
を

形
成

す
る

壁
の

な
い

階
段

が
設

置
され

て
い

る
火

災
区

画
が

あ
り，

これ
ら火

災
区

画
に

つ
い

て
は

消
防

法
施

⾏
規

則
23

条
第

4項
に

基
づ

き
火

災
感

知
の

設
計

を
⾏

う。
な

お
，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を
⾏

う火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
うち

，
壁

で
囲

わ
れ

た
階

段
室

や
シ

ャフ
ト（

エ
レ

ベ
ー

タの
昇

降
路

の
よ

うに
下

か
ら上

ま
で

全
て

吹
き

抜
け

とな
って

い
る

途
中

に
床

の
な

い
場

所
）

は
，

消
防

法
の

要
求

に
従

い
火

災
感

知
の

設
計

を
⾏

う。


グ
レ

ー
チ

ン
グ

床
が

設
置

され
て

い
る

火
災

区
画

の
火

災
感

知
の

設
計

概
要

を
図

４
に

⽰
す

。取
付

面
高

さが
８

ｍ
未

満
の

エ
リア

は
，

煙
感

知
器

及
び

熱
感

知
器

を
設

置
す

る
設

計
【①

】と
し，

⼀
方

で
，

開
⼝

部
は

取
付

面
高

さが
８

ｍ
以

上
とな

る
た

め
煙

感
知

器
及

び
炎

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

【②
】と

す
る

。な
お

，
炎

感
知

器
は

グ
レ

ー
チ

ン
グ

面
を

床
面

とみ
な

して
グ

レ
ー

チ
ング

ご
とに

設
置

し，
火

災
区

画
（

R-
1-

1）
は

取
付

面
高

さ8
ｍ

未
満

の
た

め
，

煙
感

知
器

及
び

熱
感

知
器

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

注
︓

【 
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。

図
４

グ
レ

ー
チ

ング
床

が
設

置
され

て
い

る
火

災
区

画
の

火
災

感
知

の
設

計
概

要
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
５

防
火

区
画

を
形

成
す

る
壁

の
な

い
階

段
が

設
置

され
て

い
る

火
災

区
画

の
火

災
感

知
の

設
計

概
要


防

火
区

画
を

形
成

す
る

壁
の

な
い

階
段

が
設

置
され

て
い

る
火

災
区

画
の

火
災

感
知

の
設

計
概

要
を

図
５

に
⽰

す
。取

付
面

高
さが

８
ｍ

未
満

の
エ

リア
は

，
煙

感
知

器
及

び
熱

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

【①
】と

し，
⼀

方
で

，
開

⼝
部

は
取

付
面

高
さが

８
ｍ

以
上

とな
る

た
め

煙
感

知
器

及
び

炎
感

知
器

を
設

置
す

る
設

計
【②

】と
す

る
。炎

感
知

器
は

階
段

の
踊

り場
，

傾
斜

部
を

監
視

で
き

る
よ

う設
置

す
る

設
計

とす
る

。
注

︓
【

】の
番

号
は

，
表

９
の

設
置

対
象

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
番

号
を

⽰
す

。
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図
６

原
⼦

炉
の

状
態

に
お

け
る

原
⼦

炉
格

納
容

器
内

の
感

知

低
温

停
止

火
災

感
知

器
動

作
感

知
設

備

運
転

状
態

各
状

態

（原⼦炉圧⼒）

制
御

棒
引

抜
開

始
（

起
動

）

格
納

容
器

内
点

検
開

始
格

納
容

器
内

点
検

終
了

窒
素

ガ
ス

封
⼊

開
始

窒
素

ガ
ス

封
⼊

完
了

約
7時

間
約

11
時

間
約

3時
間

保
安

検
査

等

窒
素

ガ
ス

排
出

用
排

風
機

起
動

火
災

感
知

器
取

替
，

動
作

起
動

運
転

中
高

温
停

止
低

温
停

止

火
災

感
知

器
信

号
除

外

本
図

は
，

実
績

工
程

に
基

づ
くも

の
で

あ
り，

運
転

サ
イク

ル
に

よ
って

は
，

必
ず

しも
本

図
と厳

密
に

⼀
致

す
る

も
の

で
は

な
い

。

（
時
間
）

約
2時

間
※

２

格
納

容
器

内
点

検


原

⼦
炉

格
納

容
器

の
火

災
感

知
の

考
え

方
に

つ
い

て
，

プ
ラン

ト運
転

中
に

火
災

感
知

器
の

信
号

を
除

外
す

る
理

由
・方

法
及

び
プ

ラン
ト停

止
後

に
火

災
感

知
器

の
取

替
範

囲
を

含
め

て
以

下
に

⽰
す

。
•

火
災

区
画

で
あ

る
原

⼦
炉

格
納

容
器

に
は

，
火

災
防

護
審

査
基

準
の

要
求

に
従

い
，

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

ア
ナ

ログ
式

煙
感

知
器

及
び

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

て
設

置
す

る
設

計
とし

て
い

る
。

•
しか

し，
プ

ラン
ト起

動
過

程
で

格
納

容
器

に
は

窒
素

ガ
ス

が
封

⼊
され

不
活

性
雰

囲
気

とな
る

こと
で

火
災

の
発

生
が

想
定

され
な

い
こと

及
び

格
納

容
器

内
の

放
射

線
量

が
高

く火
災

感
知

器
が

故
障

す
る

お
そ

れ
※

１
が

あ
る

こと
か

ら，
火

災
感

知
器

に
つ

い
て

は
，

原
⼦

炉
格

納
容

器
へ

の
窒

素
ガ

ス
封

⼊
期

間
中

は
，

中
央

制
御

室
の

火
災

受
信

機
盤

に
て

火
災

感
知

器
の

作
動

信
号

を
除

外
し誤

作
動

防
止

を
図

る
運

用
とし

て
い

る
。

•
プ

ラン
ト低

温
停

止
後

は
，

窒
素

ガ
ス

を
排

出
し空

気
雰

囲
気

に
な

り火
災

の
発

生
が

想
定

され
る

こと
か

ら，
窒

素
ガ

ス
排

出
後

，
速

や
か

に
火

災
感

知
器

の
全

て
を

取
り替

え
る

こと
に

よ
り，

火
災

感
知

の
機

能
を

確
保

す
る

こと
とし

て
い

る
。

※
１

︓
ア

ナ
ログ

式
火

災
感

知
器

は
電

⼦
部

品
を

内
蔵

して
い

る
こと

か
ら，

約
10

0G
yの

積
算

照
射

線
量

に
て

故
障

す
る

可
能

性
有

り
（

出
典

︓
「半

導
体

部
品

を
使

用
した

火
災

感
知

器
の

耐
放

射
線

性
能

に
つ

い
て

」，
TR

10
24

1，
能

美
防

災
(株

)平
成

11
年

2月
）

※
２

︓
窒

素
ガ

ス
排

出
用

排
風

機
起

動
後

か
ら格

納
容

器
内

点
検

（
火

災
感

知
器

取
替

）
ま

で
の

約
２

時
間

は
，

火
災

感
知

器
信

号
の

除
外

期
間

とな
る

が
，

原
⼦

炉
の

低
温

停
止

が
達

成
で

き
て

い
る

た
め

，
原

⼦
炉

の
安

全
性

は
確

保
で

き
る

。
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表
９

の
③

天
井

が
高

く大
空

間
とな

って
い

る
場

所
の

火
災

感
知

の
設

計
を

以
下

に
⽰

す
。

•
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

６
階

（
オ

ペ
レ

ー
テ

ィン
グ

フロ
ア

）
は

，
以

下
に

⽰
す

とお
り天

井
が

高
く大

空
間

とな
って

お
り，

煙
感

知
器

に
つ

い
て

は
，

ア
ナ

ログ
式

の
光

電
分

離
型

煙
感

知
器

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

図
７

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
６

階
（

オ
ペ

レ
ー

テ
ィン

グ
フロ

ア
）

天
井 床

壁

光
電
分
離
型

煙
感
知
器

取
付
高
さ

約
15
ｍ

光
電
分
離
型

煙
感
知
器

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
6階

（
断

面
図

︓
光

電
分

離
型

煙
感

知
器

の
設

置
イメ

ー
ジ

）
（

A-
A断

面
）

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
6階

平
面

図

A
A

撮
影

方
向

︓
ア
ナ
ロ
グ
式
光
電
分
離
型
煙
感
知
器

︓
非
ア
ナ
ロ
グ
式
炎
感
知
器

約
7m天
井
ク
レ
ー
ン

燃
料
取
替
機

約
13

m

燃
料
取
替
機

天
井
ク
レ
ー
ン
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•

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

天
井

が
高

く（
取

付
面

高
さ8

ｍ
以

上
）

大
空

間
とな

って
お

り，
熱

感
知

器
に

よ
る

感
知

は
困

難
で

あ
る

こと
か

ら，
炎

感
知

器
を

監
視

範
囲

に
火

災
の

感
知

に
影

響
を

及
ぼ

す
死

角
が

な
い

よ
うに

設
置

す
る

設
計

とす
る

。
•

図
８

に
⽰

す
とお

り炎
感

知
器

の
監

視
範

囲
に

天
井

クレ
ー

ン
，

燃
料

取
替

機
，

ダク
ト，

階
段

室
，

常
置

品
の

障
害

物
が

あ
る

が
，

死
角

が
な

い
よ

うに
炎

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

図
８

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
６

階
（

オ
ペ

レ
ー

テ
ィン

グ
フロ

ア
）

ダ
ク
ト
（
干
渉
す
る
垂
直
部
）

ダ
ク
ト
（
干
渉
す
る
垂
直
部
）

天
井
ク
レ
ー
ン

燃
料
取
替
機

天
井
ク
レ
ー
ン
下
を
監
視

天
井
ク
レ
ー
ン
下
を
監
視

燃
料
取
替
機
裏
側
を
監
視

常
置
品

階
段
室

階
段
室

常
置
品
裏
側
を
監
視

︓
炎
感
知
器

︓
炎
感
知
器
の
監
視
範
囲
※

① ①

② ②
※
炎
感
知
器
①
，
②
の
監
視
範
囲
を

太
線
①
，
②
で
示
す
。
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主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
に

設
置

す
る

ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

の
吸

煙
⼝

の
配

置
場

所
が

感
知

能
⼒

上
問

題
な

い
こと

を
以

下
に

⽰
す

。
•

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

は
放

射
線

量
が

高
い

場
所

で
あ

る
た

め
，

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

の
検

出
部

位
が

放
射

線
の

影
響

に
よ

り損
傷

し，
火

災
感

知
器

が
故

障
す

る
こと

が
想

定
され

る
。こ

の
た

め
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う検
出

部
位

を
当

該
室

外
に

配
置

す
る

ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

を
設

置
す

る
設

計
とし

て
い

る
（

図
９

）
。

•
主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
に

設
置

す
る

ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

は
，

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

及
び

発
信

機
に

係
る

技
術

上
の

規
格

を
定

め
る

省
令

に
基

づ
く実

証
試

験
に

よ
り光

電
式

ス
ポ

ット
型

感
知

器
（

煙
感

知
器

）
と同

等
の

感
知

性
能

を
有

して
い

る
こと

を
確

認
して

い
る

。
•

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

に
は

6個
の

吸
煙

⼝
を

設
置

して
い

る
が

，
常

に
空

調
機

に
よ

り空
気

の
流

れ
が

生
じて

お
り，

更
に

吸
煙

⼝
か

ら空
気

を
吸

引
す

る
原

理
で

あ
る

こと
か

ら，
当

該
トン

ネ
ル

室
内

で
火

災
が

発
生

した
場

合
，

煙
が

吸
煙

⼝
に

到
達

す
る

た
め

，
火

災
の

感
知

能
⼒

に
問

題
は

な
い

と考
え

る
（

図
１

０
，

図
１

１
）

。

図
９

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

23
9.

53
㎡

空
調
機

AA
Ｊ K L

R-
2-

7
（

取
付

高
さ8

m
未

満
）

︓
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

吸
煙

⼝
）

︓
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

検
出

部
位

）
︓

煙
吸

引
式

検
出

設
備

（
吸

煙
用

配
管

）
︓

非
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器

・上
昇

した
煙

が
天

井
を

伝
い

，
自

然
に

火
災

感
知

器
へ

煙
が

⼊
り込

み
，

検
出

部
の

減
光

率
10

％
を

⼀
定

時
間

保
持

した
場

合
に

警
報

を
発

報
す

る
。

a)
煙

感
知

器
（

検
定

品
）

の
検

出
原

理

煙

煙
感

知
器

（
2種

︓
10

％
）

・上
昇

した
煙

が
天

井
を

伝
うこ

とに
加

え
，

吸
煙

⼝
か

ら周
囲

の
空

気
を

吸
い

込
み

，
検

出
部

の
減

光
率

10
％

を
⼀

定
時

間
保

持
し

た
場

合
に

警
報

を
発

報
す

る
。

ｂ
)煙

吸
引

式
検

出
設

備
の

検
出

原
理

吸
煙

⼝

煙

検
出

部
位

（
2種

︓
10

％
）

図
１

０
火

災
感

知
器

等
の

検
出

原
理

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
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図

１
１

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

内
の

風
の

流
れ

の
イメ

ー
ジ

空
調
機

AA
Ｊ K L

R-
2-

7
（

取
付

高
さ8

m
未

満
）

︓
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

吸
煙

⼝
）

︓
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

検
出

部
位

）
︓

煙
吸

引
式

検
出

設
備

（
吸

煙
用

配
管

）
︓

非
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器

︓
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

吸
煙

⼝
）

︓
通

常
時

の
空

気
の

流
れ

︓
煙

の
流

れ
︓

火
災

の
想

定

B
B

C
C

空
調
機

Ｊ K L

R-
2-

7
（

取
付

高
さ8

m
未

満
）

空
調
機

A-
A断

面

約
7ｍ

約
20
ｍ

約
1.
5ｍ

B-
B断

面

約
12
ｍ

C-
C断

面

約
10
ｍ

天
井
面
の
空
気
の
流
れ

空
調
機

※
空
調
機
か
ら
距
離
が
あ
り
，
空

気
の
流
れ
が
弱
く
，
⽕
災
が
発

生
し
た
場
合
は
，
煙
は
上
昇
気

流
と
と
も
に
上
昇
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

※

※
※

※

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
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４
．

４
火

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
火

災
感

知
の

設
計

に
対

す
る

十
分

な
保

安
水

準
の

確
保

（
妥

当
性

の
確

認
）

４
．

４
．

１
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
域

・火
災

区
画


内

部
が

水
で

満
た

され
て

お
り火

災
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

な
い

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

若
しく

は
発

火
源

が
な

く火
災

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
で

あ
って

，
原

則
，

可
燃

物
を

持
ち

込
ま

な
い

運
用

とし
，

可
燃

物
を

持
ち

込
む

場
合

は
作

業
員

（
監

視
員

）
に

よ
る

監
視

を
⾏

うな
どの

運
用

とす
る

とと
も

に
可

燃
物

が
持

ち
込

ま
れ

な
い

こと
を

維
持

す
る

た
め

に
施

錠
等

に
よ

る
管

理
を

⾏
う運

用
を

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
例

とし
て

，
非

常
用

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
ル

ー
フベ

ント
ファ

ン室
の

概
要

を
以

下
に

⽰
す

。そ
の

他
の

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
つ

い
て

は
，

補
足

ー
５

参
照

。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
１

２
非

常
用

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
ル

ー
フベ

ント
ファ

ン室

•
非

常
用

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
ル

ー
フベ

ン
トフ

ァン
室

は
，

発
火

源
とな

る
設

備
が

設
置

され
て

お
らず

，
火

災
が

発
生

す
る

お
それ

が
な

い
火

災
区

域
で

あ
る

。
•

原
則

，
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
運

用
とし

，
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
は

作
業

員
（

監
視

員
）

に
よ

る
監

視
を

⾏
うな

どの
運

用
とす

る
とと

も
に

可
燃

物
が

持
ち

込
ま

れ
な

い
こと

を
維

持
す

る
た

め
に

施
錠

等
に

よ
る

管
理

を
⾏

う運
用

を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

•
した

が
って

，
非

常
用

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
ル

ー
フベ

ン
トフ

ァン
室

は
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

設
計

とし
て

も
十

分
な

保
安

水
準

の
確

保
が

達
成

で
き

る
。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
１

２
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

け
る

可
燃

物
持

込
防

止
の

た
め

の
物

理
的

措
置

（
１

／
６

）
対

象
現

在
の

状
態

可
燃

物
持

ち
込

み
に

対
す

る
追

加
措

置

火
災

区
画

番
号

火
災

区
画

(部
屋

)名
称

用
途

扉
等

の
設

置
状

況
施

錠
／

閉
止

状
況

※
１

追
加

措
置

※
２

理
由

R-
4-

10
FP

C逆
洗

受
け

タン
ク室

部
屋

扉
施

錠
－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

R-
5-

2
キ

ャス
クピ

ット
除

染
室

部
屋

－
－

扉
追

設
，

施
錠

管
理

扉
等

が
な

く施
錠

／
閉

止
され

て
い

な
い

た
め

，
扉

を
追

設
した

うえ
で

施
錠

管
理

を
実

施
し，

可
燃

物
の

持
込

防
止

を
図

る
。

R-
5-

5
CU

W
 F

/D
(A

)室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

ハ
ッチ

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

な
お

，
ハ

ッチ
開

放
時

は
フェ

ンス
を

設
置

し施
錠

管
理

を
実

施
。

R-
5-

6
CU

W
 F

/D
(B

)室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

R-
5-

10
新

燃
料

貯
蔵

庫
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

R-
5-

11
FP

C 
F/

D(
A,

B)
室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－

R-
5-

12
キ

ャス
クピ

ット
ピッ

ト
－

－
－

コン
クリ

ー
ト躯

体
内

に
水

が
満

た
され

た
構

造
で

あ
り，

火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
R-

6-
1

オ
ペ

フロ
（

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

）
プ

ー
ル

－
－

－


火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
画

に
管

理
され

な
い

可
燃

物
が

持
ち

込
ま

れ
て

い
な

い
こと

を
継

続
的

に
維

持
す

る
た

め
，

巡
視

点
検

に
よ

る
確

認
に

加
え

，
物

理
的

な
措

置
とし

て
，

当
該

火
災

区
画

に
対

して
施

錠
等

に
よ

る
管

理
を

追
加

す
る

設
計

とす
る

。


上
記

に
基

づ
き

，
各

火
災

区
画

に
お

け
る

現
在

の
状

況
（

用
途

，
扉

等
の

設
置

状
況

，
施

錠
／

閉
止

状
況

）
を

調
査

し，
調

査
結

果
を

踏
ま

え
て

，
物

理
的

な
措

置
が

講
じら

れ
て

い
な

い
火

災
区

画
に

対
して

追
加

措
置

（
扉

追
設

，
施

錠
管

理
）

を
講

じる
こと

とす
る

。表
１

２
に

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

お
け

る
可

燃
物

持
込

防
止

の
た

め
の

物
理

的
な

措
置

を
⽰

す
。


ま

た
，

表
１

３
に

上
記

の
物

理
的

な
措

置
を

含
め

た
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
画

に
対

す
る

可
燃

物
管

理
の

全
体

概
要

を
⽰

す
。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

１
２

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

お
け

る
可

燃
物

持
込

防
止

の
た

め
の

物
理

的
措

置
（

２
／

６
）

対
象

現
在

の
状

態
可

燃
物

持
ち

込
み

に
対

す
る

追
加

措
置

火
災

区
画

番
号

火
災

区
画

(部
屋

)名
称

用
途

扉
等

の
設

置
状

況
施

錠
／

閉
止

状
況

※
１

追
加

措
置

※
２

理
由

T-
1-

9
1階

階
段

室
通

路
※

３
扉

施
錠

－
施

錠
管

理
され

た
区

画
で

あ
り，

可
燃

物
の

持
込

防
止

が
図

られ
て

い
る

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
T-

1-
15

O
G再

結
合

器
B室

部
屋

扉
施

錠
－

同
上

（
T-

1-
9に

て
施

錠
管

理
）

T-
1-

16
O

G再
結

合
器

A室
部

屋
扉

施
錠

－

T-
1-

17
2階

階
段

室
通

路
※

３
扉

施
錠

－

T-
2-

15
サ

ンプ
ル

ラッ
ク室

通
路

※
３

扉
－

施
錠

管
理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。
RW

-B
1-

1
使

用
済

樹
脂

タン
ク室

部
屋

扉
施

錠
－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

RW
-B

1-
5

廃
液

収
集

タン
ク室

部
屋

扉
施

錠
－

RW
-B

1-
7

廃
液

ス
ラッ

ジ
貯

蔵
室

部
屋

扉
施

錠
－

RW
-B

1-
9

廃
液

中
和

タン
ク室

部
屋

扉
施

錠
－

RW
-1

-1
廃

液
サ

ンプ
ル

タン
ク室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。
RW

-1
-2

オ
フガ

ス
サ

ンプ
ル

ラッ
ク室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

RW
-1

-1
0

排
ガ

ス
減

衰
管

室
部

屋
ブ

ロッ
ク壁

閉
止

－
ブ

ロッ
ク壁

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

RW
-1

-1
1

排
ガ

ス
復

水
器

A室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

ハ
ッチ

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

な
お

，
ハ

ッチ
開

放
時

は
フェ

ンス
を

設
置

し施
錠

管
理

を
実

施
。

RW
-1

-1
2

排
ガ

ス
復

水
器

B室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-1

-1
3

床
ドレ

ンフ
ィル

タ室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-1

-1
4

廃
液

収
集

フィ
ル

タB
室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

１
２

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

お
け

る
可

燃
物

持
込

防
止

の
た

め
の

物
理

的
措

置
（

３
／

６
）

対
象

現
在

の
状

態
可

燃
物

持
ち

込
み

に
対

す
る

追
加

措
置

火
災

区
画

番
号

火
災

区
画

(部
屋

)名
称

用
途

扉
等

の
設

置
状

況
施

錠
／

閉
止

状
況

※
１

追
加

措
置

※
２

理
由

RW
-1

-1
5

廃
液

収
集

フィ
ル

タA
室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－

ハ
ッチ

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

な
お

，
ハ

ッチ
開

放
時

は
フェ

ンス
を

設
置

し施
錠

管
理

を
実

施
。

RW
-1

-1
6

脱
塩

装
置

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-1

-1
7

排
ガ

ス
前

置
フィ

ル
タA

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-1

-1
8

排
ガ

ス
前

置
フィ

ル
タB

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-1

-1
9

排
ガ

ス
後

置
フィ

ル
タA

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-1

-2
0

排
ガ

ス
後

置
フィ

ル
タB

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-2

-5
クラ

リフ
ァイ

ヤ
ー

タン
ク室

部
屋

扉
施

錠
－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

RW
-2

-7
デ

ィス
トレ

ー
トコ

レ
クタ

ー
タン

ク室
部

屋
－

－
扉

追
設

，
施

錠
管

理
扉

等
が

な
く施

錠
／

閉
止

され
て

い
な

い
た

め
，

扉
を

追
設

した
うえ

で
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。
RW

-3
-4

廃
液

濃
縮

器
A室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－
ハ

ッチ
に

よ
り閉

止
され

た
区

画
で

あ
り，

可
燃

物
の

持
込

防
止

が
図

られ
て

い
る

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
な

お
，

ハ
ッチ

開
放

時
は

フェ
ンス

を
設

置
し施

錠
管

理
を

実
施

。
RW

-3
-5

廃
液

濃
縮

器
B室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－

RW
-3

-6
活

性
炭

ベ
ッド

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-3

-7
再

生
ガ

ス
メッ

シ
ュフ

ィル
ター

室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理
扉

は
あ

る
が

施
錠

され
て

い
な

い
た

め
，

施
錠

管
理

を
実

施
し，

可
燃

物
の

持
ち

込
み

を
図

る
。

RW
-3

-8
除

湿
器

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

ハ
ッチ

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

な
お

，
ハ

ッチ
開

放
時

は
フェ

ンス
を

設
置

し施
錠

管
理

を
実

施
。

RW
-3

-9
除

湿
器

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

RW
-5

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
RW

-5
）

部
屋

扉
施

錠
－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

RW
-6

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
RW

-6
）

部
屋

扉
施

錠
－
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

１
２

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

お
け

る
可

燃
物

持
込

防
止

の
た

め
の

物
理

的
措

置
（

４
／

６
）

対
象

現
在

の
状

態
可

燃
物

持
ち

込
み

に
対

す
る

追
加

措
置

火
災

区
画

番
号

火
災

区
画

(部
屋

)名
称

用
途

扉
等

の
設

置
状

況
施

錠
／

閉
止

状
況

※
１

追
加

措
置

※
２

理
由

NR
W

-B
3-

2
減

容
固

化
体

貯
蔵

室
部

屋
扉

施
錠

－
施

錠
管

理
され

た
区

画
で

あ
り，

可
燃

物
の

持
込

防
止

が
図

られ
て

い
る

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。

NR
W

-B
3-

4
減

容
固

化
系

溶
解

タン
ク

室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。
NR

W
-B

3-
11

クラ
ッド

ス
ラリ

上
澄

水
受

タン
ク室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

NR
W

-B
2-

2
減

容
固

化
系

キ
ャッ

ピン
グ

装
置

室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理

NR
W

-B
2-

3
減

容
固

化
系

ペ
レ

ット
充

填
装

置
室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

NR
W

-B
2-

10
使

用
済

樹
脂

貯
蔵

タン
ク

室
部

屋
扉

施
錠

－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

NR
W

-B
2-

12
電

磁
ろ

過
器

供
給

タン
ク

室
部

屋
扉

施
錠

－

NR
W

-B
2-

16
濃

縮
廃

液
受

け
タン

ク室
部

屋
扉

施
錠

－

NR
W

-B
2-

17
機

器
ドレ

ン処
理

水
タン

ク室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理
扉

は
あ

る
が

施
錠

され
て

い
な

い
た

め
，

施
錠

管
理

を
実

施
し，

可
燃

物
の

持
込

防
止

を
図

る
。

NR
W

-B
1-

3
バ

ル
ブ

室
部

屋
扉

施
錠

－
施

錠
管

理
され

た
区

画
で

あ
り，

可
燃

物
の

持
込

防
止

が
図

られ
て

い
る

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
NR

W
-B

1-
5

減
容

固
化

系
ペ

レ
ット

ホ
ッパ

室
部

屋
扉

施
錠

－

NR
W

-B
1-

15
サ

ンプ
リン

グ
シ

ンク
室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。

NR
W

-B
1-

20
バ

ル
ブ

エ
リア

室
部

屋
扉

施
錠

－
施

錠
管

理
され

た
区

画
で

あ
り，

可
燃

物
の

持
込

防
止

が
図

られ
て

い
る

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

１
２

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

お
け

る
可

燃
物

持
込

防
止

の
た

め
の

物
理

的
措

置
（

５
／

６
）

対
象

現
在

の
状

態
可

燃
物

持
ち

込
み

に
対

す
る

追
加

措
置

火
災

区
画

番
号

火
災

区
画

(部
屋

)名
称

用
途

扉
等

の
設

置
状

況
施

錠
／

閉
止

状
況

※
１

追
加

措
置

※
２

理
由

NR
W

-B
1-

21
クラ

ッド
ス

ラリ
濃

縮
器

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

ハ
ッチ

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

な
お

，
ハ

ッチ
開

放
時

は
フェ

ンス
を

設
置

し施
錠

管
理

を
実

施
。

NR
W

-B
1-

22
クラ

ッド
ス

ラリ
濃

縮
器

加
熱

器
室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－

NR
W

-1
-1

6
電

磁
ろ

過
器

バ
ル

ブ
室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。

NR
W

-1
-2

3
キ

ャス
ク除

染
ピッ

ト室
部

屋
－

－
扉

追
設

，
施

錠
管

理
扉

等
が

な
く施

錠
／

閉
止

され
て

い
な

い
た

め
，

扉
を

追
設

した
うえ

で
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。

NR
W

-1
-2

4
ス

キ
マ

サ
ー

ジ
タン

ク室
部

屋
扉

施
錠

－
施

錠
管

理
され

た
区

画
で

あ
り，

可
燃

物
の

持
込

防
止

が
図

られ
て

い
る

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
NR

W
-1

-2
5

電
磁

ろ
過

器
Ａ

室
部

屋
ハ

ッチ
閉

止
－

ハ
ッチ

に
よ

り閉
止

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

な
お

，
ハ

ッチ
開

放
時

は
フェ

ンス
を

設
置

し施
錠

管
理

を
実

施
。

NR
W

-1
-2

6
電

磁
ろ

過
器

Ｂ
室

部
屋

ハ
ッチ

閉
止

－

NR
W

-2
-1

0
超

ろ
過

器
供

給
タン

ク室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。

NR
W

-2
-2

0
チ

ェス
室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

NR
W

-2
-2

1
サ

ンプ
リン

グ
シ

ンク
室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

NR
W

-3
-3

減
容

固
化

系
ミス

トセ
パ

レ
ー

タ室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理

NR
W

-3
-1

5
給

気
加

熱
コイ

ル
Ｃ

室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

１
２

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

お
け

る
可

燃
物

持
込

防
止

の
た

め
の

物
理

的
措

置
（

６
／

６
）

対
象

現
在

の
状

態
可

燃
物

持
ち

込
み

に
対

す
る

追
加

措
置

火
災

区
画

番
号

火
災

区
画

(部
屋

)名
称

用
途

扉
等

の
設

置
状

況
施

錠
／

閉
止

状
況

※
１

追
加

措
置

※
２

理
由

NR
W

-3
-1

7
給

気
加

熱
コイ

ル
Ｂ

室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理
扉

は
あ

る
が

施
錠

され
て

い
な

い
た

め
，

施
錠

管
理

を
実

施
し，

可
燃

物
の

持
込

防
止

を
図

る
。

NR
W

-3
-1

9
給

気
加

熱
コイ

ル
Ａ

室
部

屋
扉

－
施

錠
管

理

NR
W

-3
-2

3
減

容
固

化
系

供
給

タン
ク

部
屋

扉
施

錠
－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

NR
W

-4
-2

減
容

固
化

系
乾

燥
機

復
水

器
室

部
屋

扉
－

施
錠

管
理

扉
は

あ
る

が
施

錠
され

て
い

な
い

た
め

，
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。

NR
W

-4
-1

2
補

機
冷

却
水

サ
ー

ジ
タン

ク・
冷

水
膨

張
タン

ク室
部

屋
－

－
扉

追
設

，
施

錠
管

理
扉

等
が

な
く施

錠
／

閉
止

され
て

い
な

い
た

め
，

扉
を

追
設

した
うえ

で
施

錠
管

理
を

実
施

し，
可

燃
物

の
持

込
防

止
を

図
る

。

0-
1

復
水

貯
蔵

タン
クエ

リア
部

屋
扉

施
錠

－

施
錠

管
理

され
た

区
画

で
あ

り，
可

燃
物

の
持

込
防

止
が

図
られ

て
い

る
た

め
，

追
加

措
置

は
不

要
。

0-
4

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
DG

-2
Cル

ー
フベ

ント
ファ

ン室
）

部
屋

扉
施

錠
－

0-
5

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
DG

-2
Dル

ー
フベ

ント
ファ

ン室
）

部
屋

扉
施

錠
－

0-
6

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
DG

-H
PC

Sル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

）
部

屋
扉

施
錠

－

0-
14

-4
代

替
淡

水
貯

槽
貯

水
設

備
－

－
－

コン
クリ

ー
ト躯

体
内

に
水

が
満

た
され

た
構

造
で

あ
り，

火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

た
め

，
追

加
措

置
は

不
要

。
D-

B3
-2

⻄
側

淡
水

貯
水

設
備

貯
水

設
備

－
－

－
※

１
︓

施
錠

に
よ

る
管

理
の

例
を

別
図

１
，

ハ
ッチ

に
よ

る
管

理
の

例
を

別
図

２
に

⽰
す

。
※

２
︓

追
加

措
置

を
講

じる
火

災
区

画
の

うち
，

RW
-1

-1
の

み
が

有
効

性
評

価
に

お
け

る
ア

クセ
ス

ル
ー

トに
該

当
す

る
が

，
施

錠
管

理
を

⾏
う部

屋
の

内
側

か
らサ

ム
ター

ンに
よ

り開
錠

す
る

た
め

，
ア

クセ
ス

ル
ー

トに
影

響
は

な
い

。
※

３
︓

巡
視

点
検

，
工

事
等

で
⽴

ち
⼊

る
火

災
区

画
に

ア
クセ

ス
す

る
通

路
で

あ
り，

定
常

的
に

⼈
が

⽴
ち

⼊
る

場
所

で
は

な
い

。概
要

を
別

図
３

，
別

図
４

に
⽰

す
。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

40

別
図

１
施

錠
に

よ
る

管
理

の
例

別
図

２
ハ

ッチ
に

よ
る

管
理

の
例

ハ
ッチ

開
放

時
は

フェ
ンス

を
設

置
し，

施
錠

管
理

ハ
ッチ

閉
止

状
態
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41

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

別
図

３
ター

ビン
建

屋
階

段
室

の
概

要


1階

階
段

室
（

T-
1-

9）
及

び
2階

階
段

室
（

T-
1-

17
）

は
以

下
の

別
図

３
に

⽰
す

とお
り，

排
ガ

ス
コン

デ
ン

サ
B室

（
T-

1-
8）

及
び

O
G再

結
合

器
A室

，
B室

（
T-

1-
16

，
T-

1-
15

）
へ

ア
クセ

ス
す

る
通

路
で

あ
る

。


当
該

火
災

区
画

は
別

図
３

に
⽰

す
箇

所
に

て
施

錠
管

理
を

⾏
い

，
管

理
され

な
い

可
燃

物
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
。
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42

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

別
図

４
サ

ンプ
ル

ラッ
ク室

の
概

要


サ

ンプ
ル

ラッ
ク室

（
T-

2-
15

）
は

以
下

の
別

図
４

に
⽰

す
とお

り，
RW

建
屋

給
気

ファ
ン室

(A
/B

)（
T-

2-
7）

及
び

ター
ビン

建
屋

排
気

ファ
ン室

(A
/B

/C
)

（
T-

2-
8）

へ
ア

クセ
ス

す
る

通
路

で
あ

る
。


当

該
火

災
区

画
は

別
図

４
に

⽰
す

箇
所

に
て

施
錠

管
理

を
⾏

い
，

管
理

され
な

い
可

燃
物

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

区
分

可
燃

物
管

理
の

運
用

備
考

可
燃

物
管

理
（

事
前

の
ソ

フ
ト対

策
）

①
防

火
・防

災
管

理
者

を
配

備
し，

火
災

の
発

生
防

止
，

火
災

発
生

時
の

火
災

規
模

の
縮

⼩
化

，
影

響
軽

減
を

目
的

に
，

持
込

可
燃

物
の

運
用

管
理

⼿
順

を
定

め
て

，
全

体
の

管
理

を
⾏

う。
②

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
可

燃
物

の
火

災
荷

重
と耐

火
壁

の
耐

火
能

⼒
を

比
較

し耐
火

壁
の

耐
火

機
能

を
喪

失
させ

な
い

こと
確

認
す

る
た

め
，

電
算

機
の

シ
ス

テ
ム

に
よ

り持
込

可
燃

物
を

管
理

す
る

。
③

可
燃

物
を

持
ち

込
む

場
合

に
は

申
請

書
を

作
成

し，
シ

ス
テ

ム
管

理
担

当
箇

所
に

よ
る

可
燃

物
持

ち
込

み
後

に
お

い
て

も
管

理
基

準
を

超
過

しな
い

こと
の

確
認

を
受

け
た

後
，

工
事

担
当

マ
ネ

ー
ジ

ャの
承

認
を

得
る

。
可

燃
物

管
理

（
事

前
の

ハ
ー

ド対
策

）

④
火

災
区

画
の

⼊
⼝

に
は

可
燃

物
の

持
込

禁
止

若
しく

は
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
に

は
当

社
へ

連
絡

す
る

こと
を

指
⽰

す
る

標
識

等
（

火
災

区
画

番
号

，
火

災
区

画
名

称
含

む
。）

を
掲

⽰
す

る
。

別
図

５
※

⑤
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

扉
や

フェ
ンス

に
て

施
錠

管
理

を
す

る
こと

で
，

管
理

され
な

い
可

燃
物

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

運
用

とす
る

。工
事

等
で

当
該

火
災

区
画

に
⽴

ち
⼊

る
者

は
，

工
事

担
当

部
門

に
鍵

の
貸

し出
しを

依
頼

し，
工

事
担

当
部

門
は

鍵
を

管
理

す
る

部
門

へ
連

絡
し，

鍵
を

管
理

す
る

部
門

が
⽴

⼊
者

に
鍵

を
貸

し出
す

。鍵
の

貸
し出

しに
際

して
は

，
台

帳
に

て
管

理
を

⾏
う。

作
業

中
に

お
け

る
管

理
⑥

火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

画
へ

可
燃

物
を

持
ち

込
む

場
合

は
，

作
業

員
（

監
視

員
）

に
よ

る
監

視
を

⾏
う。

別
図

５
※

⑦
作

業
員

（
監

視
員

）
の

監
視

に
よ

り火
災

を
発

⾒
した

場
合

，
送

受
話

器
（

ペ
ー

ジ
ング

）
，

電
⼒

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

固
定

電
話

機
）

又
は

電
⼒

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

PH
S端

末
）

（
以

下
「通

信
設

備
」と

い
う。

）
に

よ
り中

央
制

御
室

に
火

災
の

発
生

した
火

災
区

画
番

号
，

火
災

区
画

名
称

，
火

災
の

発
生

状
況

等
を

連
絡

す
る

。
⑧

上
記

⑥
⑦

の
可

燃
物

管
理

の
運

用
に

つ
い

て
は

予
め

工
事

要
領

書
等

に
記

載
し，

関
係

者
に

周
知

徹
底

す
る

。
管

理
され

な
い

可
燃

物
が

持
ち

込
ま

れ
て

い
な

い
こと

の
継

続
的

な
維

持

⑤
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

扉
や

フェ
ンス

に
て

施
錠

管
理

を
す

る
こと

で
，

管
理

され
な

い
可

燃
物

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

運
用

とす
る

。工
事

等
で

当
該

火
災

区
画

に
⽴

ち
⼊

る
者

は
，

工
事

担
当

部
門

に
鍵

の
貸

し出
しを

依
頼

し，
工

事
担

当
部

門
は

鍵
を

管
理

す
る

部
門

へ
連

絡
し，

鍵
を

管
理

す
る

部
門

が
⽴

⼊
者

に
鍵

を
貸

し出
す

。鍵
の

貸
し出

しに
際

して
は

，
台

帳
に

て
管

理
を

⾏
う。

⑨
運

転
員

に
よ

る
設

備
の

運
転

・維
持

状
態

，
異

常
発

生
の

有
無

等
を

確
認

す
る

日
々

の
巡

視
点

検
を

⾏
って

お
り，

この
他

に
持

込
可

燃
物

の
申

請
書

に
基

づ
くパ

トロ
ー

ル
，

適
切

に
防

火
対

策
が

講
じら

れ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

安
全

パ
トロ

ー
ル

等
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
な

お
，

施
錠

管
理

す
る

火
災

区
画

の
鍵

の
状

態
に

つ
い

て
は

，
この

巡
視

点
検

な
どに

よ
り確

認
され

る
。

※
︓

別
図

５
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
画

に
対

す
る

可
燃

物
管

理
の

概
要

表
１

３
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

け
る

可
燃

物
管

理
の

概
要
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44

可
燃

物
持

込
禁

止
エ

リア

・本
エ

リア
は

火
災

感
知

器
が

設
置

され
て

い
な

い
た

め
，

可
燃

物
の

持
ち

込
み

が
禁

止
され

て
い

ま
す

。
持

ち
込

み
が

必
要

な
場

合
は

当
社

監
理

員
へ

連
絡

して
くだ

さい
。

火
災

区
画

番
号

○
○

-○
-○

○
部

屋
名

称
○

○
○

・本
エ

リア
に

て
火

災
を

発
⾒

した
際

は
，

上
記

火
災

区
画

番
号

及
び

部
屋

名
称

を
中

央
制

御
室

（
電

話
番

号
○

○
○

○
）

へ
連

絡
して

くだ
さい

。

【社
内

規
程

で
定

め
られ

て
い

る
火

災
等

発
生

時
の

連
絡

内
容

】
（

工
事

要
領

書
へ

の
記

載
例

）
火

災
発

生
時

の
対

応

【連
絡

内
容

】

【火
災

発
⾒

】
場

所
連

絡
先

電
話

番
号

東
Ⅱ

管
理

区
域

周
辺

防
護

区
域

東
Ⅱ

中
央

制
御

室
〇

〇
〇

〇

︓
︓

︓

︓
︓

︓

1.
わ

た
しは

︓
〇

〇
社

の
〇

〇
で

す
。

2.
事

象
︓

火
災

を
発

⾒
しま

した
。

3.
い

つ
︓

〇
時

〇
分

頃
4.

どこ
で

︓
火

災
区

画
番

号
〇

〇
部

屋
名

称
〇

〇
で

す
。

5.
状

況
︓

〇
・・

・・
・・

〇

【現
場

で
の

掲
⽰

例
】

○
作

業
中

に
お

い
て

火
災

を
発

⾒
した

場
合

に
は

，
下

記
の

通
信

設
備

の
い

ず
れ

か
を

使
用

し，
中

央
制

御
室

へ
連

絡
・送

受
話

器
（

ペ
ー

ジ
ング

）
・電

⼒
保

安
通

信
用

電
話

設
備

（
固

定
電

話
機

）
・電

⼒
保

安
通

信
用

電
話

設
備

（
PH

S端
末

）

・わ
た

しは
，

〇
〇

社
の

〇
〇

で
す

。
・火

災
を

発
⾒

しま
した

。
・〇

時
〇

分
頃

・場
所

は
，

〇
〇

-〇
-〇

〇
，

〇
〇

〇
で

す
。

・煙
と炎

が
⾒

え
ま

す
。

可
燃
物
管
理
の
運
用

火
災
発
見
時
の
対
応

中
央
制
御
室
で
の
対
応

・防
災

表
⽰

盤

NR
W

〇
-〇NR

W
〇

-〇

NR
W

〇
-〇

NR
W

〇
-〇 NR

W
〇

-〇NR
W

〇
-〇

NR
W

〇
-〇

作
業

員
（

監
視

員
）

発
電

⻑
運

転
員

○
消

防
機

関
へ

通
報

○
所

内
関

係
箇

所
へ

連
絡

火
災

区
域

，
火

災
区

画
の

配
置

を明
⽰

した
図

面

火
災

発
生

場
所

の
確

認
，

現
場

移
動

及
び

初
期

消
火

対
応

を
指

⽰

○
所

内
の

異
常

時
の

対
応

体
制

に
移

⾏
して

，
火

災
対

応
に

当
た

る

別
図

５
火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
画

に
対

す
る

可
燃

物
管

理
の

概
要

○
連

絡
を

受
け

た
発

電
⻑

は
，

運
転

員
に

以
下

を
指

⽰
・防

災
表

⽰
盤

で
の

火
災

発
生

場
所

の
確

認
・現

場
へ

の
移

動
及

び
火

災
発

生
時

の
初

期
消

火
対

応
○

運
転

員
は

上
記

指
⽰

に
従

って
対

応

○
防

災
表

⽰
盤

に
配

備
した

図
面

を
確

認

・建
屋

名
称

・階
層

，
火

災
区

画
番

号
，

部
屋

名
称

が
記

載
され

た
図

面

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
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４
．

４
．

２
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
を

踏
ま

え
て

適
切

に
火

災
感

知
を

⾏
う火

災
区

域
・火

災
区

画


安
全

機
能

又
は

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
機

能
を

有
す

る
機

器
が

設
置

され
て

い
な

い
若

しく
は

安
全

機
能

又
は

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
機

能
が

火
災

に
よ

り影
響

を
受

け
な

い
こと

か
ら，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を
⾏

うこ
とで

十
分

な
保

安
水

準
の

確
保

が
達

成
で

き
る

。


消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
は

，
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
を

優
先

す
る

が
，

既
設

の
火

災
感

知
器

を
考

慮
して

非
ア

ナ
ログ

式
も

含
め

て
選

択
す

る
。具

体
的

に
は

ア
ナ

ログ
式

煙
感

知
器

を
優

先
し，

煙
感

知
方

式
が

適
さな

い
場

合
に

は
熱

感
知

方
式

を
選

択
す

る
。非

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

を
選

択
す

る
場

合
は

光
電

式
ス

ポ
ット

型
煙

感
知

器
を

基
本

とし
て

い
る

が
，

設
置

場
所

の
環

境
条

件
に

応
じて

以
下

の
とお

り火
災

感
知

器
を

選
択

して
い

る
。具

体
的

な
配

置
図

を
別

添
８

に
⽰

す
。


消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
を

踏
ま

え
て

火
災

感
知

器
に

よ
り，

火
災

を
有

効
に

感
知

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
と考

え
られ

る
場

合
，

よ
り有

効
に

火
災

を
感

知
で

き
る

代
替

措
置

を
講

じる
設

計
とす

る
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
・火

災
区

画

Ye
s

炎
感

知
器

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

ニ（
イ）

か
ら（

ト）
に

掲
げ

る
場

所
※
か

熱
感

知
器

光
電

式
ス

ポ
ット

型
煙

感
知

器

Ye
s

No

No

図
１

３
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
を

踏
ま

え
て

適
切

に
火

災
感

知
を

⾏
う火

災
区

域
・火

災
区

画
の

火
災

感
知

器
の

選
択

フロ
ー

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ2
0m

以
上

の
場

所
か

取
付

面
高

さ2
0ｍ

未
満

で
は

あ
る

が
，

大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か

光
電

分
離

型
煙

感
知

器

No

Ye
s

※
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
ニ

に
掲

げ
る

場
所

は
以

下
の

とお
り

（
イ）

じん
あ

い
、微

粉
又

は
水

蒸
気

が
多

量
に

滞
留

す
る

場
所

（
ロ）

腐
食

性
ガ

ス
が

発
生

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

（
ハ

）
厨

房
その

他
正

常
時

に
お

い
て

煙
が

滞
留

す
る

場
所

（
ニ）

著
しく

高
温

とな
る

場
所

（
ホ

）
排

気
ガ

ス
が

多
量

に
滞

留
す

る
場

所
（

ヘ
）

煙
が

多
量

に
流

⼊
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
（

ト）
結

露
が

発
生

す
る

場
所

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ8
m

以
上

の
場

所
か

No

Ye
s

火
災

感
知

器
に

よ
り有

効
に

火
災

を
感

知
で

き
る

場
所

か

No

代
替

措
置

に
よ

る
感

知

Ye
s
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消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
を

踏
ま

え
て

適
切

に
火

災
感

知
を

⾏
う火

災
区

域
・火

災
区

画
の

うち
，

代
替

措
置

に
よ

り火
災

を
感

知
す

る
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
屋

上
の

概
要

を
以

下
に

⽰
す

。
•

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

屋
上

に
は

ス
イッ

チ
ギ

ア
室

チ
ラー

ユ
ニ

ット
，

中
央

制
御

室
チ

ラー
ユ

ニ
ット

及
び

バ
ッテ

リー
室

送
風

機
が

，
ま

た
，

緊
急

時
対

策
所

建
屋

屋
上

に
は

空
冷

コン
デ

ン
サ

及
び

空
調

機
が

設
置

され
て

い
る

（
以

下
，

これ
ら設

備
を

「チ
ラー

ユ
ニ

ット
等

」と
い

う。
）

（
図

１
４

，
図

１
５

）
。

•
チ

ラー
ユ

ニ
ット

等
の

電
動

機
は

可
燃

物
で

あ
る

グ
リス

を
内

包
して

い
る

た
め

，
過

電
流

に
よ

り電
動

機
が

発
火

源
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

が
，

電
動

機
に

は
過

電
流

検
出

用
継

電
器

を
設

置
し，

過
電

流
検

出
時

に
は

遮
断

器
を

解
放

して
通

電
を

停
止

させ
る

機
能

が
備

わ
って

い
る

。
万

⼀
，

電
動

機
に

火
災

が
発

生
した

場
合

，
電

動
機

は
⾦

属
で

覆
わ

れ
た

チ
ラー

ユ
ニ

ット
等

の
内

部
に

あ
り，

チ
ラー

ユ
ニ

ット
等

の
外

部
か

ら火
災

感
知

器
に

よ
り火

災
を

有
効

に
感

知
し難

い
。こ

の
た

め
，

代
替

措
置

とし
て

，
過

電
流

検
出

用
継

電
器

が
作

動
して

故
障

回
路

が
遮

断
され

る
と，

中
央

制
御

室
に

機
器

の
異

常
を

知
らせ

る
警

報
が

発
報

し，
運

転
員

に
異

常
の

発
生

を
知

らせ
る

こと
に

よ
り，

火
災

感
知

器
が

有
効

に
感

知
可

能
な

場
合

と同
等

の
保

安
水

準
を

確
保

す
る

代
替

措
置

を
講

ず
る

設
計

とし
て

い
る

。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
１

４
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
屋

上

46

図
１

５
緊

急
時

対
策

所
屋

上
の

概
要
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使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

は
，

⾦
属

製
の

乾
式

貯
蔵

容
器

（
ドラ

イキ
ャス

ク）
に

収
納

され
た

使
用

済
燃

料
を

貯
蔵

保
管

して
お

り，
換

気
は

，
空

気
を

建
屋

下
部

の
給

気
⼝

か
ら取

り⼊
れ

，
自

然
循

環
に

よ
り建

屋
上

部
の

排
気

⼝
か

ら排
出

す
る

方
式

を
採

用
して

い
る

。


同
建

屋
は

，
火

災
に

よ
り安

全
機

能
へ

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

が
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

該
当

す
る

た
め

，
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
，

火
災

感
知

器
を

１
種

類
選

択
し設

置
して

い
る

。感
知

方
式

とし
て

は
，

取
付

面
高

さが
２

０
ｍ

以
上

の
場

所
は

非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

，
取

付
面

高
さが

２
０

ｍ
未

満
の

場
所

は
光

電
式

ス
ポ

ット
型

煙
感

知
器

を
消

防
法

に
従

って
設

置
して

い
る

。


ま
た

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
に

加
え

て
自

主
的

な
対

応
とし

て
，

取
付

面
高

さが
２

０
ｍ

以
上

で
あ

る
も

の
の

，
排

気
⼝

が
建

屋
上

部
に

あ
る

た
め

，
光

電
分

離
型

の
煙

感
知

器
を

設
置

して
い

る
。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討 図
１

６
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
平

面
図

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
平

面
図

電
気
室

26
ｍ

54
ｍ

26
ｍ

47

︓
非
ア
ナ
ロ
グ
式
炎
感
知
器
（
20
m
以
上
）

︓
光

電
式

ス
ポ

ット
型

煙
感

知
器

（
20

m
未

満
）

︓
光
電
分
離
型
煙
感
知
器
（
⾃
主
設
置
）

※
※
光
電
式
ス
ポ
ッ
ト
型
煙
感
知

器
を
設
置
す
る
場
所
は
壁
及

び
天
井
に
囲
わ
れ
て
い
る
電

気
室
等
で
あ
り
，
濃
霧
が
発

生
し
た
場
合
で
も
影
響
は
な

い
。

︓
空

気
の

流
れ

54
ｍ

取 付 面 高 さ

54
ｍ

21
ｍ

26
ｍ
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

48

図
１

７
パ

イプ
チ

ェス
室

と超
ろ

過
器

室
の

火
災

区
画

を
統

合
した

火
災

感
知

器
の

配
置

概
要


火

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
うち

，
周

辺
と物

理
的

に
区

分
され

て
い

な
い

火
災

区
画

で
あ

る
パ

イプ
チ

ェス
室

，
階

段
室

及
び

常
設

代
替

注
水

系
配

管
カル

バ
ー

トに
つ

い
て

，
隣

接
す

る
火

災
区

画
と統

合
し，

火
災

を
有

効
に

感
知

で
き

る
よう

火
災

感
知

設
計

の
最

適
化

を
図

った
。図

１
７

に
パ

イプ
チ

ェス
室

と超
ろ

過
器

室
の

火
災

区
画

を
統

合
した

火
災

感
知

器
の

配
置

概
要

，
図

１
８

に
階

段
室

と通
路

の
火

災
区

画
を

統
合

した
火

災
感

知
器

の
配

置
概

要
，

図
１

９
に

常
設

代
替

注
水

系
配

管
カル

バ
ー

トと
常

設
低

圧
代

替
注

水
系

ポ
ンプ

室
の

火
災

区
画

を
統

合
した

火
災

感
知

器
の

配
置

概
要

を
⽰

す
。
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

49

図
１

８
階

段
室

と通
路

の
火

災
区

画
を

統
合

した
火

災
感

知
器

の
配

置
概

要

68



４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

50

図
１

９
常

設
低

圧
代

替
注

水
系

配
管

カル
バ

ー
トと

常
設

低
圧

代
替

注
水

系
ポ

ンプ
室

の
火

災
区

画
を

統
合

した
火

災
感

知
器

の
配

置
概

要

69
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４
．

４
．

３
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
用

対
象

で
は

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画


屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
例

とし
て

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
の

概
要

を
⽰

す
。そ

の
他

の
火

災
区

域
・

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
，

補
足

ー
５

参
照

。
【海

水
ポ

ンプ
室

】
•

海
水

ポ
ンプ

室
の

火
災

感
知

器
等

は
，

屋
外

に
設

置
す

る
た

め
火

災
時

の
煙

の
拡

散
，

降
水

等
の

影
響

を
考

慮
し，

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラと

非
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
とす

る
。

•
海

水
ポ

ンプ
室

の
火

災
を

有
効

に
感

知
す

る
た

め
に

熱
感

知
カメ

ラと
非

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
を

，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

及
び

発
火

源
とな

り得
る

設
備

を
監

視
で

き
る

よう
に

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
２

０
海

水
ポ

ンプ
室

【凡
例

】
△

︓
熱

感
知

カメ
ラ

○
︓

炎
感

知
器

海
水

ポ
ンプ

室
北

側
平

面
図

A

A
熱

感
知

カメ
ラの

監
視

範
囲

例
（

A-
A断

面
）

補
機
冷
却
系
海
⽔
ポ
ン
プ

（
AS
W
-A
）

熱
感
知
カ
メ
ラ

火
災

を
有

効
に

検
知

で
き

る
よ

う，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

及
び

発
火

源
（

電
動

機
）

とな
り得

る
設

備
を

監
視

熱
感
知
カ
メ
ラ

発
火

源
（

電
動

機
）

火
災
防
護
上

重
要

な
機

器
等

重
大
事
故
等

対
処
施
設

発
火
源
と
な
り

得
る
設
備

D
G
SW

-2
C

○
○

○
（

電
動

機
）

R
H
R
S-
A

○
○

○
（

電
動

機
）

R
H
R
S-
C

○
○

○
（

電
動

機
）

AS
W
-A

－
－

○
（

電
動

機
）

AS
W
-C

－
－

○
（

電
動

機
）

熱
感

知
カメ

ラの
監

視
範

囲

70
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４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
【軽

油
貯

蔵
タン

ク設
置

区
域

】
•

燃
料

が
気

化
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
燃

料
貯

蔵
タン

クマ
ン

ホ
ー

ル
内

の
火

災
感

知
器

は
，

燃
料

が
気

化
す

る
こと

を
考

慮
し，

防
爆

型
の

火
災

感
知

器
とす

る
。

コン
クリ

ー
ト

内
部

マ
ンホ

ー
ル

防
爆

型
熱

感
知

器
防

爆
型

煙
感

知
器

外
部

マ
ンホ

ー
ル

軽
油

貯
蔵

タン
ク

乾
燥

砂
充

填

図
２

１
軽

油
貯

蔵
タン

ク設
置

区
域

【凡
例

】
●

︓
防

爆
型

煙
感

知
器

▲
︓

防
爆

型
熱

感
知

器

軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
平

面
図

A-
A断

面
図

A
A

71
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
第

2章
個

別
項

目
1.

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
方

針
設

計
基

準
対

象
施

設
は

，
火

災
に

よ
り発

電
用

原
⼦

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
な

い
よ

う，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

を
設

置
す

る
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
に

対
して

，
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

。
発

電
用

原
⼦

炉
施

設
は

，
火

災
に

よ
りそ

の
安

全
性

を
損

な
わ

な
い

よ
うに

，
適

切
な

火
災

防
護

対
策

を
講

じる
設

計
とす

る
。

火
災

防
護

対
策

を
講

じる
対

象
とし

て
「発

電
用

軽
水

型
原

⼦
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
」

の
クラ

ス
１

，
クラ

ス
２

及
び

安
全

評
価

上
その

機
能

を
期

待
す

る
クラ

ス
３

に
属

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

とす
る

。
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

は
，

上
記

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

の
うち

原
⼦

炉
の

高
温

停
止

及
び

低
温

停
止

を
達

成
し，

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

並
び

に
放

射
性

物
質

の
貯

蔵
又

は
閉

じ込
め

機
能

を
有

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

とす
る

。
（

中
略

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
，

火
災

に
よ

り重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
に

対
して

，
火

災
防

護
対

策
を

講
じる

。
（

中
略

）
な

お
，

発
電

用
原

⼦
炉

施
設

の
うち

，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

含
ま

れ
な

い
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
は

，
消

防
法

，
建

築
基

準
法

，
日

本
電

気
協

会
電

気
技

術
規

程
・指

針
に

基
づ

き
設

備
に

応
じた

火
災

防
護

対
策

を
講

じる
設

計
とす

る
。

第
2章

個
別

項
目

1.
火

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

方
針

変
更

な
し

・火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
又

は
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
含

ま
れ

な
い

機
器

等
の

み
を

設
け

た
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

火
災

感
知

の
設

計
に

つ
い

て
記

載
。

【消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を
⾏

う火
災

区
域

・火
災

区
画

【B
】】

表
１

４
基

本
設

計
方

針
の

⾒
直

し案
前

後
表

（
１

／
７

）

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映


４
章

の
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
の

火
災

感
知

の
設

計
を

踏
ま

え
，

基
本

設
計

方
針

の
⾒

直
し案

を
以

下
に

⽰
す

。
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
(2

)
火

災
の

感
知

及
び

消
火

a.
火

災
感

知
設

備
(a

)火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
（

Ｄ
Ｂ

ト
ンネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
及

び
を

除
く。

）
の

火
災

感
知

設
備

の
設

計

火
災

感
知

設
備

の
火

災
感

知
器

（
⼀

部
「東

海
，

東
海

第
⼆

発
電

所
共

用
」（

以
下

同
じ。

）
）

は
，

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
お

け
る

放
射

線
，

取
付

面
高

さ，
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

等
の

環
境

条
件

，
予

想
され

る
火

災
の

性
質

を
考

慮
し，

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

種
類

に
応

じ，
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
ア

ナ
ログ

式
の

煙
感

知
器

及
び

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
の

異
な

る
種

類
の

火
災

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

た
だ

し，
発

火
性

又
は

引
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
及

び
屋

外
等

は
，

環
境

条
件

や
火

災
の

性
質

を
考

慮
し，

非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

（
赤

外
線

方
式

）
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

防
爆

型
熱

感
知

器
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

防
爆

型
煙

感
知

器
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
方

式
）

，
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラ及

び
非

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
も

含
め

た
組

み
合

わ
せ

で
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

(2
)

火
災

の
感

知
及

び
消

火
a.

火
災

感
知

設
備

(a
)

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
（

原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

（
廃

棄
物

処
理

棟
）

内
の

代
替

所
内

電
気

設
備

，
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
及

び
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
の

関
連

設
備

を
設

置
す

る
場

所
並

び
に

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
及

び
格

納
容

器
圧

⼒
逃

が
し装

置
を

設
置

す
る

建
屋

を
除

く。
）

の
火

災
感

知
設

備
の

設
計

火
災

感
知

設
備

の
火

災
感

知
器

（
⼀

部
「東

海
，

東
海

第
⼆

発
電

所
共

用
」（

以
下

同
じ

。）
）

は
，

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
お

け
る

環
境

条
件

（
大

空
間

，
放

射
線

の
影

響
，

引
火

性
又

は
発

火
性

雰
囲

気
を

形
成

，
屋

外
環

境
）

，
予

想
され

る
火

災
の

性
質

を
考

慮
し

，
火

災
感

知
器

を
選

定
す

る
設

計
とす

る
。

ま
た

，
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
種

類
に

応
じ，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う，
固

有
の

信
号

を
発

す
る

ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
，

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
又

は
非

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
（

炎
が

発
す

る
赤

外
線

又
は

紫
外

線
を

感
知

す
る

た
め

，
炎

が
生

じ
た

時
点

で
感

知
す

る
こと

が
で

き
，

火
災

の
早

期
感

知
に

優
位

性
が

あ
る

火
災

感
知

器
）

の
中

か
ら，

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

設
計

とす
る

。な
お

，
上

記
の

設
計

の
とお

りに
火

災
感

知
器

を
設

置
で

き
な

い
場

所
は

，
環

境
条

件
や

火
災

の
性

質
を

考
慮

し
，

ア
ナ

ロ
グ

式
の

煙
吸

引
式

検
出

設
備

，
非

ア
ナ

ロ
グ

式
の

防
爆

型
熱

感
知

器
，

非
ア

ナ
ロ

グ
式

の
防

爆
型

煙
感

知
器

，
非

ア
ナ

ロ
グ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
方

式
）

，
屋

外
仕

様
の

熱
感

知
カメ

ラ及
び

非
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

も
含

め
た

組
み

合
わ

せ
で

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

・2
.2

.1
(1

)①
に

基
づ

き
環

境
条

件
等

を
考

慮
して

選
定

す
る

こと
，

ま
た

，
固

有
の

信
号

を
有

す
る

異
な

る
感

知
方

式
の

左
記

に
⽰

す
火

災
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

る
こと

を
記

載
。

【①
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

未
満

）
】

【②
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

以
上

）
】

【③
天

井
が

高
く大

空
間

とな
って

い
る

場
所

】
【⑥

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
）

】
【⑦

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
）

】
・前

述
の

火
災

感
知

器
の

組
合

せ
が

で
き

な
い

場
所

に
つ

い
て

，
左

記
の

火
災

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
る

こと
を

記
載

。
【④

放
射

線
量

が
高

い
場

所
】

【⑤
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
屋

内
）

】
【⑧

屋
外

開
放

の
火

災
区

域
・火

災
区

画
】

【⑨
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
地

下
タン

ク）
】

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映
表

１
４

基
本

設
計

方
針

の
⾒

直
し案

前
後

表
（

２
／

７
）
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
ー ー

火
災

感
知

器
等

は
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
，

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

を
優

先
して

使
用

す
る

こと
を

基
本

とす
る

が
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
を

使
用

す
る

場
合

は
，

感
知

方
式

の
特

性
及

び
環

境
条

件
（

温
度

（
周

辺
設

備
か

らの
影

響
を

含
む

）
，

煙
の

濃
度

（
じん

あ
い

及
び

水
蒸

気
の

影
響

を
含

む
）

，
外

光
の

影
響

）
を

考
慮

す
る

こと
に

よ
り

誤
作

動
を

防
止

す
る

設
計

とす
る

。

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
つ

い
て

は
，

設
置

場
所

ご
と

に
予

想
され

る
火

災
の

性
質

及
び

環
境

条
件

（
大

空
間

，
放

射
線

の
影

響
，

引
火

性
又

は
発

火
性

雰
囲

気
を

形
成

，
屋

外
環

境
）

を
考

慮
し，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
きる

よ
う，

上
記

の
方

法
で

選
定

し，
誤

作
動

の
防

止
を

検
討

した
火

災
感

知
器

等
の

中
か

ら固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

す
る

設
計

とす
る

。
無

炎
火

災
と有

炎
火

災
を

考
慮

し，
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よう
，

火
災

感
知

器
等

は
煙

感
知

方
式

を
優

先
し，

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

熱
感

知
方

式
，

炎
感

知
方

式
の

優
先

順
で

選
択

す
る

設
計

とす
る

。た
だ

し，
熱

感
知

カメ
ラを

除
く火

災
感

知
器

等
に

よ
り異

な
る

2種
類

の
組

合
せ

が
選

択
で

き
な

い
場

合
に

，
熱

感
知

方
式

で
あ

る
熱

感
知

カメ
ラを

選
択

す
る

設
計

とす
る

。
各

感
知

方
式

に
お

い
て

は
，

火
災

感
知

器
を

検
出

設
備

よ
り優

先
して

選
択

す
る

も
の

とす
る

。

・2
.2

.1
(1

)①
に

基
づ

き
，

誤
作

動
防

止
の

た
め

ア
ナ

ログ
式

を
優

先
す

る
が

，
環

境
条

件
に

適
合

す
る

ア
ナ

ログ
式

の
感

知
器

が
存

在
しな

い
た

め
，

非
ア

ナ
ログ

式
を

選
定

し，
誤

作
動

防
止

対
策

を
講

じる
こと

を
記

載
。

・2
.2

.1
(1

)①
に

基
づ

く組
合

せ
検

討
時

の
感

知
方

式
の

優
先

順
位

及
び

各
感

知
方

式
に

お
い

て
火

災
感

知
器

を
優

先
す

る
こと

を
記

載
。

表
１

４
基

本
設

計
方

針
の

⾒
直

し案
前

後
表

（
３

／
７

）

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
火

災
感

知
器

に
つ

い
て

は
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

に
従

い
，

火
災

感
知

器
と同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

に
つ

い
て

は
同

項
に

お
い

て
求

め
る

火
災

区
域

内
の

火
災

感
知

器
の

網
羅

性
及

び
火

災
報

知
設

備
の

感
知

器
及

び
発

信
機

に
係

る
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
第

12
条

か
ら第

18
条

ま
で

に
定

め
る

感
知

性
能

と同
等

以
上

の
方

法
に

よ
り

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

ま
た

，
火

災
感

知
器

の
設

置
方

法
に

つ
い

て
は

，
火

災
の

感
知

に
支

障
が

な
い

こと
を

確
認

した
設

置
方

法
に

つ
い

て
も

適
用

す
る

設
計

とす
る

。

非
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
は

，
環

境
条

件
等

を
考

慮
す

る
こと

に
よ

り誤
作

動
を

防
止

す
る

設
計

とす
る

。

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

従
い

，
火

災
感

知
器

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
に

つ
い

て
は

同
項

に
お

い
て

求
め

る
火

災
区

域
内

の
火

災
感

知
器

の
網

羅
性

及
び

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

及
び

発
信

機
に

係
る

技
術

上
の

規
格

を
定

め
る

省
令

第
12

条
か

ら第
18

条
ま

で
に

定
め

る
感

知
性

能
と同

等
以

上
の

方
法

に
よ

り
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

ま
た

，
火

災
感

知
器

の
設

置
方

法
に

つ
い

て
は

，
火

災
の

感
知

に
支

障
が

な
い

こと
を

確
認

した
以

下
の

ⅰ
及

び
ⅱ

に
掲

げ
る

設
置

方
法

に
つ

い
て

も
適

用
す

る
設

計
とす

る
。

ⅰ
．

感
知

区
域

の
面

積
が

⼩
さく

，
隣

接
感

知
区

域
に

火
災

感
知

器
が

あ
る

とき
に

，
⼀

定
の

範
囲

を
限

度
とし

て
，

火
災

感
知

器
の

設
置

を
⾏

わ
な

い
方

法
ⅱ

．
火

災
感

知
器

の
設

置
面

か
ら換

気
⼝

等
の

空
気

吹
き

出
し⼝

ま
で

の
鉛

直
距

離
が

1 
ｍ

以
上

あ
る

とき
に

，
火

災
感

知
器

と空
気

吹
き

出
し⼝

との
水

平
距

離
が

1.
5 

ｍ
を

下
回

る
位

置
に

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

方
法

ー

・2
.2

.1
(1

)②
に

基
づ

き
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

等
に

基
づ

い
て

火
災

感
知

器
等

を
設

置
す

る
こと

を
記

載
。

【①
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

未
満

）
】

【②
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

以
上

）
】

【③
天

井
が

高
く大

空
間

とな
って

い
る

場
所

】
【④

放
射

線
量

が
高

い
場

所
】

【⑤
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
火

災
区

域
・火

災
区

画
】

・設
置

に
お

い
て

消
防

法
施

⾏
規

則
に

加
え

，
工

事
基

準
書

を
適

用
す

る
こと

を
記

載
。

・火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
順

に
合

わ
せ

て
，

選
定

の
記

載
の

後
に

移
動

。

表
１

４
基

本
設

計
方

針
の

⾒
直

し案
前

後
表

（
４

／
７

）

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
な

お
，

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

熱
感

知
カメ

ラ及
び

非
アナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

炎
感

知
器

（
赤

外
線

方
式

）
は

，
監

視
範

囲
に

火
災

の
検

知
に

影
響

を
及

ぼ
す

死
角

が
な

い
よ

うに
設

置
す

る
設

計
とす

る
。 ー

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

の
適

用
対

象
で

は
な

い
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

は
，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
，

重
大

事
故

等
対

処
施

設
及

び
発

火
源

とな
り得

る
設

備
を

監
視

で
きる

よ
うに

火
災

感
知

器
等

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

ま
た

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
用

対
象

で
は

な
い

が
，

壁
及

び
天

井
に

囲
わ

れ
て

お
り，

屋
内

に
準

ず
る

場
所

は
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う火

災
感

知
器

等
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

・消
防

法
施

⾏
規

則
適

用
対

象
で

は
な

く，
天

井
が

な
い

こと
か

ら，
煙

が
拡

散
す

る
場

所
に

つ
い

て
，

火
災

を
有

効
に

感
知

で
き

る
よ

うに
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
こと

を
記

載
。

【消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
【C

】】
⑧

屋
外

開
放

の
火

災
区

域
・火

災
区

画

・消
防

法
施

⾏
規

則
適

用
対

象
で

は
な

い
が

，
壁

及
び

天
井

に
囲

わ
れ

て
お

り，
屋

内
に

準
ず

る
場

所
に

つ
い

て
，

火
災

を
有

効
に

感
知

で
き

る
よ

うに
火

災
感

知
器

を
設

置
す

る
こと

を
記

載
。

【消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
【C

】】
⑥

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
）

⑦
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

以
上

）
⑨

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

地
下

タン
ク）

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映
表

１
４

基
本

設
計

方
針

の
⾒

直
し案

前
後

表
（

５
／

７
）
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
ー ー

火
災

感
知

設
備

の
うち

火
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し，

火
災

感
知

設
備

の
作

動
状

況
を

常
時

監
視

で
き

る
設

計
とす

る
。ま

た
，

火
災

受
信

機
盤

は
，

構
成

され
る

ア
ナ

ログ
式

の
受

信
機

に
よ

り作
動

した
火

災
感

知
器

を
1つ

ず
つ

特
定

で
き

る
設

計
とす

る
。

屋
外

の
海

水
ポ

ンプ
エ

リア
を

監
視

す
る

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

熱
感

知
カメ

ラの
火

災
受

信
機

盤
に

お
い

て
は

，
カメ

ラ機
能

に
よ

る
映

像
監

視
（

熱
サ

ー
モ

グ
ラフ

ィ）
に

よ
り火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
可

能
な

設
計

とす
る

。

上
記

の
とお

り，
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
は

環
境

条
件

等
を

考
慮

して
選

定
し，

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

を
組

み
合

わ
せ

て
設

置
す

る
設

計
とす

る
が

，
火

災
に

よ
り

安
全

機
能

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
とし

て
の

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

は
，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を
⾏

う設
計

とす
る

。具
体

的
に

は
，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
き

火
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

を
基

本
とし

，
火

災
感

知
器

に
よ

る
火

災
の

感
知

が
有

効
で

は
な

い
場

合
は

代
替

措
置

を
講

じる
設

計
とす

る
。

ま
た

，
内

部
が

水
で

満
た

され
て

お
り火

災
が

発
生

す
る

お
それ

が
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
若

しく
は

発
火

源
が

な
く火

災
が

発
生

す
る

お
それ

が
な

い
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

は
火

災
感

知
器

を
設

置
しな

い
設

計
とす

る
。発

火
源

が
な

く火
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

は
，

原
則

，
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
運

用
とし

，
可

燃
物

を
持

ち
込

む
場

合
は

作
業

員
に

よ
る

監
視

を⾏
うな

どの
運

用
とす

る
。こ

れ
に

加
え

，
可

燃
物

が
持

ち
込

ま
れ

な
い

こと
を

継
続

的
に

維
持

す
る

た
め

に
施

錠
等

に
よ

る
管

理
を

⾏
う運

用
とす

る
。こ

れ
らの

運
用

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。 火
災

感
知

設
備

の
うち

火
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し，

火
災

感
知

設
備

の
作

動
状

況
を

常
時

監
視

で
き

る
設

計
とす

る
。ま

た
，

火
災

受
信

機
盤

は
，

構
成

され
る

ア
ナ

ログ
式

の
受

信
機

に
よ

り作
動

した
火

災
感

知
器

を
1つ

ず
つ

特
定

で
き

る
設

計
とす

る
。

屋
外

開
放

の
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
を

監
視

す
る

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラの

火
災

受
信

機
盤

に
お

い
て

は
，

カ
メラ

機
能

に
よ

る
映

像
監

視
（

熱
サ

ー
モ

グ
ラフ

ィ）
に

よ
り火

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
可

能
な

設
計

とす
る

。

・火
災

に
よ

り安
全

機
能

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
とし

て
の

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
の

火
災

感
知

の
設

計
に

つ
い

て
記

載
。

【消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

火
災

感
知

を
⾏

う火
災

区
域

・火
災

区
画

【B
】】

・「
内

部
が

水
で

満
た

され
て

お
り火

災
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

」若
し

くは
「発

火
源

が
な

く火
災

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
な

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
で

あ
って

，
原

則
，

可
燃

物
を

持
ち

込
ま

な
い

運
用

とし
，

可
燃

物
を

持
ち

込
む

場
合

は
作

業
員

に
よ

る
監

視
な

どを
⾏

うと
とも

に
施

錠
等

に
よ

り可
燃

物
が

持
ち

込
ま

れ
な

い
こと

を
維

持
す

る
火

災
区

域
・火

災
区

画
」の

火
災

感
知

の
設

計
に

つ
い

て
記

載
。

【火
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
火

災
区

域
・火

災
区

画
【A

】】

・2
.2

.1
(1

)④
に

基
づ

き
，

火
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し

，
2.

2.
1(

1)
(参

考
)に

基
づ

き
，

感
知

器
の

設
置

場
所

を
1つ

ず
つ

特
定

す
る

こと
に

よ
り，

火
災

の
発

生
場

所
を

特
定

す
る

こと
が

で
き

る
受

信
機

を
設

置
す

る
こ

とを
記

載
。

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映
表

１
４

基
本

設
計

方
針

の
⾒

直
し案

前
後

表
（

６
／

７
）
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20
23

年
4月

7日
申

請
の

基
本

設
計

方
針

基
本

設
計

方
針

⾒
直

し案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
火

災
感

知
器

は
，

自
動

試
験

機
能

又
は

遠
隔

試
験

機
能

に
よ

り点
検

が
で

き
る

設
計

とす
る

。
自

動
試

験
機

能
又

は
遠

隔
試

験
機

能
を

持
た

な
い

火
災

感
知

器
は

，
機

能
に

異
常

が
な

い
こと

を
確

認
す

る
た

め
，

消
防

法
施

⾏
規

則
に

準
じ，

煙
等

の
火

災
を

模
擬

した
試

験
を

実
施

す
る

。

火
災

感
知

設
備

は
，

外
部

電
源

喪
失

時
又

は
全

交
流

動
⼒

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

火
災

の
感

知
が

可
能

とな
る

よ
うに

蓄
電

池
を

設
け

，
電

源
を

確
保

す
る

設
計

とす
る

。ま
た

，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
の

電
源

は
，

非
常

用
電

源
，

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

又
は

緊
急

時
対

策
所

用
発

電
機

か
らの

受
電

も
可

能
な

設
計

とす
る

。

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
は

，
凍

結
等

の
自

然
現

象
に

よ
って

も
，

機
能

，
性

能
が

維
持

で
き

る
設

計
とす

る
。

屋
外

に
設

置
す

る
火

災
感

知
設

備
は

，
-2

0 
℃

ま
で

気
温

が
低

下
して

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

設
備

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

屋
外

の
火

災
感

知
設

備
は

，
火

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し，
万

⼀
，

風
水

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

，
早

期
に

取
替

を
⾏

うこ
とに

より
機

能
及

び
性

能
を復

旧
す

る
設

計
と

す
る

。

火
災

感
知

器
等

は
，

自
動

試
験

機
能

又
は

遠
隔

試
験

機
能

に
よ

り点
検

が
で

き
る

設
計

とす
る

。
自

動
試

験
機

能
又

は
遠

隔
試

験
機

能
を

持
た

な
い

火
災

感
知

器
等

は
，

機
能

に
異

常
が

な
い

こと
を

確
認

す
る

た
め

，
消

防
法

施
⾏

規
則

に
準

じ，
煙

等
の

火
災

を
模

擬
した

試
験

を
実

施
す

る
。

火
災

感
知

設
備

は
，

外
部

電
源

喪
失

時
又

は
全

交
流

動
⼒

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

火
災

の
感

知
が

可
能

とな
る

よ
うに

蓄
電

池
を

設
け

，
電

源
を

確
保

す
る

設
計

とす
る

。ま
た

，
火

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
の

電
源

は
，

非
常

用
電

源
，

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

又
は

緊
急

時
対

策
所

用
発

電
機

か
らの

受
電

も
可

能
な

設
計

とす
る

。

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
は

，
凍

結
等

の
自

然
現

象
に

よ
って

も
，

機
能

，
性

能
が

維
持

で
き

る
設

計
とす

る
。

屋
外

開
放

の
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

設
置

す
る

火
災

感
知

設
備

は
，

-2
0 

℃
ま

で
気

温
が

低
下

して
も

使
用

可
能

な
火

災
感

知
設

備
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

。
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
は

，
火

災
感

知
器

等
の

予
備

を
保

有
し，

万
⼀

，
風

水
害

の
影

響
を

受
け

た
場

合
に

も
，

早
期

に
取

替
を

⾏
うこ

とに
よ

り機
能

及
び

性
能

を
復

旧
す

る
設

計
とす

る
。

・2
.2

.1
(1

)(
参

考
)に

基
づ

き
，

感
知

器
の

点
検

は
消

防
法

施
⾏

規
則

に
準

じ
た

模
擬

試
験

を
基

本
とす

る
が

，
取

付
面

の
位

置
が

高
い

こと
，

過
度

な
被

ば
くの

お
そ

れ
が

あ
る

場
所

の
感

知
器

は
，

自
動

試
験

機
能

又
は

遠
隔

試
験

機
能

を
有

す
る

も
の

を
選

定
す

る
こと

を
記

載
。

・2
.2

.1
(1

)③
に

基
づ

き
，

外
部

電
源

喪
失

時
に

機
能

を
失

わ
な

い
よ

うに
，

受
信

機
盤

に
蓄

電
池

を
設

け
る

とと
も

に
，

DB
/S

A設
備

で
あ

る
電

源
装

置
か

らの
給

電
が

可
能

な
設

計
で

あ
る

こと
を

記
載

。

・2
.2

.2
に

基
づ

き
，

自
然

現
象

とし
て

挙
げ

られ
て

い
る

凍
結

・風
水

害
に

つ
い

て
考

慮
し設

計
す

る
こと

を
記

載
。

５
基

本
設

計
方

針
へ

の
反

映
表

１
４

基
本

設
計

方
針

の
⾒

直
し案

前
後

表
（

７
／

７
）
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凡
例

種
別

凡
例

理
由

Ａ
煙

感
知

器

工
事

基
準

書
に

基
づ

き
，

は
り等

の
深

さが
0.

6m
以

上
1m

未
満

で
⼩

区
画

が
連

続
して

い
る

場
合

，
取

付
面

高
さに

応
じた

面
積

の
範

囲
内

ご
とに

同
⼀

感
知

区
域

とす
る

こと
が

で
き

る
。た

だ
し，

感
知

面
積

の
範

囲
内

で
，

か
つ

，
感

知
器

を
設

置
した

区
画

に
他

の
区

画
が

接
して

い
る

こと
。

60

６
具

体
的

な
火

災
感

知
の

設
計

の
確

認


４
火

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
に

⽰
した

「火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

」を
踏

ま
え

設
計

した
消

防
法

適
合

確
認

⼀
覧

表
及

び
火

災
感

知
器

等
の

配
置

を
明

⽰
した

図
面

を
別

添
７

に
⽰

す
。


火

災
感

知
器

等
の

配
置

設
計

に
当

た
り，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

に
基

づ
い

た
個

数
を

「消
防

法
設

置
数

」欄
に

記
載

し，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

基
づ

き
設

置
す

る
も

の
は

「消
防

法
適

合
確

認
」欄

に
「○

」を
記

載
して

い
る

。た
だ

し，
火

災
感

知
の

設
計

上
，

特
記

す
べ

き
事

項
，

工
事

基
準

書
に

基
づ

き
設

計
を

⾏
った

も
の

及
び

放
射

線
量

が
高

い
場

所
を

含
む

エ
リア

等
に

お
い

て
個

別
の

設
計

を
⾏

った
も

の
は

「消
防

法
適

合
確

認
」欄

に
表

１
５

の
凡

例
の

記
号

を
記

載
して

い
る

。
表

１
５

消
防

法
適

合
確

認
凡

例
⼀

覧
（

１
／

２
） 0.
6m

以
上

1ｍ
未

満
の

は
り等

S

取
付

面
高

さ

火
災

感
知

器
の

種
類

感
知

区
域

の
合

計
面

積

4ｍ
未

満
4ｍ

以
上

8ｍ
未

満
8ｍ

以
上

15
ｍ

未
満

15
ｍ

以
上

20
ｍ

未
満

煙
感

知
器

1種
60

m
2

60
m

2
40

m
2

40
m

2

2種
60

m
2

60
m

2
40

m
2

3種
20

m
2
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61

６
具

体
的

な
火

災
感

知
の

設
計

の
確

認

凡
例

種
別

凡
例

理
由

Ｂ
熱

感
知

器

工
事

基
準

書
に

基
づ

き
，

は
り等

の
深

さが
0.

4m
以

上
1m

未
満

で
⼩

区
画

が
連

続
して

い
る

場
合

，
取

付
面

高
さに

応
じた

面
積

の
範

囲
内

ご
とに

同
⼀

感
知

区
域

とす
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
，

各
区

画
は

感
知

器
を設

置
した

区
画

に
隣

接
して

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。

C
炎

感
知

器
高

さ8
m

以
上

の
火

災
区

域
・火

災
区

画
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

⼆
号

に
よ

り熱
感

知
器

設
置

は
適

さな
い

。
その

た
め

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
を

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

に
基

づ
き

設
置

す
る

。

D
炎

感
知

器
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・火
災

区
画

は
消

防
法

施
⾏

規
則

の
適

用
対

象
で

は
な

い
た

め
，

火
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
，

重
大

事
故

等
対

処
施

設
及

び
発

火
源

とな
り得

る
設

備
を監

視
で

き
る

よう
に

非
アナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
を

設
置

す
る

。

E
煙

感
知

器
油

タン
ク及

び
蓄

電
池

が
設

置
され

て
い

る
火

災
区

域
・火

災
区

画
は

，
燃

料
及

び
電

解
液

が
気

化
す

る
こと

で
，

発
火

性
又

は
引

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

で
あ

る
こと

か
ら非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

の
煙

感
知

器
及

び
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

の
熱

感
知

器
を

設
置

す
る

。な
お

，
防

爆
型

の
熱

感
知

器
は

定
温

式
ス

ポ
ット

型
1種

とな
る

た
め

，
取

付
高

さ4
ｍ

未
満

で
は

総
面

積
＜

60
㎡

/個
，

4ｍ
以

上
8

ｍ
未

満
で

は
総

面
積

＜
30

㎡
/個

に
読

み
替

え
る

。
熱

感
知

器

F
煙

感
知

器
高

線
量

火
災

区
域

・火
災

区
画

の
主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
に

つ
い

て
は

，
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り故
障

が
想

定
さ

れ
る

。そ
の

た
め

，
放

射
線

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う，

検
出

器
部

位
を

当
該

区
画

外
に

配
置

す
る

ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

と非
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

を
設

置
す

る
。

熱
感

知
器

表
１

５
消

防
法

適
合

確
認

凡
例

⼀
覧

（
２

／
２

） 0.
4m

以
上

1ｍ
未

満
の

は
り等

火
災

感
知

器
の

種
類

感
知

区
域

の
合

計
面

積
耐

火
その

他

熱
感

知
器

熱
ア

ナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
15

m
2

10
m

2 

定
温

式
ス

ポ
ット

型
(非

ア
ナ

ログ
式

)
（

防
爆

型
含

む
）

特
種

15
m

2
10

m
2

1種
13

m
2

8m
2
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図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
３

／
６

）

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

を
考

慮
し，

火
災

感
知

器
等

を
選

定
す

る
。

「環
境

条
件

に
応

じた
火

災
感

知
器

等
選

定
リス

ト」
を

【表
８

】に
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー
を

【図
２

】に
⽰

す
。

火 災 感 知 器 等 の

選 定 フ ロ ー

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
お

い
て

は
，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う上
記

に
お

い
て

選
定

及
び

誤
作

動
の

防
止

を
検

討
した

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

考
え

方
に

基
づ

き
，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
。

〇
無

炎
火

災
と有

炎
火

災
を

考
慮

し，
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

火
災

感
知

器
等

は
煙

感
知

方
式

を
優

先
し，

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

熱
感

知
方

式
，

炎
感

知
方

式
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。た
だ

し，
熱

感
知

方
式

の
熱

感
知

カメ
ラは

，
煙

・熱
（

熱
感

知
カ

メラ
を

除
く）

・炎
感

知
器

に
よ

り異
な

る
2種

類
の

組
合

せ
が

選
択

で
き

な
い

場
合

に
，

火
災

防
護

審
査

基
準

2.
2.

1(
1)

火
災

感
知

設
備

に
記

載
の

（
参

考
）

に
基

づ
き

選
択

す
る

。
〇

同
⼀

の
設

置
場

所
に

対
して

2種
類

目
以

降
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
場

合
は

，
それ

ま
で

選
択

した
火

災
感

知
器

等
と異

な
る

感
知

方
式

の
も

の
を

選
択

す
る

。
〇

各
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

は
，

設
置

場
所

の
環

境
条

件
に

適
応

す
る

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。
・火

災
感

知
器

（
検

定
品

）
を

検
出

設
備

よ
り優

先
す

る
。

・誤
作

動
防

止
の

た
め

，
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
等

を
優

先
す

る
。

※
3へ

※
１

２
か

ら 62

設
置

場
所

は
屋

外
か

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
は

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

【C
】

Ye
s

No

※
１

０
へ

火
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
，

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

優
先

して
使

用
す

る
こと

を
基

本
とし

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

使
用

す
る

場
合

は
，

感
知

方
式

の
特

性
及

び
設

置
場

所
に

お
け

る
温

度
（

周
辺

設
備

か
らの

影
響

を
含

む
）

，
煙

の
濃

度
（

じん
あ

い
及

び
水

蒸
気

の
影

響
を

含
む

）
，

外
光

の
影

響
を

考
慮

して
設

計
す

る
。

※
１

３
か

ら

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

ST
AR

T
主

蒸
気

トン
ネ

ル
室

（
放

射
線

量
が

高
い

場
所

の
例

）
【煙

感
知

方
式

の
選

択
】

以
下

の
火

災
感

知
器

等
に

つ
い

て
①

か
ら順

番
に

検
討

①
︓

ア
ナ

ログ
式

煙
感

知
器

②
︓

ア
ナ

ログ
式

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
③

︓
非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
煙

感
知

器
④

︓
ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備

【熱
感

知
方

式
の

選
択

】
以

下
の

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
⑤

か
ら順

番
に

検
討

⑤
︓

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

⑥
︓

非
ア

ナ
ログ

式
防

爆
型

熱
感

知
器

⑦
︓

非
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

の
例

）
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図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
４

／
６

）

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ2
0ｍ

以
上

の
場

所
*１

か

Ye
s

炎
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器

Ye
s

※
８

へ

No
火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

No

Ye
s

No

Ye
s

No

63

※
3か

ら

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

Ye
s

放
射

線
量

が
高

い
場

所
か

（
火

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

No

※
６

へ
※

４
へ

※
５

へ
※

７
へ

天
井

が
高

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

面
高

さ8
ｍ

以
上

*２
）

No

Ye
s

煙
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ
除

く）
の

火
災

感
知

器
等

【③
】

【④
】

【⑤
】

【③
】

【④
】

【⑤
】

【①
】

【①
，

②
】

【②
，

③
】

【該
当

な
し】

放
射

線
量

が
高

い
場

所
か

（
火

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

天
井

が
高

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

面
高

さ8
ｍ

以
上

*２
）

【②
】

No

Ye
s

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

未
満

）

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ8
ｍ

以
上

の
場

所
か

*３
（

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
）

）

＊
１

︓
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼀

イ
＊

２
︓

「自
動

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

の
設

置
に

関
す

る
選

択
基

準
に

つ
い

て
（

通
知

）
」消

防
予

第
24

0号
平

成
3年

12
月

6日
，

消
防

予
第

35
号

平
成

6年
2月

15
日

改
正

＊
３

︓
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
三

ロ熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ）

※
９

へ【該
当

な
し】

注
１

︓
は

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

設
計

が
変

更
とな

る
点

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
に

適
用

す
る

。）
注

２
︓

【
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

の
例

）
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災
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器
等
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定
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組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
６

／
６

）

※
６

か
ら

※
８

か
ら

※
４

か
ら

火 災 感 知 器 等 の 設 置 フ ロ ー
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火
災

防
護

審
査

基
準

２
．

２
．

１
（

１
）

②
及

び
自

動
火

災
報

知
設

備
工

事
基

準
書

（
以

下
「工

事
基

準
書

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

，
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
１

１
か

ら

火
災

を
有

効
に

検
知

で
き

る
よ

う
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
５

か
ら

※
７

か
ら

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No
No

Ye
s

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

の
それ

ぞ
れ

に
つ

い
て

，
網

羅
性

を
確

保
で

き
る

設
置

方
式

が
確

⽴
した

か

終
了

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
別

の
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

Ye
s

No
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

な
火

災
感

知
器

等
か

Ye
s

No

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

Ye
s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

を
選

択
※

１
２

へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ （

火
災

感
知

器
等

の
選

定
）

炎
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

を
【表

９
】に

⽰
す

。
組 合 せ

結 果

煙
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
等

が
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

か
を

確
認

した
か

※
９

か
ら

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ除
く）

の
す

べ
て

の
火

災
感

知
器

等
が

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
か

を
確

認
した

か

①
②

③

④
⑦

⑤
⑥

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

の
例

）
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火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
３

／
６

）

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

を
考

慮
し，

火
災

感
知

器
等

を
選

定
す

る
。

「環
境

条
件

に
応

じた
火

災
感

知
器

等
選

定
リス

ト」
を

【表
８

】に
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー
を

【図
２

】に
⽰

す
。

火 災 感 知 器 等 の

選 定 フ ロ ー

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
お

い
て

は
，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う上
記

に
お

い
て

選
定

及
び

誤
作

動
の

防
止

を
検

討
した

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

考
え

方
に

基
づ

き
，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
。

〇
無

炎
火

災
と有

炎
火

災
を

考
慮

し，
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

火
災

感
知

器
等

は
煙

感
知

方
式

を
優

先
し，

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

熱
感

知
方

式
，

炎
感

知
方

式
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。た
だ

し，
熱

感
知

方
式

の
熱

感
知

カメ
ラは

，
煙

・熱
（

熱
感

知
カ

メラ
を

除
く）

・炎
感

知
器

に
よ

り異
な

る
2種

類
の

組
合

せ
が

選
択

で
き

な
い

場
合

に
，

火
災

防
護

審
査

基
準

2.
2.

1(
1)

火
災

感
知

設
備

に
記

載
の

（
参

考
）

に
基

づ
き

選
択

す
る

。
〇

同
⼀

の
設

置
場

所
に

対
して

2種
類

目
以

降
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
場

合
は

，
それ

ま
で

選
択

した
火

災
感

知
器

等
と異

な
る

感
知

方
式

の
も

の
を

選
択

す
る

。
〇

各
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

は
，

設
置

場
所

の
環

境
条

件
に

適
応

す
る

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。
・火

災
感

知
器

（
検

定
品

）
を

検
出

設
備

よ
り優

先
す

る
。

・誤
作

動
防

止
の

た
め

，
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
等

を
優

先
す

る
。

※
3へ

※
１

２
か

ら 65

設
置

場
所

は
屋

外
か

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
は

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

【C
】

Ye
s

No

※
１

０
へ

火
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
，

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

優
先

して
使

用
す

る
こと

を
基

本
とし

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

使
用

す
る

場
合

は
，

感
知

方
式

の
特

性
及

び
設

置
場

所
に

お
け

る
温

度
（

周
辺

設
備

か
らの

影
響

を
含

む
）

，
煙

の
濃

度
（

じん
あ

い
及

び
水

蒸
気

の
影

響
を

含
む

）
，

外
光

の
影

響
を

考
慮

して
設

計
す

る
。

※
１

３
か

ら

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

ST
AR

T
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

通
路

部
３

階
（

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
８

ｍ
以

上
）

の
例

）
【煙

感
知

方
式

の
選

択
】

以
下

の
火

災
感

知
器

に
つ

い
て

①
か

ら順
番

に
検

討
①

︓
ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器

【熱
感

知
方

式
の

選
択

】
以

下
の

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
②

か
ら順

番
に

検
討

②
︓

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

③
︓

非
ア

ナ
ログ

式
防

爆
型

熱
感

知
器

④
︓

非
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器

【炎
感

知
方

式
の

選
択

】
以

下
の

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
⑤

か
ら順

番
に

検
討

⑤
︓

非
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
通

路
部

３
階

の
例

）
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No

Ye
s

No

Ye
s

No

66

※
3か

ら

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

Ye
s

放
射

線
量

が
高

い
場

所
か

（
火

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

No

※
６

へ
※

４
へ

※
５

へ
※

７
へ

天
井

が
高

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

面
高

さ8
ｍ

以
上

*２
）

No

Ye
s

煙
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ
除

く）
の

火
災

感
知

器
等

【③
】

【④
】

【⑤
】

【③
】

【④
】

【⑤
】

【①
】

【①
，

②
】

【②
，

③
】

【該
当

な
し】

放
射

線
量

が
高

い
場

所
か

（
火

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

天
井

が
高

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

面
高

さ8
ｍ

以
上

*２
）

【②
】

No

Ye
s

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

未
満

）

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ8
ｍ

以
上

の
場

所
か

*３
（

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
）

）

＊
１

︓
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼀

イ
＊

２
︓

「自
動

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

の
設

置
に

関
す

る
選

択
基

準
に

つ
い

て
（

通
知

）
」消

防
予

第
24

0号
平

成
3年

12
月

6日
，

消
防

予
第

35
号

平
成
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改
正
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消
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法

施
⾏
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則

第
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条
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三
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感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ）
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９

へ【該
当

な
し】

注
１

︓
は

火
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

設
計

が
変

更
とな

る
点

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
以

上
に

適
用

す
る

。）
注

２
︓

【
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。
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考
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の
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（
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置
の

設
計

フロ
ー

（
６

／
６

）

※
６

か
ら

※
８

か
ら

※
４

か
ら

火 災 感 知 器 等 の 設 置 フ ロ ー

67

火
災

防
護

審
査

基
準

２
．

２
．

１
（

１
）

②
及

び
自

動
火

災
報

知
設

備
工

事
基

準
書

（
以

下
「工

事
基

準
書

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

，
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
１

１
か

ら

火
災

を
有

効
に

検
知

で
き

る
よ

う
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
５

か
ら

※
７

か
ら

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No
No

Ye
s

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

の
それ

ぞ
れ

に
つ

い
て

，
網

羅
性

を
確

保
で

き
る

設
置

方
式

が
確

⽴
した

か

終
了

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
別

の
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

Ye
s

No
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

な
火

災
感

知
器

等
か

Ye
s

No

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

Ye
s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

を
選

択
※

１
２

へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ （

火
災

感
知

器
等

の
選

定
）

炎
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

を
【表

９
】に

⽰
す

。
組 合 せ

結 果

煙
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
等

が
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

か
を

確
認

した
か

※
９

か
ら

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ除
く）

の
す

べ
て

の
火

災
感

知
器

等
が

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
か

を
確

認
した

か
①

②
③

④⑤

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
通

路
部

３
階

の
例

）
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図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
３

／
６

）

火
災

区
域

・火
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

を
考

慮
し，

火
災

感
知

器
等

を
選

定
す

る
。

「環
境

条
件

に
応

じた
火

災
感

知
器

等
選

定
リス

ト」
を

【表
８

】に
，

火
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー
を

【図
２

】に
⽰

す
。

火 災 感 知 器 等 の

選 定 フ ロ ー

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
お

い
て

は
，

火
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う上
記

に
お

い
て

選
定

及
び

誤
作

動
の

防
止

を
検

討
した

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

考
え

方
に

基
づ

き
，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
。

〇
無

炎
火

災
と有

炎
火

災
を

考
慮

し，
火

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

火
災

感
知

器
等

は
煙

感
知

方
式

を
優

先
し，

異
な

る
感

知
方

式
とし

て
，

熱
感

知
方

式
，

炎
感

知
方

式
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。た
だ

し，
熱

感
知

方
式

の
熱

感
知

カメ
ラは

，
煙

・熱
（

熱
感

知
カ

メラ
を

除
く）

・炎
感

知
器

に
よ

り異
な

る
2種

類
の

組
合

せ
が

選
択

で
き

な
い

場
合

に
，

火
災

防
護

審
査

基
準

2.
2.

1(
1)

火
災

感
知

設
備

に
記

載
の

（
参

考
）

に
基

づ
き

選
択

す
る

。
〇

同
⼀

の
設

置
場

所
に

対
して

2種
類

目
以

降
の

火
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
場

合
は

，
それ

ま
で

選
択

した
火

災
感

知
器

等
と異

な
る

感
知

方
式

の
も

の
を

選
択

す
る

。
〇

各
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

は
，

設
置

場
所

の
環

境
条

件
に

適
応

す
る

火
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

優
先

順
で

選
択

す
る

。
・火

災
感

知
器

（
検

定
品

）
を

検
出

設
備

よ
り優

先
す

る
。

・誤
作

動
防

止
の

た
め

，
ア

ナ
ログ

式
の

火
災

感
知

器
等

を
優

先
す

る
。

※
3へ

※
１

２
か

ら 68

設
置

場
所

は
屋

外
か

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
用

対
象

で
は

な
い

火
災

区
域

・火
災

区
画

【C
】

Ye
s

No

※
１

０
へ

火
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
，

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

優
先

して
使

用
す

る
こと

を
基

本
とし

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
火

災
感

知
器

等
を

使
用

す
る

場
合

は
，

感
知

方
式

の
特

性
及

び
設

置
場

所
に

お
け

る
温

度
（

周
辺

設
備

か
らの

影
響

を
含

む
）

，
煙

の
濃

度
（

じん
あ

い
及

び
水

蒸
気

の
影

響
を

含
む

）
，

外
光

の
影

響
を

考
慮

して
設

計
す

る
。

※
１

３
か

ら

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

ST
AR

T
海

水
ポ

ンプ
室

（
屋

外
開

放
の

例
）

【煙
感

知
方

式
の

選
択

】
以

下
の

火
災

感
知

器
等

に
つ

い
て

①
か

ら順
番

に
検

討
①

︓
ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
②

︓
ア

ナ
ログ

式
光

電
分

離
型

煙
感

知
器

③
︓

非
ア

ナ
ログ

式
防

爆
型

煙
感

知
器

④
︓

ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

【熱
感

知
方

式
の

選
択

】
以

下
の

火
災

感
知

器
等

に
つ

い
て

⑤
か

ら順
番

に
検

討
た

だ
し，

⑨
熱

感
知

カメ
ラは

，
煙

・熱
（

熱
感

知
カメ

ラを
除

く）
・炎

感
知

器
に

よ
り異

な
る

2種
類

の
組

合
せ

が
選

択
で

き
な

い
場

合
に

選
択

す
る

。
⑤

︓
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
⑥

︓
非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
熱

感
知

器
⑦

︓
非

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

⑨
︓

熱
感

知
カメ

ラ

【炎
感

知
方

式
の

選
択

】
以

下
の

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
⑧

か
ら順

番
に

検
討

⑧
︓

非
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

屋
外

開
放

の
例

）
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熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ除
く）

の
す

べ
て

の
火

災
感

知
器

等
が

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
か

を
確

認
した

か

【⑦
】

【⑨
】

図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
５

／
６

）

Ye
s

煙
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ
除

く）
の

火
災

感
知

器
等

炎
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器

Ye
s

No

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー （ 消 防 法 施 ⾏ 規 則 の 適 用 対 象 で は な い 火 災 区 域 ・ 火 災 区 画 ）

No

Ye
s

No

Ye
s

No

69

※
１

０
か

ら

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
火

性
又

は
発

火
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

設
置

場
所

は
開

放
空

間
か

（
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・
火

災
区

画
）

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No

煙
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
等

が
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

か
を

確
認

した
か

Ye
s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ （

火
災

感
知

器
等

の
選

定
）

熱
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

No

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
炎

感
知

方
式

を
選

択
※

１
２

へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ

※
１

１
へ

Ye
s

【⑧
】

【⑨
】

【⑥
，

⑦
】

【⑥
】

【⑧
】

取
付

面
高

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

で
規

定
され

る
高

さ８
ｍ

以
上

の
場

所
か

（
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ８
ｍ

以
上

）
）

⼀
般

火
災

区
域

・火
災

区
画

（
取

付
面

高
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）
⼀

般
火

災
区

域
・火

災
区

画
（

取
付

面
高

さ
８

ｍ
未

満
）

設
置

場
所

は
開

放
空

間
か

（
屋

外
開

放
の

火
災

区
域

・
火

災
区

画
）

【⑦
，

⑧
】

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ）
【⑧

】

注
︓

【
】の

番
号

は
，

表
９

の
設

置
対

象
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

番
号

を
⽰

す
。

①
②

③
④

⑦

⑤
⑥

⑧

⑨

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

屋
外

開
放

の
例

）
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図
２

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
６

／
６

）

※
６

か
ら

※
８

か
ら

※
４

か
ら

火 災 感 知 器 等 の 設 置 フ ロ ー

70

火
災

防
護

審
査

基
準

２
．

２
．

１
（

１
）

②
及

び
自

動
火

災
報

知
設

備
工

事
基

準
書

（
以

下
「工

事
基

準
書

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

，
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
１

１
か

ら

火
災

を
有

効
に

検
知

で
き

る
よ

う
火

災
感

知
器

等
を

設
置

※
５

か
ら

※
７

か
ら

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
な

火
災

感
知

器
等

か
Ye

s

No
No

Ye
s

異
な

る
感

知
方

式
の

火
災

感
知

器
等

の
それ

ぞ
れ

に
つ

い
て

，
網

羅
性

を
確

保
で

き
る

設
置

方
式

が
確

⽴
した

か

終
了

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
別

の
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

Ye
s

No
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

な
火

災
感

知
器

等
か

Ye
s

No

火 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

Ye
s

No

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

を
選

択
※

１
２

へ

（
火

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

方
式

の
別

の
火

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

３
へ （

火
災

感
知

器
等

の
選

定
）

炎
感

知
方

式
を

選
択

※
１

２
へ

火
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

を
【表

９
】に

⽰
す

。
組 合 せ

結 果

煙
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
等

が
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

お
い

て
も

使
用

可
能

か
を

確
認

した
か

※
９

か
ら

熱
感

知
方

式
（

熱
感

知
カメ

ラ除
く）

の
す

べ
て

の
火

災
感

知
器

等
が

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
お

い
て

も
使

用
可

能
か

を
確

認
した

か

参
考

火
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

の
検

証
（

屋
外

開
放

の
例

）
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別添７

総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 11.08 11.08 ― 1 11.08 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ 2 〇 ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 11.90 11.90 ― 1 11.90 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 2.40 ― 2.40 ― 1 ― 1 〇 ― 2.40 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 20ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 17.22 17.22 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 〇 ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 8.58 8.58 ― 1 8.58 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

4.51 4.51 ― 1 4.51 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.61 10.61 ― 1 10.61 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

2.60 2.60 ― 1 2.60 ― ― ― 1 ― ― ― ―

4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 8.72 8.72 ― 1 8.72 ― ― ― 1 ― ― ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 21.07 21.07 ― 1 21.07 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
6 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 5.76 5.76 ― 1 5.76 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 58.89 58.89 ― ― 1 ― 1 ○ 58.89 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

19.77 ― 19.77 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

19.37 ― 19.37 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

サンプポンプ室(東)

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
30.84 ― ― ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
17.20 ― ― 1 〇 ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

35.02 ― 35.02 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

15.80 ― 15.80 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

1 4ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 5.49 ― 5.49 ― 1 ― 1 〇 ― 5.49 ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

29.02 ― ― 29.02 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

13.45 ― ― 13.45 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 8.01 8.01 ― 1 8.01 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 41.39 41.39 ― 1 41.39 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 14.08 14.08 ― 1 14.08 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 1 〇 ― ―
2 20ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 30.33 30.33 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 〇 ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.84 10.84 ― 1 10.84 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

16.37 ― 16.37 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

24.89 ― 24.89 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 25.67 25.67 ― ― 1 ― 1 ○ 25.67 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 24.64 24.64 ― ― 1 ― 1 ○ 24.64 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
5 8ｍ未満 ― 18.76 18.76 ― ― 1 ― 1 ○ 18.76 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 1 〇 ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

20.54 ― 20.54 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

17.99 ― 17.99 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 20.30 20.30 ― 1 20.30 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 2 〇 ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 11.46 11.46 ― 1 11.46 ― ― ― 1 ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 2.43 2.43 ― 1 2.43 ― ― ― 1 ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

18.36 ― 18.36 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

12.09 ― 12.09 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 11.96 11.96 ― ― 1 ― 1 ○ 11.96 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
非常用ディーゼル(2C)室 1 8ｍ未満 ― 200.50 200.50 ― ― 3 ― 3 3 ○ 200.50 ― ― ― ― 6 ― 6 6 ○ ― ― ― ― ―
非常用ディーゼル(HPCS)室 1 8ｍ未満 ― 200.50 200.50 ― ― 3 ― 3 3 ○ 200.50 ― ― ― ― 6 ― 6 6 ○ ― ― ― ― ―

1 8ｍ未満 ― 197.45 197.45 ― ― 3 ― 3 ○ 197.45 ― ― ― ― 6 ― 6 ○ ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 2.07 2.07 ― ― 1 ― 1 ○ 2.07 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 28.50 ― ― 1 〇 ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
78.50 ― ― ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

73.50 ― 73.50 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 73.50 ― 73.50 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
5 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 73.50 ― 73.50 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
6 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 18.33 ― 18.33 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
7 15ｍ未満 ― 5.65 5.65 ― ― 1 ― 1 〇 5.65 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 〇 ― ―
1 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 49.70 ― 49.70 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
18.43 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
32.06 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

表１　消防法適合確認一覧表

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

R-B2-4

R-B2-7 サンプポンプ室(西)

R-B2-15(1) A系スイッチギア室

4 7

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

3

Ａ

5

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

22.98 1

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

1

R-B2-15(2) HPCS系スイッチギア室

26.83 1 1

R-B2-3 RCICポンプ室

R-B2-5

― 1 ― 1

1

48.04

―
39.14 ― 1 ― 1 ○

2 6

48.04 ― 2 ― 2

2

10

1 Ａ

11.32
R-B2-2 B2階通路

15.12 1

1

3

Ａ

6R-B2-1 RHR熱交換器A室代替循環冷却系ポンプA室

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計

1 1 Ｂ

取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ）

4

25.80 1

合計
総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

―
11.32 1 1 Ａ

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

Ａ

設置数

―
1 ― 1 〇

49.40 1 1

― ―

42.47
R-B2-6 HPCSポンプ室 3

Ａ

○

5

○

1

50.82 ― 1 ― 1

○

LPCSポンプ室常設高圧代替注水系ポンプ室

4

○

6 1

3 4

R-B2-9 RHRポンプB室

41.26 ― 1 ―

55.25 2 1 1 ＡR-B2-8 RHR熱交換器B室代替循環冷却系ポンプB室

2

R-B2-11 RHRポンプA室

13.89 1 1

4

Ａ

1 1 1 Ａ 4R-B2-10 RHRポンプC室 58.83
138.53

107.00 ―

R-B2-12
R-B2-13

R-B2-14 非常用ディーゼル(2D)室

―30.45 ― 1 ― 2 ○

13.89 1 1

7

Ｂ

○

2
238.83 ― 4 ― 4 ○

107.00 ― 4 ―

15

2 ― 2

7

○

5 ―
2 ― 3 ○

2 ― 2 2 ○
50.49

4― ―

100.19 ―
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

1 4ｍ未満 ― 3.64 ― 3.64 ― 1 ― 1 〇 ― 3.64 ― 3.64 ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 16.01 16.01 ― 1 16.01 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.36 10.36 ― 1 10.36 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 20ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 22.00 22.00 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 〇 ― ―

1 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
26.44 26.44 ― ― 1 ― 1 ○ 26.44 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.85 10.85 ― ― 1 ― 1 ○ 10.85 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
17.14 17.14 ― ― 1 ― 1 ○ 17.14 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満 1ｍ≦x 22.82 22.82 ― ― 1 ― 1 ○ 22.82 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 23.37 23.37 ― ― 1 ― 1 ○ 23.37 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
32.46 ― ― 32.46 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

17.28 ― ― 17.28 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

8 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
21.25 21.25 ― ― 1 ― 1 ○ 21.25 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

9 8ｍ未満 1ｍ≦x 8.87 8.87 ― ― 1 ― 1 ○ 8.87 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
10 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 25.67 25.67 ― ― 1 ― 1 ○ 25.67 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
11 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 26.18 26.18 ― ― 1 ― 1 ○ 26.18 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
12 8ｍ未満 1ｍ≦x 44.16 44.16 ― ― 1 ― 1 ○ 44.16 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

13 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
26.88 26.88 ― ― 1 ― 1 ○ 26.88 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

14 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
14.28 14.28 ― ― 1 ― 1 ○ 14.28 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

15 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 44.64 44.64 ― ― 1 ― 1 ○ 44.64 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

1 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
12.39 12.39 ― 1 12.39 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
31.49 31.49 ― 1 31.49 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
23.00 23.00 ― 1 23.00 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
20.18 20.18 ― 1 20.18 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

5 8ｍ未満 1ｍ≦x 39.91 39.91 ― ― 1 ― 1 ○ 39.91 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
6 8ｍ未満 1ｍ≦x 47.83 47.83 ― ― 1 ― 1 ○ 47.83 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ 1 〇 ― ―
7 8ｍ未満 1ｍ≦x 25.70 25.70 ― ― 1 ― 1 ○ 25.70 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

8 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
23.17 ― ― 23.17 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

9 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 18.24 ― ― 18.24 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

10 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
80.08 ― ― 80.08 ― ― ― ― 3 ― 4 ○ ― ― ― ―

11 8ｍ未満 1ｍ≦x 10.22 10.22 ― ― 1 ― 1 ○ 10.22 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

12 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
29.67 29.67 ― ― 1 ― 1 ○ 29.67 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

13 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
13.11 13.11 ― ― 1 ― 1 ○ 13.11 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

14 8ｍ未満 1ｍ≦x 43.02 43.02 ― ― 1 ― 1 ○ 43.02 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
15 8ｍ未満 1ｍ≦x 6.27 6.27 ― ― 1 ― 1 ○ 6.27 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 14.95 ― ― 14.95 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 15.29 ― ― 15.29 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 2 〇 ― ―
3 4ｍ未満 ― 2.05 ― 2.05 ― 1 ― 1 ○ ― 2.05 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 125.20 125.20 ― ― 2 ― 4 ○ 125.20 ― ― ― ― 4 ― 4 ○ 3 〇 ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 51.77 51.77 ― ― 1 ― 1 ○ 51.77 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

非常用ディーゼル(HPCS)室 1 8ｍ未満 ― 185.25 185.25 ― ― 3 ― 4 4 ○ 185.25 ― ― ― ― 6 ― 6 6 ○ 3 3 〇 ― ―
1 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 14.50 ― ― 14.50 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

14.96 ― ― 14.96 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 1 〇 ― ―

3 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 45.26 ― ― 45.26 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

12.77 ― ― 12.77 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 2 〇 ― ―

5 8ｍ未満 ― 89.48 89.48 ― ― 2 ― 2 ○ 89.48 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 6.41 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 12.78 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 ― 4.67 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 3.96 ― ― ― ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 9.09 ― ― ― ― ― ― ―
4 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 80.85 ― ― ― ― ― ― ―
5 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 72.50 ― ― ― ― ― ― ―
6 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 73.50 ― ― ― ― ― ― ―
7 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 73.50 ― ― ― ― ― ― ―
8 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 40.58 ― ― ― ― ― ― ―

9 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
35.25 ― ― ― ― ― ― ―

10 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
26.96 ― ― ― ― ― ― ―

D/G-2Dデイタンク室 1 4ｍ未満 ― 21.11 ― 21.11 ― 1 ― 1 1 Ｅ ― 21.11 ― ― ― 1 ― 2 2 Ｅ ― ― ― ― ―
D/G-HPCSデイタンク室 1 4ｍ未満 ― 13.39 ― 13.39 ― 1 ― 1 1 Ｅ ― 13.39 ― ― ― 1 ― 2 2 Ｅ ― ― ― ― ―
D/G-2Cデイタンク室 1 4ｍ未満 ― 21.11 ― 21.11 ― 1 ― 1 1 Ｅ ― 21.11 ― ― ― 1 ― 2 2 Ｅ ― ― ― ― ―

R-B1-8

17 ―

49.74 1 ― 1 ○

2
48.37 2 1 Ａ

R-B1-2(1) B1階通路(東) 14

R-B1-1 RHR熱交換器A室 2 3

1

13

Ａ

21 1

1 Ａ

R-B1-2(2) B1階通路(西)

43.88 1

43.18 1

121.49 2 ―

R-B1-4 非常用ディーゼル(2C)室 5 6 3

― 1 ○

3 ○

R-B1-3 RHR熱交換器B室
30.24 1

32 2

8 3

R-B1-7(1) B系スイッチギア室( ) 19.19 1 ― 1

2 ― 3
5

R-B1-5

R-B1-6 非常用ディーゼル(2D)室
87.49 ○

―
416.19 6 ― 6

93.90 ― 3 ―

1 ○

R-B1-7(2) B系スイッチギア室 7 13

1 ○ 19.19 1 ― 1

○

― ―

― ―

R-B1-9
R-B1-10

3 〇

322.29 ― 10 ― 10 ○
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

RHR熱交換器A室 1 4ｍ未満 ― 50.10 ― 50.10 ― 1 ― 1 1 ○ ― 50.10 ― ― ― 1 ― 1 1 ○ ― ― ― ― ―
1階通路(東) 1 4ｍ未満 ― 386.35 ― 386.35 ― 3 ― 6 6 ○ ― 386.35 ― ― ― 6 ― 6 6 ○ 4 4 ○ ― ―
1階通路(西) 1 4ｍ未満 ― 392.98 ― 392.98 ― 3 6 6 ○ ― 392.98 ― ― ― 6 ― 6 6 ○ 3 3 ○ ― ―
RHR熱交換器B室 1 4ｍ未満 ― 46.63 ― 46.63 ― 1 ― 1 1 ○ ― 46.63 ― ― ― 1 ― 1 1 ○ ― ― ― ― ―
125Vバッテリー室(2B) 1 4ｍ未満 ― 58.48 ― 58.48 ― 1 ― 2 2 Ｅ ― 58.48 ― ― ― 1 ― 1 1 Ｅ ― ― ― ― ―
24Vバッテリー室(2A) 1 4ｍ未満 ― 5.72 ― 5.72 ― 1 ― 2 2 Ｅ ― 5.72 ― ― ― 1 ― 1 1 Ｅ ― ― ― ― ―
125Vバッテリー室(2B) 1 4ｍ未満 ― 46.24 ― 46.24 ― 1 ― 2 2 Ｅ ― 46.24 ― ― ― 1 ― 1 1 Ｅ ― ― ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

24.25 ― 24.25 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ 1 〇 ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

15.24 ― 15.24 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 7.95 7.95 ― 1 7.95 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 31.76 31.76 ― 1 31.76 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 20.06 20.06 ― 1 20.06 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 4.61 4.61 ― 1 4.61 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 3.05 3.05 ― 1 3.05 ― ― ― 1 ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.91 10.91 ― 1 10.91 ― ― ― 1 ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 41.64 41.64 ― 1 41.64 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 42.63 42.63 ― ― 1 ― 1 ○ 42.63 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 42.63 42.63 ― ― 1 ― 1 ○ 42.63 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 30.15 30.15 ― ― 1 ― 1 ○ 30.15 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 33.66 33.66 ― ― 1 ― 1 ○ 33.66 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
1 4ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 29.45 ― 29.45 ― 1 ― 2 Ｅ ― 29.45 ― ― ― 1 ― 1 Ｅ ― ― ― ―
2 4ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 31.60 ― 31.60 ― 1 ― 2 Ｅ ― 31.60 ― ― ― 1 ― 1 Ｅ ― ― ― ―
3 4ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 14.40 ― 14.40 ― 1 ― 2 Ｅ ― 14.40 ― ― ― 1 ― 1 Ｅ ― ― ― ―
1 4ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.91 ― 15.91 ― 1 ― 2 Ｅ ― 15.91 ― ― ― 1 ― 1 Ｅ ― ― ― ―
2 4ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 21.39 ― 21.39 ― 1 ― 2 Ｅ ― 21.39 ― ― ― 1 ― 1 Ｅ ― ― ― ―

エレベータマシン室
TIPドライブメカニズム室

1 8ｍ未満 1ｍ≦x 85.76 85.76 ― ― 2 ― 2 ○ 85.76 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 40.98 40.98 ― ― 1 ― 2 ○ 40.98 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 1ｍ≦x 56.19 56.19 ― ― 1 ― 1 ○ 56.19 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 1ｍ≦x 39.50 39.50 ― ― 1 ― 1 ○ 39.50 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
5 4ｍ未満 ― 3.10 ― ― 3.10 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
6 4ｍ未満 ― 16.34 ― ― 16.34 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
7 4ｍ未満 ― 17.73 ― 17.73 ― 1 ― 1 〇 ― 17.73 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
8 8ｍ未満 1ｍ≦x 54.37 54.37 ― ― 1 ― 1 ○ 54.37 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

9 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
42.38 42.38 ― ― 1 ― 1 ○ 42.38 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

10 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
67.39 67.39 ― ― 1 ― 1 ○ 67.39 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

11 8ｍ未満 1ｍ≦x 35.53 35.53 ― ― 1 ― 1 ○ 35.53 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
12 8ｍ未満 1ｍ≦x 45.56 45.56 ― ― 1 ― 1 ○ 45.56 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
13 8ｍ未満 1ｍ≦x 44.12 44.12 ― ― 1 ― 1 ○ 44.12 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 55.13 55.13 ― ― 1 ― 1 ○ 55.13 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ 1 〇 ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 41.56 41.56 ― ― 1 ― 1 ○ 41.56 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 45.02 45.02 ― ― 1 ― 1 ○ 45.02 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 57.90 57.90 ― ― 1 ― 1 ○ 57.90 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

5 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
58.51 58.51 ― ― 1 ― 1 ○ 58.51 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

6 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
45.65 45.65 ― ― 1 ― 1 ○ 45.65 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

7 8ｍ未満 1ｍ≦x 27.65 27.65 ― ― 1 ― 1 ○ 27.65 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
8 8ｍ未満 1ｍ≦x 11.24 11.24 ― ― 1 ― 1 ○ 11.24 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
9 8ｍ未満 1ｍ≦x 49.33 49.33 ― ― 1 ― 1 〇 49.33 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ 1 〇 ― ―
10 8ｍ未満 1ｍ≦x 47.13 47.13 ― ― 1 ― 1 〇 47.13 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
11 8ｍ未満 1ｍ≦x 44.13 44.13 ― ― 1 ― 1 ○ 44.13 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

CUWポンプB室
CUW配管室
CUWポンプA室

1 8ｍ未満 ― 239.53 239.53 ― ― ― ― ― Ｆ 239.53 ― ― ― ― 7 ― 7 Ｆ ― ― ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 3.70 ― 3.70 ― ― ― ― Ｆ ― 3.70 ― ― ― 1 ― 1 Ｆ ― ― ― ― ―
1 4ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 57.05 ― ― ― 57.05 ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ― ―

2 4ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

93.86 ― ― 93.86 ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 4ｍ未満 ― 7.19 ― 7.19 ― 1 1 〇 ― 7.19 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 4ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

36.65 ― ― 36.65 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

5 4ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

45.51 ― ― 45.51 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

6 4ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
36.07 ― ― 36.07 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

7 4ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

82.05 ― ― 82.05 ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

8 4ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 75.79 ― ― 75.79 ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
9 4ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 78.97 ― ― 78.97 ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

10 4ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
53.49 ― ― 53.49 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

11 4ｍ未満 1ｍ≦x 35.44 ― 35.44 ― 1 ― 2 ○ ― 35.44 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

R-2-1
R-2-2

R-2-4
R-2-5
R-2-6

― 8

R-1-6(1) MG(A)エリア

R-1-1
R-1-2(1)
R-1-2(2)

R-1-6(3) 125V充電器2Aエリア
55.60 2 1

2 1 1 Ａ 3

R-1-3
R-1-4
R-1-5(1)
R-1-5(2)

―

1 Ａ 5 1

R-1-6(2) MG(B)エリア 56.43

39.49
47.44

1
1 1

―

R-1-7(2) 直流125V蓄電池HPCS室 4 2 ―

R-1-7(1) 直流125V蓄電池2A室 6 3

5
B

―

R-1-6(4) 125V充電器2Bエリア 3 6 ―

2
Ａ

13.96 1 1

20 2

R-2-7 MSトンネル室

―

― 408.53

R-2-3(2) 2階通路(西) 11

14 24 ―

― 19.44 1 ― 1 〇

R-2-3(1) 2階通路(東)

―

3 6 ○

2

11

○

15 ―R-2-8 ケーブル処理室

150.91 2
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

コンピュータ室 1 4ｍ未満 ― 44.41 ― 44.41 ― 1 ― 1 1 ○ ― 44.41 ― ― ― 1 ― 1 1 ○ ― ― ― ― ―
中央制御室 1 4ｍ未満 ― 511.67 ― 511.67 ― 4 ― 4 4 ○ ― 511.67 ― ― ― 8 ― 8 8 ○ ― ― ― ― ―
中央制御室　中央制御室床下コンクリートピット 2 4ｍ未満 ― ― ― ― ― ― ― 28 28 ○ ― ― ― ― ― ― ― 29 29 ○ ― ― ― ― ―
バッテリー排気ファンA室 1 4ｍ未満 ― 16.39 ― 16.39 ― 1 ― 1 1 ○ ― 16.39 ― ― ― 1 ― 1 1 ○ ― ― ― ― ―

1 4ｍ未満 ― 2.54 ― 2.54 ― 1 ― 1 1 ○ ― 2.54 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 14.80 ― 14.80 ― 1 ― 0 0 〇※1 ― 14.80 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―

プロセスコンピュータ室 1 4ｍ未満 ― 76.48 ― 76.48 ― 1 ― 1 1 ○ ― 76.48 ― ― ― 2 ― 2 2 ○ ― ― ― ― ―
1 15ｍ未満 1ｍ≦x 43.26 43.26 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
2 15ｍ未満 1ｍ≦x 42.55 42.55 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
3 15ｍ未満 1ｍ≦x 44.46 44.46 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
4 15ｍ未満 1ｍ≦x 57.33 57.33 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
5 15ｍ未満 1ｍ≦x 29.99 29.99 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
6 15ｍ未満 1ｍ≦x 57.33 57.33 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ○ ― ―
7 15ｍ未満 1ｍ≦x 21.04 21.04 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
8 15ｍ未満 1ｍ≦x 57.33 57.33 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 7 ○ ― ―
9 15ｍ未満 1ｍ≦x 46.30 46.30 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―
10 8ｍ未満 1ｍ≦x 4.03 4.03 ― ― 1 ― 1 ○ 4.03 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
11 8ｍ未満 1ｍ≦x 22.12 22.12 ― ― 1 ― 1 ○ 22.12 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ○ ― ―
12 8ｍ未満 1ｍ≦x 22.71 22.71 ― ― 1 ― 1 ○ 22.71 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ○ ― ―
13 15ｍ未満 1ｍ≦x 44.84 44.84 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―

14 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
37.24 37.24 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ―

15 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
74.53 74.53 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ― ― ―

1 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
10.84 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―

2 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
32.13 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

3 15ｍ未満 1ｍ≦x 46.89 46.89 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
17.93 17.93 ― ― 1 ― 1 ○ 17.93 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

5 8ｍ未満 1ｍ≦x 17.62 17.62 ― ― 1 ― 1 ○ 17.62 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
6 15ｍ未満 1ｍ≦x 55.12 55.12 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ○ ― ―
7 4ｍ未満 ― 5.26 ― 5.26 ― 1 ― 1 ○ ― 5.26 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
8 8ｍ未満 1ｍ≦x 40.17 40.17 ― ― 1 ― 1 ○ 40.17 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
9 8ｍ未満 1ｍ≦x 55.12 55.12 ― ― 1 ― 1 ○ 55.12 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ 1 ○ ― ―
10 8ｍ未満 1ｍ≦x 32.19 32.19 ― ― 1 ― 1 ○ 32.19 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
11 8ｍ未満 1ｍ≦x 55.12 55.12 ― ― 1 ― 1 ○ 55.12 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
12 8ｍ未満 1ｍ≦x 23.25 23.25 ― ― 1 ― 1 ○ 23.25 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
13 15ｍ未満 1ｍ≦x 57.75 57.75 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
14 15ｍ未満 1ｍ≦x 51.03 51.03 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

15 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
22.44 22.44 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

16 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
28.56 28.56 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―

17 15ｍ未満 1ｍ≦x 47.39 47.39 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
18 8ｍ未満 1ｍ≦x 22.74 22.74 ― ― 1 ― 1 ○ 22.74 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
19 8ｍ未満 1ｍ≦x 19.37 19.37 ― ― 1 ― 1 ○ 19.37 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
20 8ｍ未満 1ｍ≦x 14.08 14.08 ― ― 1 ― 1 ○ 14.08 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
21 8ｍ未満 1ｍ≦x 14.03 14.03 ― ― 1 ― 1 ○ 14.03 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
22 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 8.93 8.93 ― 1 8.93 ― ― ― 1 ― ― ― ―
23 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 1.70 1.70 ― 1 1.70 ― ― ― 1 ― ― ― ―

RHR弁室
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 15.10 15.10 ― ― 1 ― 0 〇※2 15.10 ― ― ― ― 1 ― 0 〇※2 ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
18.81 ― ― 18.81 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
33.69 ― ― 33.69 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

4 8ｍ未満 ― 38.09 38.09 ― ― 1 ― 1 ○ 38.09 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 77.91 77.91 ― ― 2 ― 2 ○ 77.91 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 62.80 62.80 ― ― 1 ― 2 ○ 62.80 ― ― ― ― 2 ― 3 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 25.60 25.60 ― ― 1 ― 1 ○ 25.60 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 80.56 80.56 ― ― 2 ― 2 ○ 80.56 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 42.40 42.40 ― ― 1 ― 1 ○ 42.40 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 20.40 20.40 ― ― 1 ― 0 〇※3 20.40 ― ― ― ― 1 ― 0 〇※3 ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 17.33 17.33 ― ― 1 ― 0 〇※4 17.33 ― ― ― ― 1 ― 0 〇※4 ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 42.17 42.17 ― ― 1 ― 1 ○ 42.17 ― ― ― ― 2 ― 1 〇※5 ― ― ― ― ―
3 8ｍ未満 1ｍ≦x 24.66 24.66 ― ― 1 ― 1 ○ 24.66 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 16.16 16.16 ― ― 1 ― 0 〇※6 16.16 ― ― ― ― 1 ― 0 〇※6 ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 42.09 42.09 ― ― 1 ― 1 ○ 42.09 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ―
3 8ｍ未満 1ｍ≦x 24.62 24.62 ― ― 1 ― 0 〇※7 24.62 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）R-3-2

C-2-2

C-2-3(1)

C-2-3(2) バッテリー排気ファンB室

C-2-1

2

15 3 29

R-3-1(2) 3階通路(西)

10.63 11 A 1 1 B10.63

C-2-4

R-3-1(1) 3階通路(東)

6 ―52.50 1 ― 1 ○R-3-3(1) メタクラ空調機Aエリア 2

22 16 19

R-3-3(4) MCR空調機Bエリア 1 2

R-3-3(5) MCRバイパスフィルタAエリア 2 2

※1:火災区画C-2-3(1)感知区域1とC-2-3(2)感知区域2の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。

R-3-3(3) MCR空調機Aエリア 3 5

R-3-3(2) メタクラ空調機Bエリア 4 6

※3:火災区画R-3-3(3)感知区域1とR-3-3(4)感知区域2の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。
※4:火災区画R-3-3(3)感知区域1とR-3-3(5)感知区域1の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。
※5:火災区画R-3-3(6)感知区域2とR-3-3(5)感知区域2の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。
※6:火災区画R-3-3(4)感知区域1とR-3-3(6)感知区域1の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。
※7:火災区画R-3-3(5)感知区域3とR-3-3(6)感知区域3の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。

R-3-3(6) MCRバイパスフィルタBエリア 1 3

※2:火災区画R-3-3(2)感知区域2とR-3-3(1)感知区域1の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

代替燃料プール冷却系ポンプ，熱交換器室 1 15ｍ未満 1ｍ≦x 26.32 26.32 ― ― 1 ― 1 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 2 ○
制御棒補修室

1 15ｍ未満 1ｍ≦x 76.29 76.29 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ○ ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 9.92 9.92 ― 1 9.92 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.55 10.55 ― 1 10.55 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 15ｍ未満 1ｍ≦x 65.37 65.37 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ○ ― ―
5 15ｍ未満 1ｍ≦x 24.91 24.91 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
6 15ｍ未満 1ｍ≦x 19.27 19.27 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
7 15ｍ未満 1ｍ≦x 41.14 41.14 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
8 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 17.98 17.98 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―
9 15ｍ未満 1ｍ≦x 38.10 38.10 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
10 15ｍ未満 1ｍ≦x 90.12 90.12 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―

1 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
22.51 22.51 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―

2 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
35.05 35.05 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

3 15ｍ未満 1ｍ≦x 18.83 18.83 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
4 15ｍ未満 1ｍ≦x 44.97 44.97 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
5 15ｍ未満 1ｍ≦x 37.18 37.18 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
6 15ｍ未満 1ｍ≦x 49.51 49.51 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
7 15ｍ未満 1ｍ≦x 112.30 112.30 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―

8 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
25.34 25.34 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ○ ― ―

9 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
69.72 69.72 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ○ ― ―

10 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 6.43 6.43 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―
CUW熱交換器室
CUW逆流タンク/ポンプ室

1 8ｍ未満 ― 24.87 24.87 ― ― 1 ― 2 ○ 24.87 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 8.88 ― 8.88 ― 1 ― 1 ○ ― 8.88 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 2.00 ― 2.00 ― 1 ― 1 〇 ― 2.00 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ― ― ―

FPC熱交換器室
FPC輸送ポンプ室
FPC保持ポンプA室
FPC逆洗受けタンク室
FPC保持ポンプB室
5階通路(エレベータ側)
キャスクピット除染室

1 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
11.58 11.58 ― ― 1 ― 1 ○ 11.58 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

2 8ｍ未満 1ｍ≦x 46.07 46.07 ― ― 1 ― 1 ○ 46.07 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 1ｍ≦x 47.33 47.33 ― ― 1 ― 1 ○ 47.33 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 5.05 5.05 ― ― 1 ― 0 〇※1 5.05 ― ― ― ― 1 ― 0 〇※1 ― ― ― ―

2 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
33.11 33.11 ― ― 1 ― 1 ○ 33.11 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 31.14 31.14 ― ― 1 ― 1 ○ 31.14 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 1ｍ≦x 71.09 71.09 ― ― 1 ― 1 ○ 71.09 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 18.02 18.02 ― ― 1 ― 1 ○ 18.02 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 21.58 21.58 ― ― 1 ― 1 ○ 21.58 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 24.22 24.22 ― ― 1 ― 1 ○ 24.22 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 28.40 28.40 ― ― 1 ― 1 ○ 28.40 ― ― ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ―

1 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
24.55 24.55 ― ― 1 ― 1 ○ 24.55 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 2 〇 ― ―

2 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
35.04 35.04 ― ― 1 ― 1 ○ 35.04 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

3 8ｍ未満 1ｍ≦x 29.12 29.12 ― ― 1 ― 1 ○ 29.12 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 1ｍ≦x 42.74 42.74 ― ― 1 ― 1 ○ 42.74 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―
5 8ｍ未満 1ｍ≦x 21.78 21.78 ― ― 1 ― 1 ○ 21.78 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
6 8ｍ未満 1ｍ≦x 21.78 21.78 ― ― 1 ― 1 ○ 21.78 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
7 8ｍ未満 1ｍ≦x 80.20 80.20 ― ― 2 ― 2 ○ 80.20 ― ― ― ― 3 ― 3 ○ ― ― ― ―
8 8ｍ未満 1ｍ≦x 29.91 29.91 ― ― 1 ― 1 ○ 29.91 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 2 〇 ― ―
9 4ｍ未満 ― 4.45 ― 4.45 ― 1 ― 1 ○ ― 4.45 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

SLCポンプ(A)エリア 1 8ｍ未満 ― 6.59 6.59 ― ― 1 ― 0 0 ○※2 6.59 ― ― ― ― 1 ― 2 2 ○ ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 ― 20.65 20.65 ― ― 1 ― 1 1 ○ 20.65 ― ― ― ― 1 ― 1 1 ○ ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 33.33 33.33 ― ― 1 ― 1 1 ○ 33.33 ― ― ― ― 1 ― 2 2 ○ ― ― ― ― ―

CUW F/D(A)室
CUW F/D(B)室
CUW保持ポンプ3A室
CUW保持ポンプ3B室
CUWプリコートポンプ室
新燃料貯蔵庫
FPC F/D(A,B)室
キャスクピット

1 8ｍ未満 1ｍ≦x 20.80 20.80 ― ― 1 ― 1 ○ 20.80 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 9.77 9.77 ― ― 1 ― 1 ○ 9.77 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
3 8ｍ未満 ― 8.10 8.10 ― ― 1 ― 1 ○ 8.10 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
4 8ｍ未満 ― 1.45 ― 1.45 ― 1 ― 1 ○ ― 1.45 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―

オペフロ 1 20ｍ未満 ― ― ― ― ― ― ― 4対(分離)4対(分離) ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8 8 ○ ― ―
前室
FHM操作室
階段室
階段室
階段室

1 8ｍ未満 ― 106.55 106.55 ― ― 2 ― 10 10 ○ 106.55 ― ― ― ― 4 ― 10 10 ○ ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 128.79 128.79 ― ― 2 ― 5 5 ○ 128.79 ― ― ― ― 4 ― 5 5 ○ ― ― ― ― ―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

3 6 ―

4

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

R-5-4(3)

R-5-6

R-5-4(2)

R-5-4(1)

R-6-2
R-6-3
R-6-4
R-6-5
R-6-6

R-5-5

R-5-3(2)

SLCポンプ(B)エリア

※2:火災区画R-5-4(2)感知区域1とR-5-4(3)感知区域1の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。

R-4-2

R-4-4
R-4-5

R-4-7
R-4-8
R-4-9

R-5-10
R-5-11
R-5-12

R-5-3(1)

R-5-13

R-5-7
R-5-8
R-5-9

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

R-5-1
R-5-2

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

非常用ガス再循環系(A)エリア

1 1 Ａ

R-4-3(2) 4階通路(西) 11

R-4-1

R-4-3(1) 4階通路(東) 2 21

20.47

11

3

― 25

R-4-6 FPCポンプ室 4 3

―

R-5-3(4) 非常用ガス処理系(B)エリア 2 3 ―

R-5-3(3) 非常用ガス処理系(A)エリア 2 3

5 ―

非常用ガス再循環系(B)エリア

R-4-10
R-4-11

5階通路(西) 10 13

R-6-1

※1:火災区画R-5-3(1)感知区域3とR-5-3(2)感知区域1の境界は天井までの壁ではないため，1つの感知区域とみなし設計しており，消防法施行規則を満足している。

FPCプリコートポンプ室 4 4
―

PCV PCV全域
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

復水脱塩塔室
B1階通路
ACID/CAUSTICポンプ室
低圧復水ポンプ室
樹脂再生塔室
バッチオイルタンク室
EHC制御油圧装置室
電気室
B1復水器室
ディーゼル消火ポンプ室
タービン電気室
所内ボイラー室
1階通路
真空ポンプ室
グランドコンデンサー室
空気抽出器室
排ガスコンデンサB室
1階階段室
排ガスコンデンサA室
MDRFP(A),(B)エリア

1 15ｍ未満 1ｍ≦x 58.87 58.87 ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―

2 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
133.32 133.32 ― ― 2 ― 4 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―

3 15ｍ未満 1ｍ≦x 59.40 59.40 ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

4 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
133.20 133.20 ― ― 2 ― 4 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

5 15ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 61.23 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―

6 15ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

61.20 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―

7 15ｍ未満 1ｍ≦x 62.37 62.37 ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
8 15ｍ未満 1ｍ≦x 133.20 133.20 ― ― 2 ― 4 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
9 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 61.20 61.20 ― ― 1 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
10 15ｍ未満 1ｍ≦x 113.32 113.32 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ○ ― ―

11 15ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
115.44 115.44 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

12 15ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

53.04 53.04 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

13 15ｍ未満 1ｍ≦x 107.40 107.40 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ○ ― ―
14 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 95.28 95.28 ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
15 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 28.01 28.01 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
16 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 41.58 41.58 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0 ○ ― ―

17 15ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
27.51 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0 ○ ― ―

18 15ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
16.03 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

19 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 27.44 27.44 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―
20 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 115.22 115.22 ― ― 2 ― 3 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3 ○ ― ―
21 4ｍ未満 ― 3.20 ― 3.20 ― 1 ― 1 ○ ― 3.20 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―
22 4ｍ未満 ― 4.70 ― 4.70 ― 1 ― 1 ○ ― 4.70 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ―

主油タンク室
RCW/TCW熱交換器エリア
OG再結合器B室
OG再結合器A室
2階階段室
1階廊下
タービン建屋給気ファン室(2A/2B)
メンテナンス室
HVAC制御室
タービン建屋給気ファン室(1A/1B)
タービンオペレーティングフロア
オペレーティングフロア排気ファン室(A/B/C)
RW建屋給気ファン室(A/B)
タービン建屋排気ファン室(A/B/C)
RW建屋排気ファン室(3B)
RW建屋排気ファン室(3A)
原子炉建屋排気ファン室(2A/2B)
NATRASS室
エレベータマシン室
原子炉建屋給気ファン室(3A/3B)
サンプルラック室
オフガス室
TDRFP(A)室
TDRFP(B)室

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

○1

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画T-1-16

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
T-1-10
T-1-11

T-1-13
T-1-14
T-1-15

T-B1-8

T-1-12

T-2-3
T-2-4
T-2-5
T-2-6
T-2-7
T-2-8
T-2-9
T-2-10
T-2-11
T-2-12
T-2-13
T-2-14
T-2-15
T-2-16
T-2-17
T-2-18

T-1-6
T-1-7
T-1-8
T-1-9

T-B1-6
T-B1-7

T-B1-9
T-1-1
T-1-2
T-1-3
T-1-4
T-1-5

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

T-B1-1
T-B1-2
T-B1-3
T-B1-4
T-B1-5

43.54 1 ―

4

T-1-17
T-1-18
T-2-1
T-2-2

2 46

122.43 ― 2 ―

ヒーター室

○

42
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

使用済樹脂タンク室
B1階北側ポンプエリア

1 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.50 ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―
2 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 18.27 ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―

廃液収集ポンプ他室入口
廃液収集タンク室
廃液収集ポンプ室
廃液スラッジ貯蔵室
廃液中和ポンプ室
廃液中和タンク室
濃縮廃液ポンプ室

1 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 9.93 9.93 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ○ ― ―

2 15ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
24.75 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

3 15ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
11.34 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ○ ― ―

4 15ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 44.00 44.00 ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ○ ― ―
南側中地下1階ポンプエリア
北側中地下1階床ドレンポンプエリア
洗濯廃液ドレンポンプエリア
廃液サンプルタンク室
オフガスサンプルラック室
1階北側通路
オフガス弁室

1 4ｍ未満 ― 16.37 ― ― ― ― 16.37 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 3.70 ― ― ― ― 3.70 ― ― ― 1 ― 1 ○ ― ― ― ― ―

RW制御室
1階中央通路

1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 31.20 31.20 ― ― 1 ― 1 1 ○ 31.20 ― ― ― ― 1 ― 1 ○ 2 〇 ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 69.91 69.91 ― ― 1 ― 1 1 ○ 69.91 ― ― ― ― 2 ― 2 ○ ― ― ― ―

排ガス減衰管室
排ガス復水器A室
排ガス復水器B室
床ドレンフィルタ室
廃液収集フィルタB室
廃液収集フィルタA室
脱塩装置室
排ガス前置フィルタA室
排ガス前置フィルタB室
排ガス後置フィルタA室
排ガス後置フィルタB室
オフガスハッチエリア
クラリファイヤーポンプエリア
樹脂充填筒エリア
サンプルタンク室
クラリファイヤータンク室
ディストレートコレクターポンプエリア
ディストレートコレクタータンク室
連絡配管路出入口エリア
廃液濃縮器ポンプ室入口
コンセントレータポンプ(B)室
コンセントレータポンプ(A)室
北側階段室
OGCパイプチェイス室
3階通路
廃液濃縮器A室
廃液濃縮器B室
活性炭ベッド室
再生ガスメッシュフィルター室
除湿器室
除湿器室
排ガス再生装置室
真空ポンプ室
コンプレッサー室
AUXタンク室
メンテナンスエリア
原子炉建屋付属棟（RW-5）
原子炉建屋付属棟（RW-6）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

RW-1-15
RW-1-16

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

2

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

RW-B1-6
RW-B1-7
RW-B1-8
RW-B1-9
RW-B1-10

RW-B1-12
RW-B1-13
RW-B1-14
RW-1-1

RW-B1-3

RW-2-6
RW-2-7
RW-2-8

RW-1-5

RW-1-9

RW-2-1
RW-2-2
RW-2-3
RW-2-4
RW-2-5

RW-1-18
RW-1-19
RW-1-20

RW-1-6

RW-1-10
RW-1-11
RW-1-12
RW-1-13
RW-1-14

RW-1-17

RW-1-7

RW-1-3
RW-1-4

RW-B1-1
RW-B1-2

RW-B1-4
RW-B1-5

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

1階南側通路 3

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

B1階北側通路

廃液中和ポンプ他室入口エリア
緊急用海水系隔離弁(Hx行き，補機行き)エリア

36.09

228.77 1 1 1 Ａ

1 ○

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

オフガスブロワ室

91 3

○ 220.07 1 1 1

RW-1-2

RW-B1-11

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

RW-2-10

RW-3-8
RW-3-9
RW-3-10
RW-4-1
RW-4-2
RW-4-3
RW-4-4

RW-3-6
RW-3-7

RW-2-14

RW-3-3
RW-2-15

RW-3-4
RW-3-5

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

RW-2-11
RW-2-12

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
RW-5
RW-6
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

クレーンＡ給電用ケーブルリール室
減容固化体貯蔵室
減容固化系移送ポンプ室
減容固化系溶解タンク室
高電導度ドレンサンプリングポンプ室
減容固化系溶解ポンプ室
階段室
通路
洗濯廃液受タンク室
電磁ろ過器供給ポンプ室
クラッドスラリ上澄水受タンク室
シール水ポンプ・タンク室
ポンプ保守室
階段室
予備室Ｃ
機器ドレン処理水ポンプ・凝縮水収集ポンプ室
機器ドレンサンプリングポンプ・床ドレンサンプリングポンプ室
除染シンク室廊下
除染シンク室
エレベーター室
減容固化装置室
洗濯廃液供給ポンプ室
減容固化体移送装置室
減容固化系キャッピング装置室
減容固化系ペレット充填装置室
減容固化系容器移送装置室
減容固化体空容器置場
空気圧縮機室
洗浄廃液処理室
所内蒸気復水ポンプ・タンク室
配管ダクト室
使用済樹脂貯蔵タンク室
ろ過水ポンプ・タンク室
電磁ろ過器供給タンク室
前置ろ過器室
廃活性炭吸引装置室
通路
濃縮廃液受けタンク室
機器ドレン処理水タンク室
(欠番)
パワーセンタ室
減容固化系硫酸ソーダ添加タンク室
バルブ室
固化剤供給タンク室
減容固化系ペレットホッパ室
排気ブロワ・排気フィルタ室
廃油供給ポンプ・タンク室
焼却炉灰取出ボックス室
溶融炉２次燃焼器燃焼室
溶融電源室
ＩＲ室
タンク保守室Ｂ
チェス室
クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ室
サンプリングシンク室
集中清掃機器室
バッテリー室
電気室空調機室
通路
バルブエリア室
クラッドスラリ濃縮器室
クラッドスラリ濃縮器加熱器室

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-B1-15
NRW-B1-16
NRW-B1-17
NRW-B1-18
NRW-B1-19

NRW-B1-10

NRW-B3-20
NRW-B3-21
NRW-B3-22
NRW-B2-1
NRW-B2-2
NRW-B2-3
NRW-B2-4
NRW-B2-5
NRW-B2-6
NRW-B2-7
NRW-B2-8

NRW-B2-10
NRW-B2-11

NRW-B2-14
NRW-B2-15
NRW-B2-16
NRW-B2-17
NRW-B2-18
NRW-B1-1
NRW-B1-2
NRW-B1-3
NRW-B1-4
NRW-B1-5

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-B3-19

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-B1-11
NRW-B1-12
NRW-B1-13
NRW-B1-14

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

NRW-B1-22

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-B1-6
NRW-B1-7
NRW-B1-8
NRW-B1-9

NRW-B3-10
NRW-B3-11

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-B3-7
NRW-B3-8

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）
火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-B3-4
NRW-B3-5
NRW-B3-6

NRW-B3-1
NRW-B3-2
NRW-B3-3

NRW-B3-12
NRW-B3-13
NRW-B3-14
NRW-B3-15
NRW-B3-16
NRW-B3-17
NRW-B3-18

NRW-B2-9

NRW-B2-12
NRW-B2-13

NRW-B1-20
NRW-B1-21

NRW-B3-9
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

連絡通路
チェス室
パイプチェス室
減容固化系造粒機室
減容固化系放射線モニタサンプルラック室
ドラム挿入室
エレベーター室
焼却炉室
セラミックフィルタ灰取出コンベア室
通路
階段室
機器搬出入用トラックエリア室
ポンプメンテナンス除染パン室
超ろ過器供給ポンプ室
チェス室
電磁ろ過器バルブ室
電磁ろ過器循環供給ポンプ・スポンジボール移送ポンプ室
予備室Ａ
機器ドレン配管室
サイトバンカトラックエリア室
プール水浄化ポンプＡ室
クラッドスラリ濃縮器室
キャスク除染ピット室
スキマサージタンク室
電磁ろ過器Ａ室
電磁ろ過器Ｂ室
連絡通路
連絡配管路室
減容固化系電気ヒーター室
減容固化系乾燥機室
階段室
２次セラミックフィルタ室
(欠番)
階段室
操作室中３階
操作室２階
超ろ過器供給タンク室
チェス室
電磁ろ過器保守室
(欠番)
超ろ過器室
サイドバンカ更衣室
使用済燃料用キャスク保管スペース室
階段室
階段室
減容固化系粒子ブロワ
チェス室
サンプリングシンク室
チェス室
通路

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-2-15
NRW-2-16
NRW-2-17
NRW-2-18
NRW-2-19

NRW-1-13
NRW-1-14
NRW-1-15

NRW-2-4
NRW-2-5
NRW-2-6

NRW-1-27

NRW-1-11

NRW-2-20

NRW-1-19

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-2-12
NRW-2-13

NRW-1-12

―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）
NRW-2-7
NRW-2-8

NRW-1-17
NRW-1-18

NRW-1-6
NRW-1-7
NRW-1-8
NRW-1-9
NRW-1-10

NRW-1-16

NRW-1-1
NRW-1-2
NRW-1-3
NRW-1-4
NRW-1-5

NRW-1-26

NRW-2-1
NRW-2-2
NRW-2-3

NRW-1-20
NRW-1-21
NRW-1-22
NRW-1-23
NRW-1-24
NRW-1-25

NRW-2-11

NRW-2-23

NRW-2-9

NRW-2-14

NRW-2-21
NRW-2-22

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-2-10
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

冷凍機室
補機冷却水機器室
減容固化系ミストセパレータ室
チェス室
減容固化系供給ポンプ室
階段室
雑固体切断機室
雑固体前処理室
投入室
通路
排ガス処理室
(欠番)
チェス室
送風機Ｃ室
給気加熱コイルＣ室
送風機Ｂ室
給気加熱コイルＢ室
送風機Ａ室
給気加熱コイルＡ室
(欠番)
減容固化系循環ポンプ室
サンプリングシンク室
減容固化系供給タンク
減容固化系乾燥機室
減容固化系乾燥機排気ブロワ
減容固化系乾燥機復水器室
計器保守室
排ガスフィルタ室
タンクベント室
エレベーター機械室
サンプルラック室
建屋排気系フィルタユニット室
通路
主排気系排風機
(欠番)
補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室
(欠番)
チェンジングスペース室
階段室
減容固化系乾燥機保守室

NRW-3-17

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-4-13
NRW-4-14
NRW-4-15

NRW-4-8
NRW-4-9

―

NRW-3-8
NRW-3-9

NRW-3-2

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

NRW-3-13
NRW-3-14
NRW-3-15
NRW-3-16

NRW-3-18
NRW-3-19

NRW-4-2

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
―

NRW-4-6
NRW-4-7

NRW-3-10
NRW-3-11
NRW-3-12

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

NRW-3-5

NRW-3-20
NRW-3-21

NRW-4-16

NRW-3-24
NRW-4-1

NRW-4-3
NRW-4-4
NRW-4-5

NRW-3-6
NRW-3-7

NRW-3-22
NRW-3-23

NRW-4-11
NRW-4-12

NRW-3-3
NRW-3-4

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

―

NRW-4-10

NRW-3-1

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

―
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

復水貯蔵タンクエリア
海水ポンプエリア（北側） 1 ― ― 86.24 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8 8 Ｄ 4 4
海水ポンプエリア（南側） 1 ― ― 105.59 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8 8 Ｄ 4 4
原子炉建屋付属棟（DG-2Cルーフベントファン室）
原子炉建屋付属棟（DG-2Dルーフベントファン室）
原子炉建屋付属棟（DG-HPCSルーフベントファン室）
バッテリー空調機Aエリア
バッテリー空調機Bエリア
メタクラチラーユニット4Bエリア
メタクラチラーユニット4Aエリア
MCRチラーユニット2エリア
MCRチラーユニット1エリア
メタクラチラーユニット3Aエリア
メタクラチラーユニット3Bエリア

1 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
5 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
6 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
7 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
5 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
6 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
7 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
5 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
6 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
7 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
8 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
9 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
10 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
11 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
12 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
5 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
6 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
7 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
8 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
9 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
10 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
11 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
12 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 19.31 ― 19.31 ― 1 ― 1 〇 ― 19.31 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 1.13 ― 1.13 ― 1 ― 1 E ― 1.13 ― ― ― 1 ― 1 E ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 19.31 ― 19.31 ― 1 ― 1 〇 ― 19.31 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 77.00 ― 77.00 ― 1 ― 1 〇 ― ― ― 77.00 ― 2 ― 2 〇 ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 88.51 88.51 ― ― 2 ― 2 〇 ― ― 88.51 ― ― 4 ― 4 〇 ― ― ― ― ―
3 8ｍ未満 ― 77.00 77.00 ― ― 2 ― 2 〇 ― ― 77.00 ― ― 4 ― 4 〇 ― ― ― ― ―
4 8ｍ未満 ― 77.00 77.00 ― ― 2 ― 2 〇 ― ― 77.00 ― ― 4 ― 4 〇 1 1 〇 ― ―

常設低圧代替注水系配管カルバート 1 4ｍ未満 ― 53.13 ― 53.13 ― 1 ― 1 1 〇 ― ― ― 53.15 ― 2 ― 2 2 〇 ― ― ― ― ―
(欠番)
代替淡水貯槽

1 4ｍ未満 ― 17.92 ― 17.92 ― 1 ― 1 〇 ― ― ― 17.92 ― 1 ― 2 〇 ― ― ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 62.32 62.32 ― ― 1 ― 1 〇 ― ― 62.32 ― ― 3 ― 3 〇 ― ― ― ― ―

排気筒モニタA室
排気筒モニタB室
給水加熱器保管庫
(欠番)
西側淡水貯水設備
ハロン消火設備ボンベ室A
機器ハッチ室 1 15ｍ未満 ― 18.35 18.35 ― ― 1 ― 3 3 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 2 〇 ― ―
燃料移送ポンプ前室
D/G 2D燃料移送ポンプ室 1 8ｍ未満 ― 24.75 24.75 ― ― 1 ― 1 1 〇 24.75 ― ― ― ― 1 － 2 2 〇 ― ― ― ― ―

1 8ｍ未満 ― 30.25 30.25 ― ― 1 ― 1 30.25 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 16.20 ― 16.20 ― 1 ― 1 ― 16.20 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 8ｍ未満 ― 24.75 24.75 ― ― 1 ― 1 24.75 ― ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 87.75 ― 87.75 ― 1 ― 1 ― 87.75 ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ― ―

ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料移送ポンプ室
常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプA室 1 8ｍ未満 ― 30.25 30.25 ― ― 1 － 1 1 〇 30.25 ― ― ― ― 1 ― 2 2 〇 ― ― ― ― ―

1 4ｍ未満 ― 30.25 ― 30.25 ― 1 ― 1 ― 30.25 ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 17.65 17.65 ― ― 1 ― 1 17.65 ― ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ― ―

換気機械室
緊急用電気品室 1 8ｍ未満 ― 406.00 406.00 ― ― 6 ― 6 6 〇 406.00 ― ― ― ― 12 ― 12 12 〇 ― ― ― ― ―
常設代替高圧電源装置エリアA 1 ― ― 477.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ― － ― － － － － － － － 6 6 〇 6 6

1 ― ― 479.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 6 〇 6
2 4ｍ未満 ― 1.10 ― 1.10 ― 1 ― 1 〇 ― 1.10 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

常設代替高圧電源装置エリアC 1 ― ― 501.75 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 6 6 〇 6 6
階段室
西側淡水貯水設備水位計室 1 8ｍ未満 ― 43.75 43.75 ― ― 1 ― 1 1 〇 43.75 ― ― ― ― 2 ― 2 2 〇 ― ― ― ― ―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（有効に火災を感知できる代替措置を講じる）

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
―

0-1

7 14

―

― ―

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

0-7-1(4)
0-7-1(5)

―

D-B1-2

0-4
0-5
0-6
0-7-1(1)
0-7-1(2)
0-7-1(3)

0-7-1(6)
0-7-1(7)
0-7-1(8)

0-14-3
0-14-4

0-17-1

D-3

D-1-2

0-17-2
0-18
D-B3-1

D-B1-1

D-B1-3

D-B1-7

D-B1-10

D-1-4

D-B1-6

0-16

0-10

0-8

D-B1-11
D-1-1

D-B1-4

D-B1-8

D-1-3

4

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画

火災感知器等を設置しない火災区域・火災区画
消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

軽油貯蔵タンクA

7 7

0-2
0-3

―

可搬型設備用軽油タンク室(西側) 12

―

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

2 〇 4

2 〇

―

―

6 6

常設低圧代替注水系ポンプ室

緊急用海水ポンプピット 2 5

0-14-2

2 〇

1 1

2

0-13 緊急時対策所用発電機燃料油タンクB 4 4 ―

D-B1-5 D/G HPCS燃料移送ポンプ室

常設代替高圧電源装置エリアB

D-B1-9 常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプB室

D/G 2C燃料移送ポンプ室

D-B3-2

0-14-1

12 12 ― ―

0-12 緊急時対策所用発電機燃料油タンクA 4 4 ― ―

7 7 ― ―

0-9 軽油貯蔵タンクB

12

0-11 可搬型設備用軽油タンク室(南側)

――
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

1 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 11.05 ― ― 11.05 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 1 C ―
2 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 10.30 ― ― 10.30 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

10.30 ― ― 10.30 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 1 C ―

4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.49 ― ― 15.49 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.49 15.49 ― 1 15.49 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
6 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 20.55 20.55 ― 1 20.55 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
7 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 20.90 20.90 ― 1 20.90 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
8 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.84 15.84 ― 1 15.84 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
9 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.62 15.62 ― 1 15.62 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
10 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 13.64 13.64 ― 1 13.64 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 10.73 ― ― 10.73 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 1 C ―
2 8ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 10.00 ― ― 10.00 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

10.00 ― ― 10.00 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 1 C ―

4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.05 ― ― 15.05 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.05 15.05 ― 1 15.05 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
6 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 19.96 19.96 ― 1 19.96 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
7 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 20.31 20.31 ― 1 20.31 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
8 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.39 15.39 ― 1 15.39 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
9 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.18 15.18 ― 1 15.18 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
10 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 13.25 13.25 ― 1 13.25 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 4ｍ未満 ― 58.86 ― 58.86 ― 1 ― 1 〇 ― 58.86 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 8ｍ未満 ― 29.40 29.04 ― ― 1 ― 1 〇 29.04 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 4ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
12.90 ― 12.9 ― 1 ― 1 〇 ― 12.9 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

緊急時対策所建屋 CO2消火設備室 1 4ｍ未満 ― 29.04 ― 29.04 ― 1 ― 1 1 〇 ― 29.04 ― ― ― 1 ― 1 1 〇 ― ― ― ― ―
1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 24.83 24.83 ― 1 24.83 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 14.33 14.33 ― 1 14.33 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 14.56 14.56 ― 1 14.56 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 14.56 14.56 ― 1 14.56 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 15.28 15.28 ― 1 15.28 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 4.16 4.16 ― 1 4.16 ― ― ― 1 ― ― ―
2 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 4.82 4.82 ― 1 4.82 ― ― ― 1 ― ― ―
3 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 5.03 5.03 ― 1 5.03 ― ― ― 1 ― ― ―
4 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 16.51 16.51 ― 1 16.51 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
5 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 9.98 9.98 ― 1 9.98 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
6 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 9.98 9.98 ― 1 9.98 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
7 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 9.98 9.98 ― 1 9.98 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
8 ― 0.6ｍ≦x＜1ｍ 10.41 10.41 ― 1 10.41 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

緊急時対策所建屋 階段室 1 ― ― 16.66 16.66 ― ― 2 ― 2 2 〇 16.66 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 13 13 〇 ― ―
緊急時対策所建屋 1階通路部 1 8ｍ未満 ― 42.46 42.46 ― ― 1 ― 1 1 〇 42.46 ― ― ― ― 2 ― 2 2 〇 ― ― ― ― ―
緊急時対策所建屋 1階エアロック室 1 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 11.22 11.22 ― ― 1 ― 1 1 〇 11.22 ― ― ― ― 1 ― 1 1 〇 ― ― ― ― ―

1 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 6.84 6.84 ― ― 1 ― 1 〇 6.84 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 9.17 9.17 ― ― 1 ― 1 〇 9.17 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
11.61 11.61 ― 1 11.61 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
6.77 6.77 ― 1 6.77 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満 1ｍ≦x 3.87 3.87 ― ― 1 ― 1 〇 3.87 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
8.06 8.06 ― 1 8.06 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ

1ｍ≦x
8.71 8.71 ― 1 8.71 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
6.39 6.39 ― 1 6.39 ― ― ― 1 ― ― ―

9 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
4.44 4.44 ― 1 4.44 ― ― ― 1 ― ― ―

10 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

9.83 9.83 ― 1 9.83 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 4ｍ未満 ― 13.58 ― 13.58 ― 1 ― 1 〇 ― 13.58 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 8ｍ未満 1ｍ≦x 4.48 4.48 ― ― 1 ― 1 〇 4.48 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

22.11 22.11 ― ― 1 ― 1 〇 22.11 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

22.72 22.72 ― ― 1 ― 1 〇 22.72 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 5.38 5.38 ― 1 5.38 ― ― ― 1 ― ― ―
6 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 3.98 3.98 ― 1 3.98 ― ― ― 1 ― ― ―

2 ―
36.04 1 A

36.74 1

K-1-5

― ―

1 A

3 ――

― ―
44.41

A

4

〇

18.38 1 1 A

2 ―

28.43 1 1 A

1

1

A

20.39 1

1 A

29.26 1 1

1

2 1 A

35.70

緊急時対策所建屋 ハロン消火設備室

10

47.13 1

45.79 1 ― 1

4

〇

10
35.01 1 1 A

A

K-1-1 緊急時対策所建屋 発電機室2A

― 1

K-1-2 緊急時対策所建屋 発電機室2B

K-1-4(2) 緊急時対策所建屋 試料分析室

14.01 2 1

3

A 14.01 2 1

6

3

K-1-4(1) 緊急時対策所建屋 放管資機材保管室

39.16 1 1

2

A

5

36.47 2 1

K-1-3(1)

1 A

20.66 2 1 A

10.83 1 1 B

緊急時対策所建屋 1階通路部 5 5

16.77 1

B

K-1-6(4)

K-1-3(2)

K-1-6(1)
K-1-6(2)

K-1-6(3)

― ―

9.36 1 1 A 9.36 1 1 B

緊急時対策所建屋 チェンジングエリア 6 9 ― ―
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

28.06 28.06 ― ― 1 ― 1 〇 28.06 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

32.90 32.90 ― ― 1 ― 1 〇 32.90 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

25.80 25.80 ― ― 1 ― 1 〇 25.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

25.80 25.80 ― ― 1 ― 1 〇 25.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

24.03 24.03 ― ― 1 ― 1 〇 24.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

29.15 29.15 ― ― 1 ― 1 〇 29.15 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

34.17 34.17 ― ― 1 ― 1 〇 34.17 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

26.80 26.80 ― ― 1 ― 1 〇 26.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

9 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

26.80 26.80 ― ― 1 ― 1 〇 26.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

10 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
13.90 13.90 ― 1 13.90 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

11 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
9.66 9.66 ― 1 9.66 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

12 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
5.75 5.75 ― 1 5.75 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

緊急時対策所建屋 階段室 1 ― ― 29.40 29.40 ― ― 2 ― 4 4 〇 29.40 ― ― ― ― 3 ― 3 3 〇 3 3 〇 ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
17.55 17.55 ― 1 17.55 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
16.58 16.58 ― 1 16.58 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 14.03 14.03 ― 1 14.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
10.84 10.84 ― 1 10.84 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

27.00 27.00 ― ― 1 ― 1 〇 27.00 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 11.00 11.00 ― 1 11.00 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
8.50 8.50 ― 1 8.50 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 15.25 15.25 ― ― 1 ― 1 〇 15.25 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

14.50 14.50 ― ― 1 ― 1 〇 14.50 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

31.03 31.03 ― ― 1 ― 1 〇 31.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

40.73 40.73 ― ― 1 ― 1 〇 40.73 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

38.46 38.46 ― ― 1 ― 1 〇 38.46 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

緊急時対策所建屋 2階エアロック室 1 8ｍ未満 ― 32.40 32.40 ― ― 1 ― 1 1 〇 32.40 ― ― ― ― 1 ― 1 1 〇 ― ― ― ― ―

K-1-7

K-2-2

K-1-8

K-2-1

K-2-4

K-2-3

緊急時対策所建屋 空気ボンベ室 10 12 ― ―

29.31 2 1 A

緊急時対策所建屋 通信機械室 34.13 1 1 1 A 2 ― ―

緊急時対策所建屋 2階通路部

24.87 1 1

3

A

5 ― ―

19.50 1 1 A

緊急時対策所建屋 発電機給気ファン室 5 7 ― ―
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

1 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

10.06 ― ― 10.06 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.42 ― ― 9.42 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.42 ― ― 9.42 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.42 ― ― 9.42 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.42 ― ― 9.42 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

13.22 ― ― 13.22 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
51.60 51.60 ― ― 1 ― 1 〇 51.60 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

27.09 27.09 ― ― 1 ― 1 〇 27.09 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

9 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

10.45 ― ― 10.45 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

10 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.78 ― ― 9.78 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

11 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.78 ― ― 9.78 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

12 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.78 ― ― 9.78 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

13 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.78 ― ― 9.78 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

14 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.78 ― ― 9.78 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

15 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

13.03 ― ― 13.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

16 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.18 ― ― 9.18 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

17 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.18 ― ― 9.18 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

18 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.18 ― ― 9.18 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

19 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
13.03 ― ― 13.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

20 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
11.93 11.93 ― 11.93 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

21 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
5.87 5.87 ― 5.87 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

22 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

26.90 26.90 ― 26.90 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

23 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
3.53 3.53 ― ― 1 ― 1 〇 3.53 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

24 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
42.14 42.14 ― ― 1 ― 1 〇 42.14 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

25 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 21.42 21.42 ― ― 1 ― 1 〇 21.42 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
26 4ｍ未満 ― 36.85 ― 36.85 ― 1 ― 1 〇 ― 36.85 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
1 8ｍ未満 1ｍ≦x 4.13 4.13 ― ― 1 ― 1 〇 4.13 ― ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ―
2 4ｍ未満 1ｍ≦x 22.58 ― 22.58 ― 1 ― 1 〇 22.58 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

35.10 35.10 ― 1 35.10 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
7.20 7.20 ― 1 7.20 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

27.30 27.30 ― 1 27.30 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
5.60 5.60 ― 1 5.60 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

27.44 27.44 ― ― 1 ― 1 〇 27.44 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満 1ｍ≦x 42.32 42.32 ― ― 1 ― 1 〇 42.32 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―
9 8ｍ未満 1ｍ≦x 19.60 19.60 ― ― 1 ― 1 〇 19.60 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

10 4ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
7.20 ― 7.20 1 7.20 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

11 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

26.42 26.42 ― 26.42 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

12 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
7.11 7.11 ― 1 7.11 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

13 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

31.68 31.68 ― ― 1 ― 1 〇 31.68 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

14 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

36.20 36.20 ― ― 1 ― 1 〇 36.20 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

15 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
31.68 31.68 ― ― 1 ― 1 〇 31.68 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

16 8ｍ未満 0.4ｍ＞x 11.68 11.68 ― ― 1 ― 1 〇 11.68 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

K-2-5

K-2-6

緊急時対策所

60.96 1 ― 1

10

〇

28 ― ―

59.36 1 ― 1 〇

53.60 1 ― 1 〇

44.70 1 ― 1 〇

緊急時対策所建屋 2階電気品室 12 20 ― ―

42.30 1 1 A

32.90 1 1 A

40.73 2 1 A
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

緊急時対策所建屋 24V蓄電池室2B 1 4ｍ未満 ― 18.00 ― 18.00 ― 1 ― 1 1 E ― 18.00 ― ― ― 2 ― 2 2 E ― ― ― ― ―
緊急時対策所建屋 24V蓄電池室2A 1 4ｍ未満 ― 17.50 ― 17.50 ― 1 ― 1 1 E ― 17.50 ― ― ― 2 ― 2 2 E ― ― ― ― ―

1 4ｍ未満 ― 11.93 ― 11.93 ― 1 ― 1 〇 ― 11.93 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 4ｍ未満 ― 18.25 ― 18.25 ― 1 ― 1 〇 ― 18.25 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
3 4ｍ未満 ― 4.30 ― 4.30 ― 1 ― 1 〇 ― 4.30 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
4 4ｍ未満 ― 16.10 ― 16.10 ― 1 ― 1 〇 ― 16.10 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
41.54 41.54 ― ― 1 ― 1 〇 41.54 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 19.01 19.01 ― 1 19.01 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
3 8ｍ未満 0.6ｍ≦x＜1ｍ 2.19 2.19 ― 1 2.19 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

10.80 ― ― 10.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.03 ― ― 9.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.03 ― ― 9.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.03 ― ― 9.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.03 ― ― 9.03 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.51 ― ― 9.51 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

11.22 ― ― 11.22 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.38 ― ― 9.38 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

9 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.38 ― ― 9.38 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

10 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.38 ― ― 9.38 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

11 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.38 ― ― 9.38 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

12 8ｍ未満
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

9.88 ― ― 9.88 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

13 8ｍ未満 ― 6.40 6.40 ― ― 1 ― 1 〇 6.40 ― ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ―
1 4ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 10.35 ― 10.35 ― 1 10.35 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―
2 4ｍ未満 0.4ｍ≦x＜0.6ｍ 10.35 ― 10.35 ― 1 10.35 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 4ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

29.30 ― 29.30 ― 1 ― 1 〇 ― 29.30 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 4ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

29.31 ― 29.31 ― 1 ― 1 〇 ― 29.31 ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 4ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

22.05 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 4ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

18.68 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 4ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

20.83 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 4ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

17.64 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

緊急時対策所建屋 125V蓄電池室 1 4ｍ未満 ― 25.55 ― 25.55 ― 1 ― 1 1 E ― 25.55 ― ― ― 1 ― 2 2 E ― ― ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

15.40 ― ― 15.40 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

14.53 ― ― 14.53 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

15.51 ― ― 15.51 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

14.63 ― ― 14.63 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x
1ｍ≦x

26.12 26.12 ― ― 1 － 1 〇 26.12 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

19.80 ― ― 19.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
14.95 ― ― 14.95 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

35.34 35.34 ― ― 1 － 1 〇 35.34 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
30.80 30.80 ― ― 1 － 1 〇 30.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

K-2-8

K-3-4(1)

K-2-7

K-3-3

K-2-10

K-3-2

K-2-9

K-3-1

2 4 ― ―
21.20 1 1 A

緊急時対策所建屋 2階エアロック室 4 4

緊急時対策所建屋 災害対策本部冷凍機室 4 6 － ―

1 ― 1 〇

1 ― 1 〇

40.73

38.46

40.73

38.46

K-3-4(2) 緊急時対策所建屋 125V充電器盤室

29.93 1 ― 1

2

〇

4 ― ―

30.14 1 ― 1 〇

K-3-5 緊急時対策所建屋 通路部 4 6 ― ―

34.75 1 － 1 〇

― ―

緊急時対策所建屋 排煙機械室 111 A 2 ― ―

緊急時対策所建屋 災害対策本部室空調機械室

56.43 1 ― 1

3

〇

14 ― ―

58.62 1 ― 1 〇

緊急時対策所建屋 食料庫
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
40.46 40.46 ― ― 1 － 1 〇 40.46 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

47.43 47.43 ― ― 1 － 1 〇 47.43 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

37.20 37.20 ― ― 1 － 1 〇 37.20 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

35.34 35.34 ― ― 1 － 1 〇 35.34 ― ― ― ― 2 ― 2 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

21.32 ― ― 21.32 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

18.05 ― ― 18.05 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

24.99 ― ― 24.99 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

21.17 ― ― 21.17 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

9 8ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

19.60 ― ― 19.60 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

10 8ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

16.60 ― ― 16.60 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

11 8ｍ未満

0.4ｍ＞x
0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x

18.62 ― ― 18.62 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

12 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
0.6ｍ≦x＜1ｍ

15.77 ― ― 15.77 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

28.06 28.06 ― ― 1 － 1 〇 28.06 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

32.90 32.90 ― ― 1 － 1 〇 32.90 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

25.80 25.80 ― ― 1 － 1 〇 25.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.6ｍ≦x＜1ｍ

1ｍ≦x
24.19 24.19 ― ― 1 － 1 〇 24.19 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

29.15 29.15 ― ― 1 － 1 〇 29.15 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

34.17 34.17 ― ― 1 － 1 〇 34.17 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

26.80 26.80 ― ― 1 － 1 〇 26.80 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.6ｍ≦x＜1ｍ
1ｍ≦x

25.13 25.13 ― ― 1 － 1 〇 25.13 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

9 8ｍ未満 1ｍ≦x 13.90 13.90 ― ― 1 － 1 〇 13.90 ― ― ― ― 1 ― 2 〇 ― ― ―

1 〇

35.22 1 － 1 〇

10 ― ―

K-3-6 緊急時対策所建屋 3階電気品室 8 16 ― ―

43.04 1 － 1 〇

40.77 1 －

1 〇

K-3-7 緊急時対策所建屋 非常用換気設備室 9

43.83 1 －
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総面積
＜35㎡

総面積
＜70㎡

総面積
＜25㎡

総面積
＜40㎡

表１　消防法適合確認一覧表

火災区域
又は

火災区画
区画（部屋）名称

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜15㎡

消防法
設置数

減数設置
適用

消防法
設置数

減数設置
適用

設置数 合計
消防法
適合
確認

感
知
区
域

消防法
適合
確認

総面積
＜75㎡

設置数

炎感知器 熱感知カメラ

合計
取付高さ
（ｍ）

はり等の高さ
ｘ（ｍ） 合計

総面積
＜150
㎡

総面積
連続

小区画
による
同一区

画
＜60㎡

設置数 合計
小区画
面積

煙感知器 熱感知器

消防法
適合
確認

耐火構造 非耐火構造

設置数

1 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

29.36 ― ― 29.36 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

2 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

34.43 ― ― 34.43 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

3 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

27.00 ― ― 27.00 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

4 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

27.00 ― ― 27.00 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

5 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

28.35 ― ― 28.35 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

6 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

20.59 ― ― 20.59 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

7 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

28.71 ― ― 28.71 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

8 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

33.66 ― ― 33.66 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

9 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

26.40 ― ― 26.40 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

10 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

26.40 ― ― 26.40 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

11 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

27.72 ― ― 27.72 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

12 8ｍ未満
0.4ｍ＞x

0.4ｍ≦x＜0.6ｍ
1ｍ≦x

20.13 ― ― 20.13 ― ― ― ― 1 ― 1 〇 ― ― ―

緊急時対策所建屋 4階エアロック室 1 4ｍ未満 ― 31.05 ― 31.05 ― 1 ― 1 1 〇 ― 31.05 ― ― ― 1 ― 2 2 〇 ― ― ― ― ―
緊急時対策所建屋 屋上
廃棄物収納容器置き場・サーベイエリア
西側階段室
仕分け・切断作業場
搬出入エリア
輸送容器置き場・廃棄体検査場
東側階段室
排気機械室
検査待ち廃棄体置き場・廃棄体搬出入エリア
仕分け・切断作業場天井
機器・予備品エリア
固体廃棄物貯蔵庫A棟地下１階
固体廃棄物貯蔵庫B棟地下１階
固体廃棄物貯蔵庫A棟１階
固体廃棄物貯蔵庫B棟１階
固体廃棄物貯蔵庫B棟２階
使用済燃料乾式貯蔵建屋

DY-2-1
DC-1

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（消防法又は建築基準法に基づき感知器を設置）

消防法又は建築基準法を踏まえて適切に火災感知を行う火災区域・火災区画（有効に火災を感知できる代替措置を講じる）

DY-B1-2
DY-1-1
DY-1-2

LLW-2-2
LLW-3-1
LLW-3-2
DY-B1-1

K-4-2

LLW-2-1

K-4-3
LLW-1-1
LLW-1-2
LLW-1-3
LLW-1-4
LLW-1-5
LLW-1-6

K-4-1 緊急時対策所建屋 建屋空調機械室

63.79 1 － 1

6

〇

12 ― ―

54.00 1 － 1 〇

48.94 1 － 1 〇

62.37 1 － 1 〇

52.80 1 － 1 〇

47.85 1 － 1 〇

106



名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その１）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その４）

火災感知器の配置を明示した図面

110



名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その５）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その６）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その７）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その９）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その１０）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その１１）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その１２）

火災感知器の配置を明示した図面
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名 
 

称

東海第二発電所

日本原子力発電株式会社

（その１３）

火災感知器の配置を明示した図面
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120
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122



123



124



125



126



127
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130
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消
防
法
⼜
は
建
築
基
準
法
を
踏
ま
え
て
適
切
に

⽕
災
感
知
を
⾏
う⽕

災
区
域
・⽕
災
区
画
の
設
計

結
果
を
明
⽰
した
図
⾯

（
1/
34
）

東
海
第
⼆
発
電
所

名 称

⽇
本
原
⼦
⼒
発
電
株
式
会
社別
添
８

︓
煙
感
知
器

︓
熱
感
知
器

︓
炎
感
知
器

凡
例

︓
⽕
災
区
画
番
号

︓
⽕
災
区
域
番
号

︓
⽕
災
区
画
の
境
界

︓
⽕
災
区
域
の
境
界
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消
防

法
⼜

は
建

築
基

準
法

を
踏

ま
え

て
適

切
に

⽕
災

感
知

を
⾏

う⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
設

計
結

果
を

明
⽰

した
図

⾯
（

6/
34

）

東
海

第
⼆

発
電

所

名 称

⽇
本

原
⼦

⼒
発

電
株

式
会

社

︓
煙

感
知

器

︓
熱

感
知

器

︓
炎

感
知

器

凡
例

︓
⽕

災
区

画
番

号

︓
⽕

災
区

域
番

号

︓
⽕

災
区

画
の

境
界

︓
⽕

災
区

域
の

境
界
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消
防
法
⼜
は
建
築
基
準
法
を
踏
ま
え
て
適
切
に

⽕
災
感
知
を
⾏
う⽕

災
区
域
・⽕
災
区
画
の
設
計

結
果
を
明
⽰
した
図
⾯

（
8/
34
）

東
海
第
⼆
発
電
所

名 称

⽇
本
原
⼦
⼒
発
電
株
式
会
社

︓
煙
感
知
器

︓
熱
感
知
器

︓
炎
感
知
器

凡
例

︓
⽕
災
区
画
番
号

︓
⽕
災
区
域
番
号

︓
⽕
災
区
画
の
境
界

︓
⽕
災
区
域
の
境
界
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消
防
法
⼜
は
建
築
基
準
法
を
踏
ま
え
て
適
切
に

⽕
災
感
知
を
⾏
う⽕

災
区
域
・⽕
災
区
画
の
設
計

結
果
を
明
⽰
した
図
⾯

（
11
/3
4）

東
海
第
⼆
発
電
所

名 称

⽇
本
原
⼦
⼒
発
電
株
式
会
社

︓
煙
感
知
器

︓
熱
感
知
器

︓
炎
感
知
器

凡
例

︓
⽕
災
区
画
番
号

︓
⽕
災
区
域
番
号

︓
⽕
災
区
画
の
境
界

︓
⽕
災
区
域
の
境
界
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消
防
法
⼜
は
建
築
基
準
法
を
踏
ま
え
て
適
切
に

火
災
感
知
を
⾏
う火

災
区
域
・火
災
区
画
の
設
計

結
果
を
明
示
した
図
面

（
22
/3
4）

東
海
第
二
発
電
所

名 称

日
本
原
子
⼒
発
電
株
式
会
社

︓
煙
感
知
器

︓
熱
感
知
器

︓
炎
感
知
器

凡
例

︓
火
災
区
画
番
号

︓
火
災
区
域
番
号

︓
火
災
区
画
の
境
界

︓
火
災
区
域
の
境
界
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補足－6【火災感知器ＢＦ設工認における申請対象について】 
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⽕
災
感
知
器
Ｂ
Ｆ
設
⼯
認
に
お
け
る
申
請
対
象
に
つ
い
て

本
資

料
の

うち
，

は
商

業
秘

密
⼜

は
核

物
質

防
護

上
の

観
点

か
ら公

開
で

き
ま

せ
ん

。

補
⾜

－
６

1
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⽕

災
感

知
器

Ｂ
Ｆ

設
⼯

認
は

，
⽕

災
感

知
器

等
が

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
に

基
づ

い
て

設
置

され
て

い
る

か
を

審
査

頂
い

て
い

る
とこ

ろ
で

あ
る

。


⽕
災

感
知

器
Ｂ

Ｆ
設

⼯
認

と並
⾏

審
査

頂
い

て
い

る
「Ｓ

Ａ
変

更
設

⼯
認

」で
は

，
電

源
盤

移
設

に
伴

い
原

⼦
炉

建
屋

付
属

棟
（

廃
棄

物
処

理
棟

）
の

緊
急

⽤
電

気
室

（
1階

，
2階

，
3階

）
の

躯
体

形
状

の
変

更
等

が
⽣

じる
が

，
認

可
を

得
て

い
な

い
た

め
，

その
内

容
を

⽕
災

感
知

器
Ｂ

Ｆ
設

⼯
認

へ
は

反
映

で
き

な
い

こと
か

ら，
⽕

災
感

知
器

Ｂ
Ｆ

設
⼯

認
に

お
い

て
は

，
20

18
年

10
⽉

18
⽇

付
け

原
規

規
発

第
18

10
18

1号
に

て
認

可
され

た
⼯

事
の

計
画

（
以

下
，

「既
⼯

認
」と

い
う。

）
の

躯
体

形
状

に
て

審
査

頂
く必

要
が

あ
った

。
しか

し，
⽕

災
感

知
器

Ｂ
Ｆ

設
⼯

認
で

は
，

緊
急

⽤
電

気
室

（
1階

，
2階

）
に

つ
い

て
は

「Ｓ
Ａ

変
更

設
⼯

認
」の

内
容

を
取

り込
ん

だ
躯

体
形

状
に

て
，

緊
急

⽤
電

気
室

（
3階

）
に

つ
い

て
は

20
21

年
12

⽉
22

⽇
に

許
可

を
得

て
い

る
特

重
施

設
に

係
る

原
⼦

炉
設

置
変

更
許

可
時

の
躯

体
形

状
に

て
資

料
を

作
成

し，
審

査
頂

い
て

い
る

状
況

に
な

って
い

る
。


⽕

災
感

知
器

Ｂ
Ｆ

を
踏

ま
え

た
現

地
⼯

事
を

速
や

か
に

開
始

した
い

た
め

，
今

後
実

施
す

る
補

正
に

お
い

て
緊

急
⽤

電
気

室
（

1階
，

2階
，

3階
）

を
審

査
対

象
外

とし
た

上
で

審
査

頂
くと

とも
に

，
緊

急
⽤

電
気

室
（

1階
，

2階
，

3階
）

に
お

け
る

⽕
災

防
護

設
備

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
は

，
「Ｓ

Ａ
変

更
設

⼯
認

」の
中

で
審

査
頂

き
た

い
。


「Ｓ

Ａ
変

更
設

⼯
認

」に
よ

る
緊

急
⽤

電
気

室
（

1階
，

2階
，

3階
）

の
躯

体
形

状
変

更
に

伴
う既

⼯
認

図
書

へ
の

影
響

を
表

１
に

⽰
す

。
ま

た
，

躯
体

形
状

の
変

更
を

要
す

る
緊

急
⽤

電
気

室
の

躯
体

形
状

変
更

前
後

を
表

２
に

，
⽕

災
感

知
器

Ｂ
Ｆ

設
⼯

認
と他

申
請

設
⼯

認
に

お
け

る
審

査
ス

ケ
ジ

ュー
ル

を
表

３
に

⽰
す

。

既
⼯
認
図
書
（
20
18
年
10
⽉
18
⽇
認
可
）

Ｓ
Ａ
変
更
設
⼯
認
（
20
23
年
8⽉

31
⽇
申
請
）

影
響

を
及

ぼ
す

変
更

点

以
下

の
変

更
に

伴
い

，
緊

急
⽤

電
気

室
（

1階
，

2階
，

3階
）

の
躯

体
形

状
を

変
更

す
る

。
・所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
⽬

）
の

設
置

ス
ペ

ー
ス

確
保

に
加

え
，

施
⼯

性
及

び
保

守
性

向
上

の
た

め
，

同
⼀

系
列

の
電

源
設

備
を

ま
とめ

て
配

置
・F

V装
置

の
SA

/E
S兼

⽤
化

に
よ

る
FV

配
管

の
配

置
変

更
に

よ
り，

ス
ペ

ー
ス

が
確

保
で

き
た

こと
か

ら，
緊

急
⽤

12
5V

系
蓄

電
池

の
耐

震
性

及
び

保
守

性
を

向
上

の
た

め
，

電
気

室
を

拡
張

本
⽂

要
⽬

表
⽕

災
区

域
構

造
物

及
び

⽕
災

区
画

構
造

物
緊

急
⽤

電
気

室
（

1階
，

2階
，

3階
）

の
⽕

災
区

画
の

追
加

添
付

書
類

図
⾯

その
他

発
電

⽤
原

⼦
炉

の
附

属
施

設
の

うち
⽕

災
防

護
設

備
に

係
る

機
器

の
配

置
を

明
⽰

した
図

⾯
及

び
構

造
図

（
⽕

災
区

域
構

造
物

及
び

⽕
災

区
画

構
造

物
）

緊
急

⽤
電

気
室

（
1階

，
2階

，
3階

）
の

躯
体

形
状

を
反

映
した

図
⾯

に
変

更

補
⾜

説
明

資
料

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
図

緊
急

⽤
電

気
室

（
1階

，
2階

，
3階

）
の

⽕
災

感
知

器
の

配
置

図
を

変
更

⽕
災
感
知
器
Ｂ
Ｆ
設
⼯
認
に
お
け
る
申
請
対
象
に
つ
い
て
（
１
／
４
）

表
１

「Ｓ
Ａ

変
更

設
⼯

認
」に

よ
る

緊
急

⽤
電

気
室

（
1階

，
2階

，
3階

）
の

躯
体

形
状

変
更

に
伴

う既
⼯

認
図

書
へ

の
影

響
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3

表
２

躯
体

形
状

の
変

更
を

要
す

る
緊

急
⽤

電
気

室
の

躯
体

形
状

変
更

前
後

（
1／

2）
⽕
災
感
知
器
Ｂ
Ｆ
設
⼯
認
に
お
け
る
申
請
対
象
に
つ
い
て
（
２
／
４
）

◆
既

⼯
認

時
及

び
Ｓ

Ａ
変

更
設

⼯
認

時
の

緊
急

⽤
電

気
室

（
１

階
及

び
２

階
）

の
躯

体
形

状
を

（
1／

2）
に

⽰
す

。ま
た

，
緊

急
⽤

電
気

室
の

躯
体

形
状

変
更

と
既

⼯
認

との
関

係
の

整
理

を
（

2／
2）

に
⽰

す
。
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表
２

躯
体

形
状

の
変

更
を

要
す

る
緊

急
⽤

電
気

室
の

躯
体

形
状

変
更

前
後

（
2／

2）

⽕
災
感
知
器
Ｂ
Ｆ
設
⼯
認
に
お
け
る
申
請
対
象
に
つ
い
て
（
３
／
４
）

※
⽕

災
感

知
器

Ｂ
Ｆ

設
⼯

認
の

審
査

資
料

に
つ

い
て

は
，

⾚
点

線
で

囲
った

躯
体

形
状

に
て

作
成

を
して

い
た

。
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⽕
災
感
知
器
Ｂ
Ｆ
設
⼯
認
に
お
け
る
申
請
対
象
に
つ
い
て
（
４
／
４
）

申
請
項
⽬

審
査
ス
ケ
ジ
ュー
ル

⽕
災

感
知

器
BF

設
⼯

認
（

感
知

器
の

配
置

)
（

20
23

年
4⽉

7⽇
申

請
）

SA
変

更
設

⼯
認

(電
源

盤
移

設
及

び
⽕

災
防

護
設

備
等

の
変

更
)

（
20

23
年

8⽉
31

⽇
申

請
）

【参
考

】特
重

設
⼯

認
（

20
22

年
2⽉

28
⽇

申
請

）

▼
⽕

災
感

知
器

BF
を

踏
ま

え
て

補
正

▼
申

請
（

⼀
部

，
SA

変
更

設
⼯

認
の

躯
体

形
状

を
取

り⼊
れ

て
申

請
）

▼
申

請
（

電
源

盤
移

設
等

を
反

映
した

躯
体

形
状

で
申

請
）▼

現
在

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
は

変
更

後
の

躯
体

形
状

に
て

審
査

▼
補

正
（

躯
体

形
状

の
変

更
を

要
す

る
緊

急
⽤

電
気

室
を

申
請

対
象

外
とし

て
補

正
）

表
３

⽕
災

感
知

器
Ｂ

Ｆ
設

⼯
認

と他
申

請
設

⼯
認

に
お

け
る

審
査

ス
ケ

ジ
ュー

ル

▼
申

請
特

重
施

設
の

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
を

審
査

▼
⽕

災
感

知
器

BF
を

踏
ま

え
て

補
正
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